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１．新型コロナウイルス感染症対策（認知症施策・地域介護推進課分）につ

いて 

（１）新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体

制確保事業について 

新型コロナウイルス感染症対策については、通常の介護サービスの提供時では想定され

ない費用が発生することを踏まえ、 

・令和２年度においては、第１次補正予算（新型コロナウイルス感染症に係る介護サー

ビス事業所等に対するサービス継続支援事業（介護保険事業費補助金））、第２次補

正予算及び第３次補正予算（新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介護分）

（新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（介護・福祉分）））による支援、 

・令和３年度及び令和４年度においては、利用者や職員に感染者や濃厚接触者が発生し

た介護サービス事業所・施設等に対して、地域医療介護総合確保基金（介護従事者確

保分）の枠組みを活用し、「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス

事業所等のサービス提供体制確保事業」において、介護人材の緊急雇用や割増賃金・

手当、事業所等の消毒・清掃費用、応援職員の派遣に係る費用などのかかり増し費

用、さらに、病床ひっ迫等によりやむを得ず施設内療養することとなった際の施設内

療養に係る費用の支援（基準単価を超える必要がある場合には、厚生労働省への個別

協議により、基準単価を上乗せすることができる）等 

を実施してきた。 

 

令和５年度については、引き続き、令和５年度政府予算案において、地域医療介護総合

確保基金における「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサ

ービス提供体制確保事業」を継続して実施することとしているが、詳細な事業内容等につ

いては、新型コロナウイルスの感染状況や同感染症に係る様々な議論なども踏まえつつ検

討の上別途お示ししていく予定であるためご留意いただきたい。 

 

なお、令和４年度の事業については、年度内に事業が完了しない見込みの場合には地域

医療介護総合確保基金に係る都道府県計画の計画期間を変更するなど、令和５年度におい

ても引き続き当該年度分の執行ができるよう必要な手続を行い、介護サービス事業所・施

設等に必要な支援が適切に届くようご協力をお願いする。 
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（２）通所介護サービス等の「３％加算」・「規模区分特例」について 

 令和３年度介護報酬改定において、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通

所介護及び（介護予防）認知症対応型通所介護については、感染症や災害の発生を理由と

して利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点か

ら、基本報酬への３％加算（以下「３％加算」）や、事業所規模別の報酬区分の決定に係

る特例（以下「規模区分の特例」）を導入した。 

令和５年度における３％加算や規模区分の特例の取扱いについては、「令和３年度介護

報酬改定に関する Q&A(Vol.13)」の送付について」（令和５年２月 15 日厚生労働省老健

局認知症施策・地域介護推進課ほか連名事務連絡）において、 

・新型コロナウイルス感染症は、通所介護等において、令和５年度も引き続き、３％加算

や規模区分の特例の対象となる感染症であること 

・令和４年度中の利用延人員数の減少に基づき３％加算を算定した事業所が、令和５年度

に再び同加算を算定することは可能であること 

等をお示ししているので御了知いただきたい。 
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２．地域づくりの推進について 

（1）地域づくり加速化に向けた取組について 

① 令和４年度地域づくり加速化事業の実施 

団塊の世代（1947～1949 年生）が全員 75 歳以上となる 2025 年を見据え、地域包括

ケアシステムの構築を図るため、令和４年度に、市町村が介護予防・日常生活支援総

合事業等を活用して実施する地域づくりの加速化を支援する「地域づくり加速化事業」

を創設したところ。 

本事業では、これまでの市町村支援のノウハウを踏まえて 

ア 市町村の地域づくりに向けた支援パッケージを活用し、 

イ 有識者等による研修を実施するとともに、 

ウ 課題を抱える自治体等への伴走的支援 

を行うことにより、自らＰＤＣＡの視点をもって地域づくりを進める自治体の増加を

目指すものである。 

 

ア 支援パッケージについて 

市町村等が地域包括ケアを進める際に生じる様々な課題を解決するための実施方

法やポイントをまとめたもので、令和４年度老人保健健康増進等事業を活用し、令

和４年度中に作成の上、公表を予定している。（参考資料２ページ参照） 

 

イ 有識者等による研修について 

（ア）全国研修について 

令和５年２月１日から令和５年３月 31 日までの間、本事業の受託事業者である

株式会社日本能率協会総合研究所のホームページで、26 項目のコンテンツ（参考

資料４ページ参照）を視聴可能としており、地域づくりに関わる市町村・都道府

県職員や関係者等に幅広く視聴いただきたい。 

なお、視聴を希望する場合は、以下のＵＲＬから申し込みをいただきたい（申

込期間は公開期間終日までとなっているのでご留意願いたい。）。 

https://jmar-form.jp/localaccelod.html 

（イ）ブロック別研修について 

全国、８ヶ所の地方厚生（支）局ごとに、各局管内の市町村職員や関係者等を

対象に以下のとおり実施した。 

北海道厚生局：「地域包括ケア構築の取組について（事例紹介）等」（令和５年

１月 26 日開催） 

東北厚生局：「地域支援事業の連動性（講義・演習）」（令和５年１月 18 日開

催） 

関東信越厚生局：「地域づくり加速化事業支援自治体及び県からの報告、パネ

ルディスカッション」（令和５年１月 20 日開催） 

東海北陸厚生局：「令和３年度厚生労働省伴走支援を受けた市町による報告等」

（令和５年１月 30 日開催） 

近畿厚生局：「講演（地域ケア会議）・グループワーク」（令和５年１月 19 日

開催） 

中国四国厚生局：「中国５県地域づくり応援研修（講演・意見交換）」（令和５

年１月 30 日開催） 
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四国厚生支局：「講演・実践報告・意見交換」（令和５年１月 24 日開催） 

九州厚生局：「講義・グループワーク」（令和５年１月 24 日開催） 

 

ウ 伴走的支援の実施について 

24 保険者（参考資料５ページ参照）に対し、有識者及び老健局職員による伴走的

支援を実施し、各都道府県及び地方厚生（支）局の協力の下、各３回の訪問支援に

加え、支援の合間にオンライン会議等によりフォローアップを行う等により継続的

な支援を行っている。 

 

② 令和５年度地域づくり加速化事業について 

令和５年度当初予算案では１億円（令和４年度予算 7500 万円）を計上し、伴走的支

援の対象を 48 ヶ所に倍増するなどの拡充を図ることとしている。令和４年度の成果や

課題を踏まえた事業実施を予定しているので、ご承知おきいただきたい。 

 

ア 令和５年度事業の伴走的支援の類型（案） 

令和４年度においては老健局と地方厚生（支）局との協力の下で伴走的支援を行

ったところ。令和５年度事業においては、制度的な支援や全国的に課題が多く見ら

れるテーマに対する支援を行う「老健局主導型」と、これまでの伴走的支援のノウ

ハウを活かしつつ地域に根ざした支援を行う「厚生局主導型」の２つの類型による

支援を実施する予定としており、ご承知おきいただきたい。 

 

（ア）老健局主導型 

ａ プッシュ型（上限超過型） ８市町村  

令和４年度に総合事業の事業費に係る個別協議を行っており、かつ、令和５年

度以降に個別協議の要件に当てはまらないことが見込まれる市町村（認知症施策

・地域介護推進課において選定予定。）。 

ｂ プッシュ型（フォローアップ型） ８市町村 

令和４年度地域づくり加速化事業及び令和２・３年度の「厚生労働省職員派遣

による市町村支援事業」による支援対象市町村のうち、令和５年度においても総

合事業の事業費が超過傾向にあるなどさらなる支援が必要である市町村（認知症

施策・地域介護推進課において選定予定。）。 

ｃ テーマ設定型 ８市町村 

サービスＡの構築、サービスＢ・Ｄ又はそれに類する地域の活動の支援、地

域包括支援センターの効果的な運営、介護保険制度と他の地域づくり施策（農

村ＲＭＯ、地方公共交通施策（バス・タクシーなど）・大学・産業との連携）

など、多様な主体の参加を通じた総合事業の推進に資するもの（支援対象市町

村は、全国市町村のエントリーにより選定予定。）。 

 

（イ）厚生局主導型 24 市町村 

全国８厚生局がそれぞれ主導し、有識者との連係のもと１厚生局当たり管内３

市町村に対して伴走的支援を実施。支援テーマは、原則として、これまでの市町

村支援の実績を踏まえ、特に市町村が課題と感じている内容として支援パッケー

ジ（参考資料２ページ参照）に掲載予定である以下の５テーマのうち、各厚生局

が選定するもの（厚生局ごとに管内の市町村のエントリーにより選定予定。）。 
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ａ 介護予防ケアマネジメント ｂ 短期集中予防サービス ｃ 通いの場         

ｄ 生活支援体制整備事業   ｅ 地域ケア会議 

 

イ 令和５年度事業のスケジュール（案） 

地域づくり加速化事業のうち、老健局主導型のテーマ設定型（アの（ア）のｃ）

及び厚生局主導型（アの（イ））のエントリー依頼については、令和５年３月頃に

各都道府県・市町村への発出を予定している。伴走的支援を希望される市町村にお

いては積極的なエントリーをお願いするとともに、都道府県におかれても、募集テ

ーマに沿う管内市町村への働きかけをお願いしたい。 

また、「４．令和５年度地域支援事業交付金について」で記載しているとおり、

総合事業の上限制度の運用については、新経済・財政再生計画改革工程表 2020（令

和２年 12 月経済財政諮問会議）を踏まえ、適切な運用が求められているところであ

り、上限超過が継続的に生じている市町村におかれては本事業の活用など積極的な

取組をお願いする。 

各都道府県におかれては、本事業への参画・協力についてご検討をお願いすると

ともに、管内の保険者等へ広く周知いただくようお願いする。 

 

③ 地域づくりの推進に向けた施策の活用 

地域支援事業は、地域づくりを進めるに当たって鍵となる事業であり、総合事業、

包括的支援事業及び任意事業を有効に活用して実施することが重要と考えている。地

域支援事業では、生活支援体制整備の推進のほか、ボランティア活動、就労的な活動

を支援することも可能であるので、改めてご了知いただきたい。 

また、認知症施策との一体的な実施を検討いただくほか、「12．地域における高齢

者の健康・生きがいづくりの推進について」の記載も併せて参照いただきたい。地域

医療介護総合確保基金では、ボランティアポイントの活用や事務お助け隊による互助

団体の事務手続き支援などのメニューを設けているので、その事業化を進めるなど施

策の活用をお願いするとともに、高齢者生きがい活動促進事業についても積極的な活

用をお願いしたい。 

また、介護サービス事業所が、介護サービスの提供時間中に、介護サービス利用者

が地域住民と交流したり、公園の清掃活動等の地域活動や洗車等外部の企業等と連携

した有償ボランティアなどの社会参加活動に参加できるよう取り組むことについて、

平成 30 年に整理しているので、改めてご参照願いたい。 

（参考）「若年性認知症の方を中心とした介護サービス事業所における地域での社会

参加活動の実施について」（平成 30 年７月 27 日付厚生労働省老健局総務課認知

症施策推進室、振興課、老人保健課連名事務連絡） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000340375.pdf 

 

なお、地域づくりの観点からは、労働、交通、農業等の施策も活用しながら、一体

となって進める視点を持つ必要があり、庁内や関係者との連携等を深めていただきた

い。 

このような各市町村における地域づくりの参考として、平成 30 年度に公表した

「これからの地域づくり戦略」の改訂版を令和４年度中に公表予定である。総合事業
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をはじめとした各種施策を活用した地域づくりのヒントを掲載予定であるため、参照

されたい。 

加えて、介護予防にも資する取組の一つとして、令和４年 12 月１日に「フレイル予

防のポピュレーションアプローチに関する声明と提言」が「フレイル予防啓発に関す

る有識者委員会」（委員長：葛谷雅文名古屋大学名誉教授、事務局：医療経済研究機

構）において出されているので、参考として共有する。なお、事務局の医療経済研究

機構より、１時間程度の概要版をオンデマンドで令和５年３月１日（水）より無料配

信予定とのことであり、詳細は医療経済研究機構 HP を参照されたい。 

https://www.ihep.jp/frail-yobo/ 

 

（３）介護保険における保険者機能強化支援のための都道府県職員等研修の実施 

地域における高齢者の自立支援・介護予防の取組を推進するためには、各保険者におい

て「地域の状況・課題の把握」「課題に応じた取組の実施」「取組結果の確認と改善」を

行うことが重要である。 

一方で、保険者がこれらの取組を適切に行うことは困難を伴うこともあることから、都

道府県等が、例えば「各保険者の基礎情報の収集」「各保険者における目標設定と戦略立

案の支援」「施策の実施に必要な情報の提供」「施策実施の支援」等を行うことで、各保

険者の取組の推進が期待できる。 

しかし、現状では都道府県等による支援の重要性や具体的な支援方策が周知されていな

いことから、都道府県等に対し平成 29 年度より保険者機能強化中央研修を行っている。

また、大規模都市における保険者機能強化を推進する観点から、平成 30 年度より指定都

市を対象とした研修を行っている。 

本研修については、 

・（都道府県研修）都道府県と市町村が共に受講することによりコミュニケーションが

促進され、都道府県における保険者機能強化の取組の充実を図る狙いがあること。 

・（指定都市・中核市研修）指定都市・中核市は規模が大きいことから保険者機能強化

の取組に庁内外との連携が必要であり、複数職員が研修を受講することで、現場の視

点に立った方針策定や PDCA サイクル、事業関連動等を促進する狙いがあること。 

・（両研修共通）令和２年度より、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、全日

程、オンラインでの開催としており、比較的受講しやすい環境となっていること。 

等を踏まえ、担当職員等の研修機会の確保にご配慮願いたい。 

なお、次年度は下記の日程での実施を予定しており、詳細が決まり次第お知らせする。 
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令和５年度介護保険における保険者機能強化支援のための都道府県職員等研修（予定） 

（都道府県研修） 

・開催日程：令和５年９月 25 日～27 日（３日間） 

  ・対象：都道府県職員及び管内市町村職員 

（都道府県と管内市町村ともに受講することが望ましい。） 

  ・開催方法：オンライン 

 （指定都市・中核市研修） 

・開催日程：令和５年９月 25 日、28 日、29 日（３日間） 

  ・対象：指定都市職員、中核市職員 

    （※ 令和５年度より中核市職員も受講対象とし、研修名を変更している。） 

  ・開催方法：オンライン 
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３．地域包括支援センターの運営について 

（１）地域包括支援センターの効果的な運営等について 

地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必

要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する

ことを目的とする機関であり、地域の関係者とのネットワークの下、総合相談支援な

どの包括的支援事業や介護予防支援等の支援を行うとともに、こうした取組を通じて

市町村と一体となって地域課題の把握やその対応策の検討等を行うことが期待されて

いる。 

地域包括支援センターが効果的な業務を実施し、それぞれの地域における地域包括

ケアの中核機関として期待される役割を発揮するためには、その業務負担軽減を図り

ながら、センターの業務の質の評価を適切に行うことが重要である。 

こうした観点から、地域包括支援センターの効果的な業務の実施に資する業務負担

軽減を図るため、本年 2月 10 日に閣議決定された「全世代対応型の持続可能な社会

保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」においては、総合

相談支援業務の一部委託や介護予防支援の指定対象を指定居宅介護支援事業者に拡大

する内容を盛りこんでいるところである。 

また、具体的な業務の重点化や負担軽減の方策については、昨年５月 16 日に各市

町村あて周知を行っている「地域包括支援センターの業務負担軽減に向けた取組のポ

イント※１」等も参照の上、引き続き市町村と地域包括支援センターにおいて、全国

統一の評価指標を活用した業務の質の評価の結果を踏まえ、運営協議会等の場で検討

をお願いしたい。 

なお、地域包括支援センターにおける効果的な介護予防ケアマネジメントの実施に

当たっては、令和３年度老人保健健康増進等事業を活用して作成された「介護予防ケ

アマネジメントオンデマンド研修映像・教材※２」の活用も有効である。また、令和

４年度老人保健健康増進等事業を活用し、地域ケア推進会議を中心に効果的な実施手

法をまとめた「政策形成につなげる地域ケア会議の効果的な活用の手引き」を作成し

ているところであり、追って周知させていただく予定である。 

 

   ※１ 令和３年度老人保健康増進等事業「地域包括支援センターの効果的な運営に

関する調査研究事業」事業報告書・別冊（株式会社 NTT データ経営研究所） 

  https://www.nttdata-strategy.com/roken/report/index.html#r03_13   

※２ 介護予防ケアマネジメントオンデマンド研修（一般社団法人長寿社会開発セ

ンター） 

https://nenrin.or.jp/tekisetsu_yobou/  

 

     

（２）家族介護者支援の推進について 

認知症の人や要介護高齢者の増加、夫婦のみの高齢者世帯の増加が見込まれる中、

認知症の人や要介護高齢者への支援のみならず、その家族等の介護者が抱える負担や

複雑化した課題への対応が必要であり、総合相談支援業務を担う地域包括支援センタ

ーの役割は重要である。 

これまでも、平成 29 年度に総合相談支援業務に家族介護者支援が含まれることの明

確化を行ったほか、平成 30 年度に「市町村・地域包括支援センターによる家族介護者
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支援マニュアル」、令和 3 年度に「労働施策や地域資源等と連携した市町村、地域包

括支援センターにおける家族介護者支援取組ポイント」を周知し、地域包括支援セン

ターが総合相談支援業務として行う家族介護者支援の参考としていただいてきたとこ

ろ。 

また、「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェク

トチーム」（ヤングケアラーＰＴ）の報告書（令和３年５月 17 日）や「全世代型社会

保障構築会議 議論の中間整理」（令和４年５月 17 日）においても、ヤングケアラー

も含めた家庭における介護の負担軽減のための取組を進めることが提言されているな

ど、ヤングケアラーへの支援対策が求められているところ。 

こうした背景を踏まえ、地域包括支援センターが総合相談支援業務を通じて関係機

関と連携し、老老世帯、就労・子育て世帯、ヤングケアラーなどの多様な世代の家族

介護者を支援する取組を促進するため、令和４年度の老人保健健康増進等事業を活用

し、①都道府県が地域包括支援センター職員等を対象として研修を行うためのカリキ

ュラム及び②市町村が家族介護者の集いの場を立ち上げるためのマニュアルを作成し

ているところであり、本年４月頃に周知することを予定している。なお、①について

は、地域医療介護総合確保基金の「地域包括ケアシステム構築・推進に資する人材育

成・資質向上事業」で活用しただくことを想定しており、都道府県におかれては地域

包括支援センター職員向けの研修に活用されたい。（参考資料 P14 参照） 
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４．令和５年度地域支援事業交付金について 

（１）令和５年度地域支援事業交付金予算案の概要 

地域支援事業交付金に係る令和５年度の予算案においては、高齢者の社会参加・介護予

防に向けた取組や生活支援体制の整備に向けた仕組みづくり等を一体的に推進しつつ、就

労的活動の普及や認知症施策の充実を図っていくこととしており、令和４年度の執行状況

や高齢者の伸び率等を踏まえ、1,933 億円を計上している。 

各市町村においては、地域支援事業の実施のための所要額を適切に見込むとともに、本

予算の積極的な活用をお願いする。 

 

（２）総合事業の個別協議に関する取扱い 

総合事業における事業費の上限については、事業移行前年度実績に市町村の 75 歳以上高

齢者の伸びを乗じた額としているほか、特別な事情がある場合は、個別判断により、上限

を超えても交付金の措置が認められている。 

こうした中で、「令和３年度予算の編成等に関する建議」（令和２年 11 月 25 日財政制

度等審議会）においては、「実態として、個別協議を行った全ての地方公共団体が、上限

超過部分の交付金措置全額認められている状況のため、上限が機能せず、形骸化している。

重要な制度改革の根幹がこのような運用となっていることは看過できない問題であり、原

則として上限超過を認めないよう改めるべきと考えられる。」旨の提言がなされたところ

である。 

また、「新経済・財政再生計画改革工程表 2020」（令和２年 12 月 18 日経済財政諮問会

議決定）においても、その運用の在り方について、速やかに必要な対応を検討する旨が盛

り込まれたところであり、これらを踏まえ、やむを得ない事情に十分配慮しながら、令和

３年度・４年度において所要の見直しを行ったところである。 

令和５年度以降の取扱いについては、令和４年度の申請状況等を踏まえ、更なる見直し

を行うこととしているが、詳細については追ってお示しするので、各都道府県において

は、あらかじめ御了知いただくとともに、管内の保険者等へ広く周知いただくようお願い

する。 

 

（３）介護用品の支給に関する取扱い 

 地域支援事業における任意事業の「家族介護支援事業」のうち介護用品の支給に係る事

業については、「地域支援事業充実分に係る上限の取扱い及び任意事業の見直しについて」

（平成 27 年２月 18 日厚生労働省老健局振興課事務連絡）及び地域支援事業実施要綱で周

知しているとおり、第６期介護保険事業計画以降、原則として任意事業の対象外とした上

で、計画期間ごとに実施する場合の支給要件の見直しを行ってきたところである。 

本取扱いが、任意事業における介護用品の支給に係る例外的な激変緩和措置であること

を踏まえ、実施市町村において地域包括支援センターの運営等、他の事業との優先順位を

勘案した上で、他の財源の活用など、任意事業としての介護用品の支給に係る事業の廃止

・縮小に向けた具体的な方策について、引き続き十分な検討を進めていただくこととして
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いるところであり、各都道府県においては、改めて御了知いただくとともに、管内の保険

者等へ広く周知いただくようお願いする。 

なお、令和４年度における本事業の廃止・縮小に向けた市町村の取組例についてお示し

するので検討の参考とされたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）介護予防・日常生活支援総合事業の対象者の弾力化等 

地域支援事業における介護予防・日常生活支援総合事業のうち、介護予防・生活支援サ

ービス事業については、令和元年 12 月に取りまとめられた「介護保険制度の見直しに関

する意見」（社会保障審議会介護保険部会）をふまえ、令和３年度より、 

・ 当該事業における補助により実施されるサービス（以下「住民主体のサービス」とい

う。）にあっては、要支援者及びチェックリスト該当者に加え、同サービスを継続的に

利用する要介護者（以下「継続利用要介護者」という。）をその対象とすること（いわ

ゆる「対象者の弾力化」）ができること。 

・ 継続利用要介護者を対象とする場合は、継続利用要介護者が安心して住民主体のサー

ビスを利用できるよう、市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、生活支

援コーディネーター、住民主体のサービスを実施しているボランティア団体等が連携を

図りながら、必要な取組を進めていくことが重要であること。具体的には、「介護予防

・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」（平成 27 年６月５日老発 0605 第５

号厚生労働省老健局長通知）において整理されている留意事項を参照すること。 

としている。 

対象者の弾力化を行っている又は行う予定のある市町村においては、今一度以下を参照

の上、「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」において整理されて

いる留意事項を踏まえた適切な事業運営を行っていただくことを通じて、継続利用要介護

者ご本人の希望を踏まえ、安心して地域とのつながりを継続できる体制の構築に努めてい

ただくとともに、都道府県においては、管内市町村が上記体制の構築のために必要な対応

を行うことができるよう、助言等を行っていただくようお願いする。 

 

12



 

 

 

13



 

 

 

 

14



５．介護サービス情報公表制度について 

（１）介護サービス情報の正確性の確保について 

  ① 調査事務の実施状況について 

介護保険制度は様々な事業主体の参入を認め、利用者による適切な選択により

サービスの質を確保する仕組みであり、各事業者が提供する介護サービスの内容

や質に関する客観的かつ適切な情報を利用者に対し提供するため、介護保険法に

基づく介護サービス情報公表制度を設けている。 

こうした制度趣旨を踏まえると、介護サービス情報公表制度において提供され

る情報は、その正確性が求められるが、公表データの更新が遅れているものが相

当程度あることなどから、令和３年６月４日に開催された「行政事業レビュー（公

開プロセス）」において、「介護サービス情報の公表制度が、利用者による事業者

の適切な評価・選択に資するものであることに鑑み、全ての自治体において適切

に情報の更新が行われるような方策を検討すべき」との意見が示されたところで

ある。 

このため、都道府県・指定都市におかれては、報告を受けた情報について、介

護保険事業費補助金（介護サービス情報の公表制度支援事業）を活用して調査事

務を行うことや、実地指導を行う監査部門等と連携して実施するなど、調査を実

施していただいたうえで公表を行っていただくようお願いする。 

また、新型コロナウイルス感染症の動向を踏まえ、「「介護サービス情報の公表」

制度の施行について」（平成 18 年３月 31 日認知症施策・地域介護推進課長通知）

において、面接調査以外の方法により適正な調査が実施できると判断した場合に

は、オンラインによる実施も可能であることを通知しているので柔軟なご対応を

お願いする。 

 

② 公表データの適切な管理について 

   前述した「行政事業レビュー（公開プロセス）」での「適切に情報の更新が行わ

れるような方策を検討すべき」との意見を受け、令和３年度の課長会議において、

都道府県ごとの令和４年２月 10 日時点の介護サービス情報公表制度で公表され

ている情報の更新情報をお示しし、「該当の事業所に対して報告の督促を行う、廃

止された事業所や公表対象外となった事業所については削除・非公表の処理をす

るなどの対応を行い、適切な情報の公表に努めていただく」ことにより情報の正

確性を高めていただくようお願いしたところである。 

しかしながら、令和５年１月 30 日時点の状況（参考資料 17 ページ参照）にお

いても、最終公表日が２年度以前である割合が全国で 12％（令和４年２月 10 日

現在でも 12％）と、昨年度から更新が進んでいない状況にあるため、引き続き、

適切な情報の公表に努めていただくようお願いする。 

また、詳細に最終公表年度を見ると、指定の更新期間である６年以上前の情報

が全体の約３％（都道府県・指定都市ごとに見ると最大は約 44％。10％以上が５

ヶ所）存在している。このことは、公表されている介護サービスの運営状況（人
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員体制、介護報酬の加算の算定状況等）が現在の指定の効力や介護保険制度の内

容と乖離した情報であることを意味しており、利用者の適切な選択に資するもの

とは言いがたいと考えられ、こうした情報が今なお公表されている都道府県・指

定都市におかれては、特に計画的な調査の実施等の適切な対応をお願いしたい。 

なお、こうした公表年度が相当程度以前である情報など、利用者の適切な選択

に資さない情報については、現行の「介護情報サービス情報公表システム」につ

いて、利用者から一部の情報を閲覧できないようにするための改修を行うことも

検討していることを申し添える。 

   

③ 介護保険事業費補助金（介護サービス情報の公表制度支援事業）について 

都道府県・指定都市における介護サービス情報公表制度の運営の円滑化を支援

する観点から、介護サービス情報の公表制度支援事業により、都道府県・指定都

市が必要と認める調査の実施等に要する経費を補助している。 

令和４年度において、本事業の補助額については、「行政事業レビュー（公開プ

ロセス）」の意見を踏まえ、都道府県・指定都市ごとに公表されている情報のうち、

公表時点が２年度以上前である情報の割合が高い一部の都道府県・指定都市につ

いては減額査定を行った上で内示を行ったところ。 

令和５年度についても同様の考え方で予算の範囲内で内示を行う予定としてい

るが、公表年度が相当程度以前である情報を更新するため、令和５年度において、

該当事業所に対する調査事務を短期間で集中的に行うことを想定している都道府

県・指定都市に対する配慮なども検討しているので、都道府県・指定都市におか

れては、現在の公表状況を踏まえた適切な対応をお願いしたい。 

 

  ④ 「介護サービス情報の公表」制度 解説ブックについて 

    令和３年度老人保健健康増進等事業において、「『介護サービスの情報公表制度』

における調査事務の適切な実施のあり方に関する調査研究事業」（実施主体：一般

社団法人シルバーサービス振興会）を実施し、その成果物として「『介護サービス

情報の公表』制度 解説ブック」（全４冊）が取りまとめられた。 

 これは、最新の介護保険制度の内容に準拠した調査事務の際の調査員の参照用

資料や調査員養成研修の標準的なテキストとしての活用を想定しており、一般書

籍として販売されている。 

 各自治体における本書籍の購入にかかる費用の全部又は一部は、介護保険事業

費補助金（介護サービス情報の公表制度支援事業分）の対象（※）とすることが

可能であることを申し添える。 

※本書籍の活用の趣旨にもよるが、介護サービス情報の公表制度支援事業実施

要綱の３（１）調査事務や（３）研修等事業に係る支出に該当。 

 

（２）介護サービス情報公表システムについて 

① 令和４年度補正予算による改修内容について 

  介護サービス情報公表システムについて、前述した「行政事業レビュー（公開
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プロセス）」の結果において、「公表項目について、新たに行う調査研究事業を踏

まえ、利用者等のニーズに適したものが設定されているか検証を行うべきである」

とされたことを受け、令和３年度老人保健健康増進等事業で利用者へのニーズ調

査を実施した。その結果を踏まえ、令和４年度第二次補正予算において利用者が

使いやすいユーザーインターフェースへの改善（「事業所の特色」への項目追加や、

事業所情報をコンパクトに閲覧可能とする「概要」ページの作成等）に係る改修

のための予算を計上し、令和５年度中に改修を実施予定であるため活用いただき

たい。 

 

② 行政区の変更等が予定されている市町村の事前情報提供について 

  介護サービス情報公表システムは、市町村変更（市町村名変更、市町村合併、

政令指定都市への移行、行政区の変更等）に伴い、システムの検索項目の市区町

村名や市町村コードを変更する必要があり、当該変更においては国において予算

を確保する必要があるため、従前より「都道府県（公表センター・調査機関）向

け操作マニュアル」で市町村変更が予定されているときは事前に当課までお知ら

せいただくようお願いしていたところである。 

都道府県におかれては、引き続き、管内の市町村において、市町村変更が予定

されている場合は、予定段階であっても差し支えないので前広に当課までお知ら

せいただくようお願いしたい。また、前述のマニュアルについて、市町村変更の

内容を当課までお知らせいただく時期を市町村変更の施行予定日の前々年度末ま

でとする改訂を追って行う予定としているので、ご了知願いたい。 
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６．財務状況等の見える化について 

（１）介護サービス事業者の経営情報の報告 

介護分野における効率的かつ持続可能な介護サービス提供体制の構築のための検討や、

物価上昇や災害、新興感染症等に当たっての経営影響を踏まえた支援策の検討、介護従事

者等の実態を踏まえた処遇の適正化に向けた検討、介護報酬に関する基礎資料である介護

事業経営実態調査の補完等に活用するという観点から、介護サービス事業者の経営情報を

収集・把握し、費用の見える化を進めることは重要である。このため、介護サービス事業

者の経営状況を詳細に把握・分析し、介護保険制度に係る施策の検討等に活用できるよ

う、介護サービス事業者に対して、詳細な経営情報の報告を求めることとするとともに、

国で当該情報に関するデータベースを整備する予定であり、これらの介護保険法に関する

改正内容を盛り込んだ「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保

険法等の一部を改正する法律案」を今国会に提出したところである。 

法案が成立した場合には、本データベースの運用開始は令和６年度の見込みである。デ

ータベースの情報については、個別の事業所ごとの経営情報を公表するのではなく、属性

等に応じてグルーピングした、個々の事業所が特定されない形での分析結果を公表する予

定としている。なお、このデータベースの整備に当たっては、医療分野と同様、任意の報

告項目（職種ごとの給与費の合計額等）についても継続的に把握できるよう、データの提

出が促進される運用などについても検討していく予定である。 

介護サービス事業者の会計処理については、これまで、「指定居宅サービス等の事業の

人員、設備及び運営に関する基準」（平成 11 年厚生省令第 37 号）等により、事業所ごと

に経理を区分することとされ、指定を受けた介護事業とその他の事業の会計を区分しなけ

ればならないこととされているほか、「介護保険の給付対象事業における会計の区分につ

いて」（平成 13 年老振発第 18 号厚生労働省老健局振興課長通知）において、介護保険の

給付対象事業に係る会計経理について法人等の事務負担にも配慮した具体的な会計処理

（事業ごとに区分が必要となる科目の按分方法等）を示しているところ。介護サービス事

業者からの報告に係る事務の負担軽減の観点からは、これらの取扱いに加え、介護保険部

会の意見書においても「介護サービス事業者の事務負担等に十分に配慮する必要がある」

とされたことを踏まえ、関係者の事務負担等に配慮しながら、今後具体的な検討を進めて

いくので、御承知おき願いたい。 

 

（２）介護サービス情報公表制度における財務状況等の公表 

介護サービス情報公表制度については、利用者の選択に資する情報提供という観点から、

社会福祉法人や障害福祉サービス事業所が法令の規定により事業所等の財務状況を公表す

ることとされていることを踏まえて、介護サービス事業者についても同様に財務状況を公

表することとしている。また、各施設・事業所の従事者の情報について、現行においても

職種別の従事者の数や従事者の経験年数等が公表されていることも踏まえ、一人当たりの

賃金等を公表対象に追加することも検討している。その際は、設置主体や給与体系等の違

いに配慮することや、公表する情報に関係する個人が特定されることがないよう配慮した

仕組みを併せて検討することとしている。 

これらの公表内容の追加についても、今後省令改正等に向けて必要な対応を進めていく

ので、御承知おき願いたい。 
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７．介護支援専門員の資質向上等について 

（１）介護支援専門員の法定研修等 

介護支援専門員の資質向上を図るための取組については、実務研修や更新研修等の法定

研修が各都道府県において実施されているほか、初任段階の介護支援専門員に対する同行

支援など、各地域において介護支援専門員の資質向上を支援する取組が行われている。 

2015 年度（平成 27 年度）から、地域医療介護総合確保基金の介護従事者の確保に関す

る事業における「多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業」として資

質向上の取組を支援してきたところであるが、来年度においても、引き続き同事業におい

て実施することを予定しているので、各都道府県におかれては、管内市町村等関係者に対

して改めて周知願いたい。（資料 1） 

また、介護支援専門員に係る法定研修については、都道府県間で研修の受講者負担に差

があるため、各都道府県におかれては、受講者の負担軽減の観点から、基金の更なる積極

的な活用により、受講者負担に十分ご配慮の上実施していただくようお願いする。（資料

2） 

また、法定研修のカリキュラムについて見直しを行い 2023 年度（令和６年度）から適

用することとしている。令和５年２月 17 日に「厚生労働大臣が定める介護支援専門員等

に係る研修の基準及び介護保険法施行令第三十七条の十五第二項に規定する厚生労働大臣

が定める基準の一部を改正する告示」（令和５年厚生労働省告示第 35 号）により必要な

告示改正を行ったところであり、ガイドライン等についても近日中にお示しする予定であ

るのでご承知おき願いたい。（資料 3） 
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（２）居宅介護支援事業所の管理者要件の見直し 

2018 年度（平成 30 年度）介護報酬改定において、居宅介護支援事業所については、事業

所内の業務管理や人材育成の取組を促進することで各事業所におけるケアマネジメントの

質を高める観点から、2018 年度より、管理者を主任介護支援専門員とする人員基準の見直

しを行うとともに、その準備期間として３年間（2020 年度まで）の経過措置を設けたとこ

ろ。その際の審議報告（社会保障審議会介護給付費分科会平成 29 年 12 月 18 日）におい

て、「居宅介護支援事業所の管理者要件の見直しについては、人材確保の状況について検

証するべきである」とされた。 

その後、社会保障審議会介護給付費分科会において、居宅介護支援事業所の管理者要件

等に関する基本的な考え方が取りまとめられ、経過措置期限を一部延長し、令和３年３月

31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者の事業所は、当該者が管理者である限り、

管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和９年３月 31 日まで猶予することと

された。なお、令和３年４月１日以降に新たに管理者となる者に対しては、更なる経過措

置は適用されず、同日以降に新たに管理者になる者は、いずれの事業所であっても主任介

護支援専門員であることが求められることとなる。（資料 4） 

各都道府県におかれては、その見直しの内容について改めて御了知いただくとともに、

令和２年６月５日に指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅

サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改

正する省令（令和２年厚生労働省令第 113 号。以下「改正省令」という。）が公布されて

いるため、改めて、改正省令の趣旨及び内容を管内市町村や居宅介護支援事業者等に対し

て周知いただくよう協力をお願いする。（資料 5） 

また、経過措置が適用されている者に対しては、管内市町村と状況の共有や連携を図り、

主任介護支援専門員研修の受講を推進するなど、きめ細やかな対応をお願いする。 

なお、各居宅介護支援事業所における主任介護支援専門員の配置状況等を把握するた

め、「居宅介護支援および介護予防支援における令和３年度介護報酬改定の影響に関する

調査研究事業」（令和４年度老人保健健康増進等事業）において「管理者要件等に関する

調査」を実施しているところであり、その結果については、事業終了後に各都道府県等に

周知する予定であるのでご承知おき願いたい。 
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（３）研修を受講しやすい環境の整備（地域医療介護総合確保基金、通信学習の積極的活

用、介護支援専門員研修等オンライン化等事業 等） 

主任介護支援専門員研修を含む介護支援専門員関連の法定研修については、地域医療介

護総合確保基金において、研修を実施するために必要な経費を支援することで受講者の負

担軽減につなげるメニューを設けている。各都道府県におかれては、受講者の負担軽減の

観点から、そのメニューの更なる積極的な活用により受講希望者の受講機会の確保に努め

ていただくとともに、研修開催日程や開催期間、定員等の設定に当たっては、管内の受講

希望者数を把握しつつ、選択的な受講が可能となるよう各講義を個別開催とする等、現任

の介護支援専門員として事業所に従事している者が受講しやすくする工夫をお願いする。

（資料 6） 

さらに、介護現場の人材確保の観点からも、在宅での研修の受講を含め研修を受けやす

い環境を推進することは急務と考えている。このため、研修の講義の一部又は全部を通信

学習により実施することを可能としており、例えばｅ-ラーニングによる通信学習を積極的

に活用することや、研修申込から修了証発行までのプロセスをオンラインで完結できるよ

うにするなど、都道府県の実情も踏まえつつ適切な対応をお願いする。 

研修のオンライン化を推進するため、厚生労働省では令和２年度の介護支援専門員研修

等オンライン化等事業において、通信教材の作成や演習を含めてオンラインでの実施を可

能とする環境を整備し、その内容等は、全国担当者会議や事務連絡等で適時にお知らせし

てきたところである。各都道府県におかれては、改めて、研修実施機関や研修向上委員会

と十分な連携を図りつつ、今後の介護支援専門員の実務研修等の通信学習の実施において

は、当該事業の成果物の積極的な活用をお願いする。令和４年度介護支援専門員研修オン

ライン化等運用事業終了後、改めて成果物に係る取扱いなどについてのお知らせを予定し

ているため、併せてご承知おき願いたい。 

また、令和５年度予算案においても「介護支援専門員研修オンライン化等促進事業」と

して必要経費を計上しているところであり、令和 6 年度から適用予定の新たな法定研修カ

リキュラムの内容を反映した最新の教材等を開発し、提供する予定である。 

なお、全国担当者会議等でもお知らせしているとおり、本事業を活用したオンライン研

修の実施に係る費用については、都道府県においても一部負担していただく必要があるた

めご留意願いたい。令和６年度以降については、法定研修の実施主体である各都道府県に

おいてオンライン研修の促進を図っていただくため、必要な予算の確保等ご準備を進めて

いただくようお願いする。 
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（４）適切なケアマネジメント手法の策定の取組について 

令和４年 12 月にとりまとめられた社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度の見直

しに関する意見」において、「ケアマネジメントに求められる役割、ＩＣＴやデータの利

活用に係る環境変化、意思決定支援等の重要性の増加等を踏まえ、ケアマネジメントの質

の向上及び人材確保の観点から、第９期介護保険事業計画期間を通じて、包括的な方策を

検討する必要がある」とされており、ケアマネジメントの質の向上に向けた取組を一層進

めることが求められている。 

この取組に関して、ニッポン一億総活躍プラン（平成 28 年６月２日閣議決定）におい

て、介護の重度化防止と自立支援の推進を目的として、10 年間の工程（2016 年～2026

年）で「適切なケアマネジメント手法の策定」を行うこととされ、これまで累次の調査研

究事業で取り組んできた。 

各都道府県には、標記事業に係る「手引き」や過年度の報告書、解説動画、委員のイン

タビュー動画（YouTube）の周知、これらの動画等を積極的に活用した管内の居宅介護支

援事業者等との研修会や事例検討会の実施など、特段のご配意とご協力をいただいており

感謝申し上げる。厚生労働省では、来年度以降も引き続き、その普及を図る必要があると

考えており、各都道府県におかれては、その内容について改めて御了知いただくととも

に、今後、適時に情報提供させていただく内容を管内市町村や居宅介護支援事業者等に対

して周知いただくよう協力をお願いする。（資料 7） 

なお、現在、「適切なケアマネジメント手法の策定、普及推進に向けた調査研究事業

（令和４年度老人保健健康増進等事業）」（（株）日本総合研究所実施）に取り組んでい

るが、当該事業において、全国の自治体、職能団体等にご協力いただき、実証的な観点か

ら実践研修を継続的に実施したところ。また、適切なケアマネジメント手法の活用促進の

ための方策の検討や、課題分析標準項目の見直しに係る検討も実施しており、今後、その

結果を踏まえた成果物を作成し、事業終了後、各都道府県、関係団体等に周知する予定で

あるのでご承知おき願いたい。 

 

31



 

 

 

• 自立支援と介護の重度化防止を推進するため、介護記録のICT化を通じた業務の分析・標準化を
進める。これにより、適切なケアマネジメント手法の普及を図るとともに、要介護度の維持・改善の効
果を上げた事業所への介護報酬等の対応も含め、適切な評価の在り方について検討する。

希望する介護サービスの利用（介護基盤の供給）

① 高齢者の利用ニーズに対応した介護サービス基盤の確保

一億総活躍社会とは、
女性も男性も、お年寄りも若者も、一度失敗を経験した方も、障害や難病のある方も、

家庭で、職場で、地域で、あらゆる場で、誰もが活躍できる、いわば全員参加型の社会である。

介護離職
ゼロの実現

2016
年度

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度
以降

指標

適切なケアマネジ
メント手法の策定

標準化に向
けた分析手
法の検討

分析、適切なケアマネ
ジメント手法の策定

適切なケアマネジメント手法の検証・見直し、
適切なケアマネジメント手法を踏まえたケア
マネジメントの実施

年度

施策

2016年～2026年

≪参考≫ニッポン一億総活躍プランの概要
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＜アプローチの基本的な方向性＞
ケアマネジャーが取り扱う課題は、本来生活全般が対象であるが、範囲が膨大であることから「一定の条件を定め」、
そこをまずは起点としてアプローチをした。

１．ケアマネジメントの標準化（共有化）についての概念整理を行う
２．一定の条件を定めそれを基にエビデンスのある「想定される支援内容」を整理する。
３．それらを理解し分析可能とする為に介護支援専門員が備えておくべき基本知識を整理する。

本事業の概要 本事業の具体的な手法、取組等

＜具体的な取り組み＞
ケアマネジメントは広く生活上の課題を取り扱うが、まずは単なる経験
知に基づくだけでなくエビデンスが明確なことを一定条件とし、『疾患』に
着目し、「想定される支援内容」を検討した。
※ 「疾患選定」の考え方
○ 地域連携クリティカルパスが普及していること
○ 医療の領域におけるガイドラインがあること
○ 要介護認定の原因疾患として占める割合が大きいこと、又は患者数
の多い疾患
＜『疾患』に着目したケアマネジメント標準化の検討手順＞

〇 実務者を中心に構成されるワーキング・グループでの検討、有識

者で構成される委員会での検討を踏まえ、ケアマネジメントの標準

化項目の検討案を作成。

〇 全国の介護支援専門員を対象に、各自の担当事例を持参して

もらい、「検討案」を活用しながら、ケアマネジメントプロセスを振り返

る「実証検証」を実施。

〇 検証結果をもとに、ワーキング・グループおよび委員会での検討

を経て「疾患別のケア」のガイドラインを成案化。

＜本事業で標準化（共有化）されたガイドラ
インの主な内容＞

〇 最低限押さえておくべき知識の共有（確認）
・ 基本ケア（高齢者の生理・心理）
・ 疾患特性に留意したケア

〇 自立支援に資する為にエビデンスに基づく
最低限検討すべき想定される支援内容

〇 想定される支援内容を導き出す（確認）為
に必要なケアマネジャー及び他職種が共有
すべきアセスメント項目、モニタリング項目
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（５）第 26 回介護支援専門員実務研修受講試験の実施について 

第 26 回介護支援専門員実務研修受講試験については、本年の 10 月８日（日）を予定し

ている（正式には別途通知する予定）。 

各都道府県においては、会場確保等の所要の準備を進められるとともに、本試験の実施

にあたっては、「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」（平成 18 年５月 22

日老発第 0522001 号厚生労働省老健局長通知）及び資料 8のスケジュール（案）に基づき、

適切な実施をお願いしたい。なお、台風の影響等を踏まえ、試験日の直前に調整を行う場

合がある。 

また、令和６年度の試験日程（予定）については、近日中に事務連絡で周知する予定で

あるが、現在、内閣官房行政改革推進本部より、マークシート方式で行う各試験の合格発

表までの期間短縮の検討が求められていること等を踏まえた調整を行うのでご承知置き願

いたい。 
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（６）家族介護者への支援 

介護支援専門員が利用者のケアプランを作成するに当たっては、その家族の状況につい

てもアセスメントを行い、支援を必要とする家族等がいる場合には適切に対応する必要が

ある。 

家族が就労している場合の視点について、介護支援専門員が学習する機会を確保するた

め、後述の「仕事と介護の両立支援カリキュラム」を活用した研修の開催等を検討された

い。 

ヤングケアラーに対する支援については「ヤングケアラーの支援に向けた取組への御協

力について（依頼）」（令和４年９月 20 日付け事務連絡）により関連施策の周知を行った

ところであるが、引き続き「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル」

等について周知いただき、ヤングケアラーを早期に発見し支援につなげるため、本マニュ

アルをご活用いただくようお願いする。 

また、現在、子ども家庭局において「ヤングケアラーの支援に係るアセスメントシート

の在り方に関する調査研究」（令和４年度子ども・子育て支援推進調査研究事業）を実施

しており、支援が必要なヤングケアラーの早期発見・介入につなげるためのアセスメント

シートの在り方を検討している。その成果物については、事業終了後に周知する予定であ

るため、ご承知おき願いたい。 

なお、（１）でお知らせした介護支援専門員法定研修の見直しにおいて、仕事と介護の

両立支援やヤングケアラーに関する内容も盛り込まれる予定であるため、遺漏なきよう取

り組まれたい。 
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（７）精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修等 

高齢の精神障害者の地域移行に関しては、介護保険による対応が必要となる場合も多い

ことから、介護支援専門員を中心とした介護保険サービスの提供側の「精神障害者を支援

するためのノウハウ・知見」の習得が不可欠であるが、必ずしも十分ではないとの指摘が

ある。 

これまで、厚生労働省障害保健福祉部では、都道府県地域生活支援事業の任意事業にお

いて「精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修事業」のメニューを設け、各都道

府県が障害福祉サービスに携わる者に限らず、介護支援専門員等の介護サービスに携わる

者が参加することも可能な研修を実施できる仕組みを講じている。 

また、平成 30 年度においては、これまで以上に介護支援専門員等が精神障害者への理解

や関係機関との連携を促進させるために実効性の高い研修とする観点から、一般社団法人

日本介護支援専門員協会に「精神障害者の地域生活支援に係る、介護支援専門員・介護福

祉士等の研修ニーズに関する調査」を実施していただき、その調査結果を踏まえ、令和元

年６月に障害保健福祉部において当該研修の見直しを行ったところ。 

各都道府県におかれては、介護保険担当部局と障害福祉担当部局ともにその見直しの内

容について改めて御了知いただくとともに、管内市町村や居宅介護支援事業者等に対して

周知いただくなど、介護支援専門員等の介護サービスに携わる者の積極的な受講促進に協

力をお願いする。（資料 9） 

また、高齢障害者の介護保険移行においては、相談支援専門員と介護支援専門員の緊密

な連携が必要であることから、平成 30 年度介護報酬改定において、障害福祉制度における

特定相談支援事業者との連携に努める必要がある旨を明確化したところであるが、その内

容について改めて御了知いただくとともに、連携にあたってのポイントや取組事例等とし

て、平成 29 年度、令和元年度の老人保健健康増進等事業の結果について、管内市町村や居

宅介護支援事業者等に対して周知いただくよう協力をお願いする。（資料 10、資料 11） 

なお、令和６年４月に施行予定の新たな法定研修カリキュラムのガイドラインにおいて、

当該内容についても盛り込まれる予定であるため、併せてご承知おき願いたい。 
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（別紙）精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修カリキュラム①

［１日目］

［２日目］

科目名 時間数
内容

講義 180分

１ 精神障害者の障害者の特
性の総論的理解

40分 ○ 精神障害者の定義
○ 精神障害者の特性の理解

２ 障害特性の理解と具体的な
対応①

80分
○ 障害特性の理解及び具体
的な支援方法
（統合失調症・気分障害）

３ 演習Ａ（グループワーク） 60分
○ 障害特性の理解と想定
○ 想定場面での対応方法及
び援助技術①

科目名 時間数
内容

講義 360分

４ 当事者の想いを理解 60分 ○精神障害者の理解

５ 障害特性の理解と具体的
な対応②

120分
○ 障害特性の理解及び具体
的な支援の仕方
（老齢期・依存症・発達障害）

６ 演習Ｂ（グループワーク） 60分
○ 障害特性の理解と想定
○ 想定場面での対応方法及
び援助技術②

７ 社会資源と連携、家族支援 60分
○ 関係機関との連携方法
○ 精神障害を取り巻く社会
資源の理解
○ 家族支援の理解

８ 演習Ｃ（グループワーク） 60分 ○ 効果的な支援のための関
係機関との連携方法

※ 公益社団法人日本精神保健福祉士協会において、「精神障害者支援の障害特性と支
援技法を学ぶ研修テキスト」を作成。

○標準的なカリキュラムは、２種類作成し、ニーズに応じた研修を実施。

カリキュラム例① （１．５日（1日半）研修（540分） ※平成29年から カリキュラム例② （１．５日（1日半）研修（480分） ※令和元年から

［１日目］

科目名 時間数
内容

講義 360分

１ 演習（グループワーク） 30分 ○ 研修目標設定

２ 精神保健福祉法、関連法令、
関連制度等の歴史的背景

60分 ○ 精神保健医療福祉施策の
変遷と動向の理解

３ 地域共生社会の実現と障害
者総合支援法の理解

60分
○ 地域共生社会の理念の理
解
○ 障害保健福祉施策とその
関連制度の理解

４ 精神疾患の理解 90分
○ 精神疾患の理解
○ 精神保健医療福祉分野の
相談支援機関の理解

５ 精神疾患、精神障害の特性
と支援方法の理解

90分

○ 症状に合わせた支援方法
の習得
○ 接遇やコミュニケーション
技法など技術の習得
○ 多職種連携の具体的事例
の理解

６ 演習（グループワーク） 30分 ○ 研修振り返り及び意見交
換

科目名 時間数
内容

講義 120分

７ 演習（事例検討） 90分 ○ 精神障害者の地域移行支
援等事例の検討

８ 演習（グループワーク） 30分 ○ 研修振り返り及び意見交
換

［２日目］

※ 一般社団法人日本介護支援専門員協会において、「精神障害者の地域生活支援に
係る、介護支援専門員・介護福祉士等の研修ニーズに関する調査報告書」を作成。
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（別紙）精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修カリキュラム②

科目名 時間数
内容

講義 210分

１ 実践実習 180分 ○ 実習機関による精神障害者の支援実践実習

２ 演習（グループワーク） 30分 ○ 実践実習振り返り及び意見交換

※ 一般社団法人日本介護支援専門員協会において、「精神障害者の地域生活支援に係る、介護支援専門員・介護福祉士等の研修ニーズに関す
る調査報告書」を作成。

○講義形式のカリキュラムに加え、実習・演習形式のカリキュラムを実施することも可能。

カリキュラム例 実践実習（210分） ※令和元年から
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（８）仕事と介護の両立支援カリキュラム策定展開事業 

介護離職ゼロに向けた取組として、令和元年の規制改革実施計画において、「介護支援

専門員が、就労している家族の勤務実態も踏まえてケアプランを作成できるよう、セミナ

ーの開催等を通じて情報提供や支援を行う」旨が閣議決定された。これを受け、令和２年

度、雇用環境・均等局職業生活両立課において、介護支援専門員が仕事と介護の両立支援

について学べるよう、研修カリキュラムを策定し、各自治体で実施する介護支援専門員を

対象とした家族介護者支援の任意の研修等にご活用いただくために、同年度中に都道府県、

市町村へ配布したところである。また、令和３年度に引き続き、令和４年度においても研

修カリキュラムの全国的な普及展開を図ることを目的として、各自治体等で実施する介護

支援専門員等を対象とした家族介護者支援の任意の研修等を実施したところであるが、そ

の実施の結果については、事業終了後、各都道府県、関係団体等に周知する予定であるの

でご承知おき願いたい。 

また、令和６年４月に施行予定の新たな法定研修カリキュラムのガイドラインにおいて、

当該内容についても盛り込まれる予定であるため、併せてご承知おき願いたい。（資料 12） 
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（９）ケアプラン点検について 

ケアプラン点検は、ケアプランがケアマネジメントプロセスを踏まえ「自立支援」に資

する適切なケアプランとなっているか、基本的な事項を介護支援専門員とともに検証確認

しながら、介護支援専門員の「気づき」を促すとともに「自立支援に資するケアマネジメ

ント」とは何かを追求し、その普遍化を図り適切な給付の実施を支援するため、各市町村

において取り組んでいただいている。点検については、各市町村の体制や負担、また、点

検の担当者の資質によって対応にばらつきが生じている等の課題があると認識しており、

令和３年度の「ＡＩを活用した効果的・効率的なケアプラン点検の方策に関する調査研究

事業」（（株）ＮＴＴデータ経営研究所実施）において、「ケアプラン点検全国実態調

査」を実施し、その結果について周知したところである。 

今年度の当該事業においては、「ケアプラン点検支援マニュアル」の見直しに係る検討

を行い、マニュアルの骨子案や点検項目の整理、ケアプラン点検支援ツールの開発等を行

ったところであり、その成果物等については、事業終了後に周知する予定であるためご承

知おき願いたい。 
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（10）社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度利活用について 

国家資格等におけるマイナンバー制度の利活用については、「経済財政運営と改革の基

本方針 2020」及び「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」に

おいて、各種免許・国家資格、教育等におけるマイナンバー制度の利活用を検討し、必要

に応じて共通機能をクラウド上に構築することとされている。 

これを受け、厚生労働省において、介護支援専門員を含む社会保障に係る 31 資格を対象

に、有識者による「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度利活用に関する検討会」

で具体的な検討が行われ、令和３年１月８日に報告書のとりまとめが行われた。（資料 13） 

マイナンバー制度の利活用によって、 

 ・住民基本台帳ネットワークシステム及びマイナンバーによる情報連携を行うことで、

各種届出時に求められていた、戸籍抄（謄）本や住民票の写しの添付を省略 

 ・マイナンバーカードの電子証明書を活用した、各種届出のオンライン化 

 ・変更の届出や死亡届の申請漏れを防ぐ 

 ・マイナポータルを活用した、資格保有者から第三者への資格保有の証明、提示 

等の効果が期待されている。 

デジタル庁においては、資格管理者等が共同利用できる資格情報連携等に関するシステ

ム（国家資格等情報連携・活用システム）の開発・構築が始まっており、令和６年度を目

途に運用を開始する予定とされている。 

これに伴い、各都道府県においては、介護支援専門員資格の登録や変更等の手続きにお

ける事務フロー（申請・審査・登録等）及びデータ管理の現状を把握し、国家資格等情報

連携・活用システムの導入に向けて事務の整理・見直しを行う必要がある。また、各都道

府県の状況に応じて、都道府県独自のシステム・Excel 等の改修・統廃合や、条例・規則の

整備、予算措置等に向けた準備を進める必要がある。なお、厚生労働省においては、同シ

ステムと既存システム（介護保険事業者及び介護支援専門員管理システム）を情報連携さ

せるためのシステム改修を令和５年度に予定している。 

以上の検討のため、各都道府県には各種調査への回答を複数ご依頼してきており、これ

までのご協力に御礼申し上げるとともに、検討の具体化のため引き続きのご協力をお願い

申し上げる。また、令和６年度からの新たな事務運用が円滑に導入されるよう、早期に関

係部署との調整を始めるようお願いしたい。 

国家資格等情報連携・活用システムについて、今後も引き続き情報提供をしていく予定

であり、ご不明な点がある場合は担当まで随時ご連絡いただきたい。また、マイナポータ

ルの活用といった介護支援専門員本人に影響のある情報に関しては、必要に応じて、管内

の居宅介護支援事業者等に対して周知いただきたい。 
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社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度利活用に関する検討会 経緯②
◎社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度利活用の必要性
社会保障に係る資格の諸手続に関しては、現在、紙処理のため、以下のような課題がある。
免許申請時、紙媒体での申請（添付書類含む）が求められる
免許情報の登録事項変更時、紙媒体での申請（添付書類含む）が求められる
資格保有者が死亡時、家族等が本人の戸籍抄（謄）本を取り寄せた上で、死亡届を提出する必要がある
手続の煩雑さからか、必要な手続（変更の届出や死亡届）が履行されていない場合がある
就職時等、資格証明を行う場合、免許証等の原本等の提出が求められる

◎マイナンバー制度の利活用によって期待できる事項

住民基本台帳ネットワークシステム及びマイナンバーによる情報連携を行うことで、各種届出時に求め
られていた、戸籍抄（謄）本や住民票の写しの添付を省略（論点１）
マイナンバーカードの電子証明書を活用した、各種届出のオンライン化（論点１）
変更の届出や死亡届の申請漏れを防ぐ（論点１）
マイナポータルを活用した、資格保有者から第三者への資格保有の証明、提示（論点２）
マイナポータルを活用した就業支援情報の提供等（論点３）

◎検討の対象とする資格について
マイナンバー制度が、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤であること

を踏まえ、対象資格については、社会保障の給付に関わるサービスの提供や給付の調整・手続に関わる資格とし、
以下の31資格を対象とする。

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、
義肢装具士、言語聴覚士、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、救急救命士、介護福祉士、社会福祉士、精
神保健福祉士、公認心理師、管理栄養士、栄養士、保育士、介護支援専門員、社会保険労務士
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（11）「個別避難計画」作成に係る介護支援専門員の参画等について 

   災害が発生した場合でも、利用者が継続的に必要な介護サービスを利用できる体制を

構築する観点から、防災・減災対策の推進は極めて重要である。 

 令和３年５月 20 日に災害対策基本法等の一部を改正する法律（令和３年法律第 30 

号）が施行され、避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難を図る観点から、個別避難計

画の作成が市町村の努力義務とされた。本改正を受け「避難行動要支援者の避難行動支

援に関する取組指針（平成 25 年８月）」（以下「取組指針」という。）が同日に改定

された。介護支援専門員等は、利用者の状態や置かれている環境などを把握しているこ

となどから、取組指針において、市町村による個別避難計画の作成等にあたり、介護支

援専門員等の福祉専門職の参画が重要とされている。 

また、令和３年度介護報酬改定においては、感染症や災害が発生した場合であって

も、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サ

ービス事業者を対象に、業務継続計画(BCP)の策定等が、３年間の経過措置を設けた上

で義務づけられた。このため、平時から市町村の防災部局等関係者とも連携して災害発

生時の避難先など利用者情報を予め把握することなどにより、利用者へのサービス継続

に向けた取組を推進していくことが重要であり、取組指針でもその旨記載されている。 

以上を踏まえ、内閣府参事官及び当課の連名で下記をお示ししており、都道府県にお

かれては再度ご確認の上、管下市町村及び関係団体に対して、周知・助言等を行ってい

ただきたい。 

① 各都道府県・市町村あて、「個別避難計画作成等への支援策等について（周知）」

（令和３年６月 22 日内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）厚生

労働省老健局認知症施策・地域介護推進課ほか連名事務連絡）を発出し、 

・消防防災主管部局や保健・医療など関係部局と連携の下、個別避難計画の取組の検

討及び実施準備に協力をいただけるよう依頼するとともに 

・令和３年度より、個別避難計画の作成に係る福祉専門職の参画に対する報酬等の経

費として一人あたり７千円程度を要するものと想定し、新たに地方交付税措置が講

じられていることをお示ししている。 

② 市町村による避難支援について居宅介護支援事業所との一層の連携が図られるよ

う、一般社団法人 日本介護支援専門員協会あてに、「避難行動要支援者の避難行動

支援に関する取組指針等を踏まえた業務継続に向けた取組等のさらなる推進につい

て」（令和３年７月６日内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）厚

生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課連名事務連絡）において、平時及び災害

発生時における具体的な取組を周知している。 
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○ 居宅介護支援事業所・団体においては市町村と以下のような連携が考えられる。
・ 個別避難計画の作成について、福祉専門職として参画。
・ BCPのなかで、災害時の利用者に対する安否確認のため、一覧表を作成する際に、個別避難計画の情報を活用。
・ BCPに基づき、訓練を実施する際に、市町村の実施する防災訓練と連携。
・ 災害発生時の利用者への安否確認、サービス調整について、市町村等による避難所の運営や在宅の避難行動要支援者への安否確認と連携。
さらに、自事業所の利用者以外への支援も考えられる。

※令和３年７月６日付け事務連絡（一般社団法人日本介護支援専門員協会あて内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難担当）・厚生労働省
老健局認知症施策・地域介護推進課連名）参照

居宅介護支援事業所（介護保険法） 市町村（災害対策基本法）

○ BCPを作成【Ｒ３より義務（経過措置あり）】

・ 安否確認については、安否確認方法の検討や緊急連絡先を含
む一覧表を作成

・ 地域の避難方法や避難所に関する情報に留意し、災害時の安
否確認やサービス調整等が円滑に対応できるよう、地域の事業
所や関係機関と事前に、検討・調整

・ 建物の安全対策等、研修・訓練の実施、
定期的にBCPの見直し

○ 市町村地域防災計画を作成【義務】

○ 個別避難計画の作成【災対法改正後、努力義務】
・ 市町村が主体となり、福祉専門職等の参画を得て作成。
・ 平時から関係者間で共有（情報提供の同意が得られた場合）
・ 福祉避難所への直接の避難も検討

○ 防災訓練の実施【義務】

○ BCPに基づく業務継続【R３より義務（経過措置あり）】

・ BCPの一環として事業所や関係機関と連携しながら、利用者の
安否確認、サービス調整を実施

（１）利用者が避難所にいる場合
・ ケアマネも連携して支援
※ 自宅へ戻る場合や仮設住宅・施設に入る場合には、サービス確保のため、事業所・施設等と

必要な調整を行う。

（２）利用者が自宅等にいる場合
・ 自治体と連携して、継続的に安否確認を実施。
・ 介護サービスの確保のため、事業所等と必要な調整を行う。

注 業務継続が不可能な場合には、他のケアマネ事業所、居宅サービス事業所、地域の関係機関と事前
に検討・調整した対応を行う。

○ 避難誘導

・ 個別避難計画に基づき、避難支援等実施者が避難行動要支援
者の避難誘導を実施。

○ 避難生活支援

（１）避難所の運営

平
時

（２）在宅の避難行動要支援者への安否確認
・ 避難支援等関係者等と連携し、安否確認を実施するととも

に、必要な場合は緊急入所等の必要な支援へのつなぎを行う。

支援一般避難所・福祉避難所 保健師（自治体職員）、福祉サービス事
業者、民生委員等、DMAT、DWAT 等

福祉専門職
としての参画

※ 自事業所の利用者以外への支援
も考えられる

災
害
発
生
時

災害対策基本法改正による居宅介護支援事業所の協力・連携について

連携

連携

連携

連携

2
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８．介護現場におけるハラスメント対策の推進について 

 

地域包括ケアシステムを推進していく上で、介護人材の確保は大変重要な課

題であり、介護職員が安心して働くことができるよう、ハラスメント対策を含

む職場環境・労働環境の改善を図っていくことが必要である。 

 

（基準省令上の対応） 

 このため、令和３年度介護報酬改定においては、パワーハラスメント及びセ

クシャルハラスメントなどのハラスメント対策として、介護サービス事業者の

適切なハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービス事業者に、

男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏

まえつつ、ハラスメント対策として必要な措置を講ずることを義務づけた。併

せて、カスタマーハラスメントについては、その防止のための方針の明確化等

の必要な措置を講じることを推奨している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（介護報酬上の対応） 

特に訪問介護については、２人の訪問介護員によるサービス提供を行うこと

について、利用者又はその家族等の同意を得ており、かつ、暴力行為、著しい

迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合には可能としており、この場合、

介護報酬上、２倍の報酬を算定できる仕組みとしている。 
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（地域医療介護総合確保基金） 

一方で、２人での訪問については、介護報酬で対応する場合、利用者負担も

２倍に増加し、利用者又はその家族等の同意が得られない場合があるといった

課題があることを踏まえ、地域医療介護総合確保基金を活用し、複数人での訪

問を実施する場合に訪問介護員に同行する者（有償ボランティア等を想定、訪

問介護員の資格がない者であっても同行が可能）への謝金について助成を行う

ことが可能である。 

 

また、地域医療介護総合確保基金については、事業を効率的・効果的に実施

するための事務参考資料をお示ししているところであるが、今般、複数の自治

体から、「介護事業所におけるハラスメント対策推進事業」における「ヘルパー

補助者同行事業」の具体的な補助対象について照会があったところ、その取扱

いについては次のとおりであるので、留意されたい。 

 

 

問 介護事業所におけるハラスメント対策推進事業（地域医療総合確保基金（介護

従事者確保分））における「ヘルパー補助者同行事業」について、ヘルパー補助者

として同行する者が訪問介護員であっても補助対象となるか。 

また、訪問介護員のほか、介護支援専門員や看護師等の専門職が同行する場合で

あっても補助対象となるか。 

（答） 補助対象として差し支えない。 

 

また、介護支援専門員、看護師等の専門職が同行する場合であっても

同様に補助対象として差し支えない。なお、これらの場合にあっては、

自治体による研修受講を要しないこととすることも差し支えない。 
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（地域医療介護総合確保基金のメニュー化と活用） 

「介護事業所におけるハラスメント対策推進事業」については、上記のヘル

パー補助者同行事業のほか、①都道府県や事業者が行う研修、②ハラスメント

実態調査、③ハラスメント防止のためのリーフレット作成などの事業について

も助成を行うことが可能である。 

一方で、当該事業を地域医療介護総合確保基金でメニュー化しているのは、

令和４年時点で９都道府県にとどまっているところ。都道府県におかれては、

ハラスメント対策の重要性にかんがみ、事業のメニュー化を推進するようお願

いする。 

 

 

なお、市町村（特別区を含む。以下同じ。）においては、都道府県が「介護事

業所におけるハラスメント対策推進事業」を実施する場合に取り組んでみたい

ものとして、「介護現場におけるハラスメント研修の実施または事業者が研修

を行う場合の支援」（47.6％）、「介護現場におけるハラスメントの実態把握」

（43.8％）、「利用者等に配布する介護現場におけるハラスメント防止のための

リーフレット作成またはその支援」（25.8％）等が挙げられた。（※１） 
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  （※１）令和３年度老人保健健康増進等事業「介護現場におけるハラスメント対策 

マニュアル・研修手引き等の普及啓発に関する調査研究事業」による調査 

・ 調査対象者：全国の市町村の介護保険主管課（1,471 箇所） 

・ 調査時点 ：令和３年 10 月１日 

・ 回収状況 ：有効回収数 1,070 件（有効回収率 61.5％） 

ついては、各都道府県はもとより、各市町村においても必要な事業を実施で

きるよう、当該事業の積極的な活用をお願いする。 

 

 

（マニュアル・手引き等の作成、活用） 

特に、利用者又は利用者の家族等からのハラスメントに関しては、「介護現

場におけるハラスメント対策マニュアル」（以下「対策マニュアル」という。）

や管理者・職員向けの研修用の手引き（以下「研修の手引き」という。）、介護

現場におけるハラスメント事例集（以下「事例集」という。）を作成・周知を行

った。 

 令和３年度は、老人保健健康増進等事業（「介護現場におけるハラスメント

対策マニュアル・研修手引き等の普及啓発に関する調査研究事業」において、

対策マニュアル及び研修の手引き（職員向け研修用動画を除く。）が、各介護サ

ービス施設・事業所においてより使い勝手が良くなるように必要な改訂を行い、

厚生労働省ホームページにおいて公表したところ。（※２） 

市町村におけるこれらの活用状況については、対策マニュアルは 25.8％、研

修の手引きは 35.0％、事例集は 36.0％が知らないとしている。（※１）都道府

県においては、介護現場におけるハラスメント対策を一層推進するため、これ

らの積極的な周知・活用をお願いする。 

（※２）① 対策マニュアル：平成 30 年度老人保健健康増進等事業（介護現場に

おけるハラスメントに関する調査研究事業）において作成したものを、

令和３年度老人保健健康増進等事業「介護現場におけるハラスメント対

策マニュアル・研修手引き等の普及啓発に関する調査研究事業」にて改

訂。 

      ② 研修の手引き：令和元年度老人保健健康増進等事業（介護現場におけ

るハラスメントに関する研修・相談支援の在り方に関する調査研究事業）

において作成したものを、令和３年度老人保健健康増進等事業「介護現

場におけるハラスメント対策マニュアル・研修手引き等の普及啓発に関

する調査研究事業」にて改訂（職員向け研修用動画を除く）。 

      ③ 事例集：令和２年度老人保健健康増進等事業（介護現場におけるハラ

スメントへの対応に関する調査研究事業）において作成。 

■ 厚生労働省ＨＰ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage̲05120.html 
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（サービス提供困難事例に対する対応） 

 なお、各介護サービス施設・事業所は、基準省令において、正当な理由なく

サービスの提供を拒んではならないこととされている。 

 

 利用者やその家族等から各介護サービス施設・事業所の職員に対してハラス

メントがあった場合が、すべからく「正当な理由」に当たるわけではないが、

事案によっては、各介護サービス施設・事業所がサービス提供を拒否すること

も考えられる。この点、市町村及び各介護サービス施設・事業所においては、

研修の手引きの記載（※３）も参考にしていただき、十分留意して対応するよ

うお願いする。 

（※３）研修の手引きにおけるサービス提供の拒否に関する記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50



※ 赤字及び赤枠を加工。なお、当該記載は令和３年度の改訂作業により、対策マ

ニュアルにも記載予定。また、項番が変更される可能性がある。 

ただし、基準省令においては、利用者保護の観点から、正当な理由によりサ

ービスの提供が困難であると判断した場合は、当該介護サービス施設・事業所

は適当な他の介護サービス施設・事業所等を紹介する等、必要な措置を速やか

に講じなければならない旨が規定されており、利用者にとって必要なサービス

提供等に支障の無いよう、併せて対応をお願いする。 
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９．共生型サービスの普及促進について 

共生型サービスは、平成 30 年度に 

・介護保険サービス事業所が、障害福祉サービスを提供しやすくする 

・障害福祉サービス事業所が、介護保険サービスを提供しやすくする 

ことを目的とした「指定手続きの特例」として設けられた。 

この特例を活用し、同一事業所において、介護保険サービスと障害福祉サービスの両方

を提供することで、 

・障害者が 65 歳以上になっても、同一事業所を継続利用できるようになる 

・高齢者・障害児者とも、利用できる事業所の選択肢が増える 

・「介護」や「障害」といった枠組みにとらわれず、多様化・複雑化している福祉ニーズ

に臨機応変に対応することができる 

・地域共生社会を推進するためのきっかけとなる 

・人口減少社会にあっても、地域の実情に応じたサービス提供体制整備や人材確保を行

うことができる 

といった、各地域で発生している課題の解決や掲げているサービス供給量等の目標の達成

の一助となることが期待されている。 

一方で、共生型サービスの実施や普及に当たっては、これまでの調査研究事業等により、

共生型サービスの認知度の低さや指定申請に当たっての必要な手続がわかりにくいとい

った課題等があることが明らかとなっている。 

そこで、これらの課題等の解決に向けた取組を支援するため、以下（１）～（４）を実

施したので活用されたい。 

（１）共生型サービスに係るポイント集の作成 

令和２年度老人保健健康増進等事業「共生型サービスの実態把握及び普及啓発に関する

調査研究事業」では、共生型サービスの概要や創設の経緯、共生型サービスを実施するこ

とにより解決できる地域課題、共生型サービスの開始や運営に関するポイント、自治体に

よる共生型サービス普及のための支援方法、現在共生型サービスに取り組んでいる事業所

の事例報告、共生型サービス関係規定等をまとめたポイント集（「共生型サービス★はじ

めの一歩★～立ち上げと運営のポイント」）が作成されたので、各自治体におかれてはこ

れを活用し、積極的な普及啓発や共生型サービスの実施を検討している事業所への支援を

お願いしたい。 

（２）「共生型サービスの普及促進に関する事業」の創設 

共生型サービスの普及を促進するため、令和４年度より地域医療介護総合確保基金（介

護従事者確保分）において「共生型サービスの普及促進に関する事業」を設けている。同

事業は、都道府県等が共生型サービスの普及に必要な施策を実施する場合、その経費に対

して助成を行うものであり、例えば以下のような取組の実施が想定される。各都道府県に

おかれては、地域における共生型サービスの普及に当たっての課題を踏まえつつ、積極的

な活用をお願いしたい。 
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 ＜実施が想定される取組（例）＞ 

① 共生型サービスの普及にあたっての課題把握・普及計画の立案 

② 介護保険サービス事業所等に対する共生型サービスに関する相談会・研修会等の開催 

③ 共生型サービス事業所等への見学会の開催 

④ 介護保険サービス事業所・障害福祉サービス事業所、介護支援専門員・相談支援専門

員との意見交換会の開催 

（３）共生型サービスに係る実態調査等の実施 

令和３年度に、今後の共生型サービスに係る普及策の検討を行うにあたっての基礎資料

を得るため、都道府県・指定都市の共生型介護保険サービス・共生型障害福祉サービスの

担当部署に対し、現時点での普及に対する考え方や普及にあたって実施してきたこと・今

後実施したいこと等に関する実態調査を行った。また、令和４年度においては、老人保健

健康増進等事業「今後の共生型サービスの整備方針に関する調査研究事業」にて、自治体

や事業者等を対象に共生型サービスの整備に関するヒアリング調査を実施し、これまでの

老健事業において把握した整備にあたっての課題及び解決策等もふまえ、今後の共生型サ

ービスの普及推進に向けた施策や事業・取組について整理し、令和５年３月に結果をとり

まとめる予定としているので、適宜参考にされたい。 

（４）共生型サービスに係るホームページの開設 

上記のポイント集やこれまで実施してきた調査結果、共生型サービスの概要、その他共

生型サービスの普及等にあたり必要な情報等は、厚生労働省ホームページ（以下ＵＲＬ）

に掲載しているので、積極的に活用されたい。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398_00016.html 
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○ 介護保険法の訪問介護・通所介護・（介護予防）短期入所生活介護については、障害者総合支援法若しくは児童
福祉法の指定を受けている事業所からの申請があった場合、「共生型サービス」として指定が可能。

共生型サービスの概要

共生型サービスを活用することのメリット

利用者
① 障害者が65歳以上になっても、従来から障害福祉で利用してきたサービスの継続利用が可能となる。
② 高齢者だけでなく、障害児・者など多様な利用者が共に暮らし支え合うことで、お互いの暮らしが豊かになる。

共生型サービス開始前

65歳を境に、なじみのある事業所から
介護サービス事業所へ移行する可能性。

共生型サービス開始後① ②

＜障害＞
生活介護 65歳

＜介護＞
通所介護

＜障害＞
生活介護

なじみのある事業所が共生型サービスに
なることで、65歳以降も引続き通所可。

＜介護＞
通所介護65歳

【地域の実践例】
「富山型デイサービス」

事業所
障害福祉事業所、介護保険事業所それぞ
れの基準を満たす必要なし。

地域
地域の実情にあわせて、限られた福祉人材を
有効に活用することが可能。

※ 障害福祉事業所の指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型
サービスの指定を受けることができるよう、特例基準を設定。

介護保険と障害福祉の両制度の基準や高齢者と障害児・者
の支援内容の違いを踏まえ、サービスの質の確保に十分留意
をしつつ、共生型サービスの指定を推進

＜共生型＞
生活介護＋

共生型通所介護

＜共生型＞
生活介護＋

共生型通所介護

共生型サービスの実施により期待されること

○ 共生型サービスを実施することにより、具体的には以下のような地域課題の解決が可能。
※１事業所で介護保険サービス・障害福祉サービスの両方の指定を受けることによっても同様の課題解決が可能。

①

「介護」や「障害」といった枠組みに
とらわれず、多様化・複雑化してい
る福祉ニーズに臨機応変に対応す
ることができる。

②

人口減少社会にあっても、地域の
実情に応じたサービス提供体制整
備や人材確保を行うことができる。

③

各地域で地域包括ケア・福祉のま
ちづくりを展開するためのきっかけと
なる。

令和２年度老人保健健康増進等事業「共生型サービスの実態把握及び普及啓発に関する調査研究事業」報告書（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）より作成

似たようなサービスがあるのだけれど・・・

近所に要介護高齢者がいる。近くに介護保
険のデイサービス事業所がないので、遠くの事
業所まで通っている。障害者向けのデイサービ
ス事業所は近くにあるのだが・・・

続けて同じ事業所に通いたいのに･･･

長年、障害福祉事業所を利用していた障害者が
65歳になった。本人は続けて同じ事業所を使いた
いと言うが、介護保険事業所に移らなければいけ
ないのか･･･

解決可能と想定される地域課題

親子で一緒に過ごしたい

障害福祉事業所の利用者の母親が要介護と
なった。ケアマネジャーからは、デイサービスに
通って機能訓練をした方がよいと言われている
が、本人は子どもと同じ事業所に通いたいと
言っている。どうにかできないものか・・・

人材が足らない・・・

介護保険サービス、障害福祉サービスともに地域に
需要があるが、それぞれ事業所を整備していくと人
材が不足する。解消するいい方法はないものか・・・

役所のどこに相談すればよいのか･･･

介護保険サービスだけでは解決できなさそう
な悩み、障害福祉サービスだけでは解決でき
なさそうな悩みは役所のどこに相談すればよ
いのだろう。介護と障害、それぞれの担当窓
口はあるけれど、両方にまたがる相談は受け
てもらえるのか・・・

共生型サービスの
実施により解決可能

地域活動を活性化させたい・・・

介護事業所や障害事業所が中心
となって地域活動を行っているところ
もあると聞く。多様な利用者を受け
入れている事業所なら、より親しま
れやすいのではないだろうか・・・
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介護保険サービス 障害福祉サービス等

ホームヘルプ
サービス

○ 訪問介護
○ 居宅介護
○ 重度訪問介護

デイサービス
○ 通所介護
○ 地域密着型通所介護

○ 生活介護（主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く）

○ 自立訓練（機能訓練・生活訓練）
○ 児童発達支援（主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く）

○ 放課後等デイサービス（同上）

ショートステイ
○ 短期入所生活介護
○ 介護予防短期入所生活介護

○ 短期入所

「通い・訪問・泊まり」
といったサービスの組
合せを一体的に提供
するサービス※

○ 小規模多機能型居宅介護
○ 介護予防小規模多機能型居宅介護
○ 看護小規模多機能型居宅介護

□ 通い

○ 生活介護（主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く）

○ 自立訓練（機能訓練・生活訓練）
○ 児童発達支援（主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く）

○ 放課後等デイサービス（同上）

□ 泊まり ○ 短期入所

※ 障害福祉サービスには介護保険の（看護）小規模多機能型居宅介護と同様のサービスはないが、障害福祉制度における基準該当の仕組み
により、障害児・者が（看護）小規模多機能型居宅介護に通ってサービスを受けた場合等に、障害福祉の給付対象となっている。

共生型サービスの対象となるサービス

○ 共生型サービス創設の目的に照らし、以下のサービスを対象としている。

① 高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用を促進する観点から、介護保険優先原則が適用される介護保険と
障害福祉両方の制度に相互に共通するサービス

② 現行の基準該当障害福祉サービスとして位置付けられているサービス

共生型サービス はじめの一歩 ～立ち上げと運営のポイント～

令和２年度老人保健健康増進等事業「共生型サービスの実態把握及び普及啓発に関する調査研究事業」報告書（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）より作成

○ 共生型サービスの普及が進まない理由として、以下のような意見が寄せられたことから、令和２年度老健事業に
おいて、事業所・自治体向けに「共生型サービスはじめの一歩 ～立ち上げと運営のポイント」を作成。
・事業所から：共生型サービスをよく知らない。始めるにあたってどのような準備や手続きが必要がわからない。
・自治体から：共生型サービスの実施により、どのような地域課題が解決されるのかわからない。

共生型サービスを始めたいと考える事業所をどのように支援してよいかわからない。

共生型サービス はじめの一歩 ～立ち上げと運営のポイント～ 概要 共生型サービスの立ち上げ・立ち上げ支援にあたり、事業所・自治
体が知っておくべき事項について、体系的に整理。

共生型サービスについて知る

○ 共生型サービスとは
⇒ 共生型サービス創設の経緯、対象となるサービス、サービスを開始すること
で「変わること」を提示。

○ 共生型サービスの取組事例

共生型サービスを立ち上げる

○ 共生型サービスを開始するまでのポイント
⇒ 開始に必要な準備を整理、手順として提示。

① 事業所の職員と話し合おう
② 共生型介護保険サービス、共生型障害福祉サービスを知ろう
③ 利用者確保の見込みを立てよう
④ 運営計画を作成しよう
⑤ 自治体の所管課等に相談しよう
⑥ 事業所の利用者・家族と話し合おう
⑦ 事業所の周辺地域の住民にサービスの開始を知ってもらおう
⑧ 必要な設備・備品を揃えよう
⑨ 必要な場合は、応援人員を確保しよう
⑩ 共生型サービスの提供を開始しよう

共生型サービスを継続する

○ 共生型サービス継続のポイント
⇒ 提供開始後に課題が生じた
場合、既に共生型サービスを開始
している事業所ではどのようにその
課題を解決したか具体例を提示。

共生型サービスを普及する・事業者の支援を行う

○ 共生型サービス普及のポイント
⇒ 自治体において、どのように共生型サービスの普及を考えるべ
きか、どのように事業所の支援を行えばよいのか、実際の事例を
普及・支援に取り組む自治体の事例を交えながら提示。
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○ 共生型サービスは、平成30年に
・介護保険サービス事業所が、障害福祉サービスを提供しやすくなる
・障害福祉サービス事業所が、介護保険サービスを提供しやすくなる

ことを目的とした指定手続きの特例として設けられた。

○ 共生型サービスの実施により、以下の実現が可能であるが、制度開始から４年が経過する現在においても、共生型サービスの指定を受ける
事業所は非常に少ない。

○ このため、各都道府県において、共生型サービス創設の目的をふまえ、普及に必要な施策を実施する場合、その経費に対して助成を行う。

事業目的
共生型サービスのイメージ

共生型サービスの実施により実現できること

① 「介護」や「障害」といった枠組みにとらわれず、多様化・複雑化している福祉ニーズに臨機応変に対応することができる。

② 人口減少社会にあっても、地域の実情に応じたサービス提供体制整備や人材確保を行うことができる。

③ 各地域で地域包括ケア・福祉のまちづくりを展開するためのきっかけとなる。

○ 共生型サービスの普及促進のため、都道府県・市町村における以下の取組等に必要な経費に対して助成する。

事業内容

令和５年度予算案：地域医療介護総合確保基金（国２／３：都道府県１／３）

共生型サービスの普及促進に関する事業

共生型障害福祉サービス

介護保険サービス

１事業所において、
介護保険サービスと
障害福祉サービス
の両方を提供

① 共生型サービスの
普及にあたっての課題
把握・普及計画の立案

○ 各都道府県・市町村におい
て共生型サービス普及に当たっ
ての課題把握や各種計画への
位置付けがなされていないという
状況がある。

⇒ 課題把握や計画作成に必
要な調査等を実施。

② 介護保険サービス事業所等に対する
共生型サービスに関する相談会・研修会
等の開催

○ 共生型サービスを知らない事業所や、サービス開
始を検討しているが何から取りかかればよいかわからな
い事業所が多いという状況がある。

⇒ 相談会・研修会等を開催し、制度創設の経緯・
役割、対象サービス、指定や提供継続において必要と
されるポイント、各サービスの基準・報酬体系、申請書
類の作成方法、実際の提供事例等を提示。

③ 共生型サービス事業
所等への見学会の開催

○ 共生型サービスの開始によりこ
れまでサービス提供の対象としてい
なかった利用者を受け入れたり、報
酬請求等新たな事務手続きを行
うことが必要となる。

⇒ 共生型サービス事業所等の見
学会を行うことで、事業所の不安
や疑問を解消。

④ 介護事業所・障害福祉事業
所、介護支援専門員・相談支援
専門員との意見交換会の開催

○ 介護保険サービス利用者は介護支援
専門員、障害福祉サービス利用者は相談
支援専門員がサービス計画作成を行うが、
事業所と両専門員の連携が難しいとの声が
ある。

⇒ 両者を対象とする意見交換会を開催す
ることで、連携を促進。

利用者・家族、地域住民のみならず、
自治体にとっても、地域課題解決の
きっかけになる。

共生型サービス普及にあたっての現状の課題と実施が想定される取組（例）
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10．離島・中山間地域等における介護サービス提供体制の確保について 

介護サービスは、利用者や家族の方々にとって欠かせないものであり、離島、豪雪地帯、

中山間地域等においても、地域の実情に応じて、介護サービスの提供体制を確保すること

は重要である。 

一方で、同地域において、介護サービス提供体制を確保するに当たっては、利用者数が

少ないため事業所運営にあたりスケールメリットを得ることが難しいことや介護人材の

確保が困難であるといった課題があるため、介護サービス事業所の運営に当たって課され

る基準の緩和、介護報酬上の加算による評価、サービス提供体制確保等に係る支援等を行

っている。  

また、離島地域においては、離島振興法の一部を改正する法律（令和４年法律第９２号）

により、都道府県の責務として、離島の振興のために必要な施策の策定・実施や離島市町

村への援助に係る努力義務、島内人材活用等による介護従事者の確保や介護ロボットの導

入等についての配慮義務が定められたところであり、令和５年４月１日から施行されるの

で、改めてご承知置きいただくともに引き続き適切な対応をお願いしたい。 

さらに、本年２月 10 日に閣議決定された「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を

構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」の介護保険法の改正案において、

都道府県の責務として、介護サービス事業所等における生産性向上に資する取組の促進に

係る努力義務が規定されており、適切な支援につなぐワンストップ型の窓口の設置など、

総合的な事業者支援に取り組むことが重要となる。 

厚生労働省においては、これらのことも踏まえて、関連施策の拡充等を行うこととして

いるので、積極的に活用いただくとともに、都道府県においては、管内市町村が必要な取

組を実施できるよう支援をお願いする。 

 

１．介護人材確保のための支援 

（１）地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分） 

 ① 離島、中山間地域等における介護人材確保支援事業 

  離島、中山間地域等における介護人材の確保を支援するため、地域外からの介護人材

確保（例：地域外からの就職に必要な費用の助成、地域外での採用活動支援、先進自治

体からのアドバイザー招へい等）、介護従事者の資質向上の推進、通いの場等への移動

支援の担い手の確保を行うための費用を助成している。 

 ② 介護ロボット導入支援事業・ＩＣＴ導入支援事業 

  介護人材が限られた中であっても、介護サービスの質の維持・向上や職員の負担軽減

を図るため、介護ロボットやＩＣＴを導入する際の費用を助成している。 

 ③ 介護事業所に対する業務改善支援事業 

介護現場における生産性の向上を推進し、また生産性向上に資する支援を一体的に取

り扱うため、都道府県主導のもと、「介護生産性向上総合相談センター（仮称）」を設置

し、介護現場革新会議において策定する基本方針に基づき、介護ロボットや ICT、その

他生産性向上に関する取組を実施する他、人材確保に関する各種事業等とも連携の上、
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ワンストップ型の支援を実施する場合の費用を助成する。 

④ 外国人介護人材の受入環境の整備 

外国人介護人材の受入環境の整備を支援するため、介護福祉士国家資格の取得を目指

す留学生に対する介護施設等による奨学金等の支給に係る経費の助成、介護福祉士養成

施設と養成施設の留学希望者や介護施設等と特定技能による就労希望者等とのマッチ

ングを適切に行うための経費の助成、介護施設等において外国人介護人材を受け入れる

ためのコミュニケーション支援や生活支援等に係る費用の助成等を行っている。 

（２）介護保険事業費補助金：離島等サービス確保対策事業 

離島、中山間地域等の実情を踏まえた介護サービス確保等のため、離島等におけるホ

ームヘルパー養成等、人材の確保対策に重点をおき、同地域を管轄する自治体それぞれ

が、具体的な方策・事業の検討や試行的事業を実施するための費用の補助を行っている。 

また、令和３年度から、地域医療介護総合確保基金（離島、中山間地域等における介

護人材確保支援事業）と合わせて実施する場合は、補助率の引き上げを行うこととして

いる。 

さらに、令和５年度においては、地域づくり加速化事業による伴走的支援を受けてお 

り、離島等地域で介護サービス確保等のために行う事業を実施する場合は、補助率の引

き上げを行うとともに、離島地域内のサービス提供体制を確保するための取組に対する

補助対象について拡充を行うこととしているので積極的に活用されたい。  

（３）介護福祉士修学資金貸付事業での特例 

  介護福祉士修学資金貸付事業については、通常、介護の業務に５年間従事することで

返還免除となっているが、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年

法律第 19 号）に規定する区域において従事した場合は、３年間で返還免除となる特例

を設けている。 

  令和５年度においては、この特例の対象地域について、離島振興対策実施地域をはじ

め、介護報酬上の加算が設けられている離島・中山間地域等にも拡大して適用をするこ

ととしている。 

 

２．地域の実情に応じた介護サービス提供体制確保のための支援 

（１）基準該当サービス・離島等相当サービス 

 介護保険制度では、厚生労働省令で定める人員・設備・運営基準を満たした場合に、指

定サービスとしてサービスの提供を可能としているが、その一部を満たしていない場合に

おいても、一定の基準を満たした場合に、基準該当サービスとしてサービスの提供を可能

としている。 

 さらに、指定サービスや基準該当サービスの確保が著しく困難な離島等の地域において

も、市町村が必要と認める場合、これらのサービスに相当するサービス（離島等相当サー

ビス）として柔軟なサービスの提供を可能としている。 

（２）地域の実情に応じた定員超過減算の特例（小多機・看多機） 
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「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和元年 12 月 23 日閣議決定）を

踏まえ、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護について、過疎地域等

におけるサービス提供を確保する観点から、過疎地域等において、地域の実情により事業

所の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合に、人員・設備基準を満たすことを条

件として、登録定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間行わないこととした。 

（３）登録定員・利用定員にかかる条例制定基準の「標準」化（小多機） 

「令和２年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和２年 12 月 18 日閣議決定）を

踏まえ、小規模多機能型居宅介護について、地域の特性に応じたサービスの整備・提供を

促進する観点から、厚生労働省令で定める登録定員及び利用定員の基準を、市町村が条例

で定める上での「従うべき基準」（必ず適合しなければならない基準であり、全国一律）か

ら「標準基準」（通常よるべき基準であり、合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応

じて異なる内容を定めることが許容されるもの）に見直した。（令和３年８月 26 日施行） 

（４）天候不良時等のサービス提供の所要時間の考え方 

 訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、（介護予防）認知

症対応型通所介護の基本報酬の算定根拠となる所要時間は、現に要した時間ではなく、各

サービス計画に位置付けられた内容のサービスを行うための標準的な時間によることと

されている。 

 したがって、例えば積雪等、天候不良により利用者宅の訪問や事業所への送迎に平時よ

りも時間を要し、実際のサービス時間が短くなった場合であっても、計画において位置付

けられた内容のサービスを行うのに要する標準的な時間で、介護報酬を算定することも可

能である。ただし、各サービス計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、各サー

ビス計画を変更の上、変更後の所要時間に応じた単位数を算定する必要がある。 

（５）介護報酬の加算 

 離島・中山間地域等については、地理的に不利な状況であることを踏まえ、以下の加算

を設けており、令和３年度介護報酬改定においては、その対象サービスの拡充も行った。 

 ① 特別地域加算（基本報酬の 15/100） 

  厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合の加算 

 ② 中山間地域等における小規模事業所加算（基本報酬の 10/100） 

  厚生労働大臣が定める地域（①の特別地域加算対象地域を除く）に所在する事業所が

サービス提供を行った場合の加算 

 ③ 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算（基本報酬の５/100） 

  厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の実施地域を越えて

サービス提供を行った場合の加算（①②と同時算定可。） 

なお、特別地域加算については、算定による利用者負担額の増額に対応する観点から、

低所得者の利用者負担額の１割を軽減するための補助事業（離島等地域における特別地域

加算に係る利用者負担額軽減措置事業、中山間地域等の地域における加算に係る利用者負

担額軽減措置事業（介護保険事業費補助金））も設けている。 
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（６）地域医療介護総合確保基金（施設整備分） 

 介護保険事業計画等に基づき、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進

する観点から、地域密着型サービス施設等への整備への助成、介護施設の開設準備軽費等

への支援を行っている。施設・事業所等が、離島、特別豪雪地帯、奄美群島、小笠原諸島

に所在する場合は、補助単価の８％の加算が可能である。 

 令和５年度においては、災害イエローゾーンに立地する老朽化した広域型施設の建替に

関する支援を拡充することとしている。 

 

３．その他 

厚生労働省補助事業（実施主体：公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会）に

より、離島、中山間地域等において活用が可能である施策や介護サービスの提供体制確

保に積極的に取り組む自治体の事例をまとめた手引やヒント集が作成されている。また、

同地域における介護サービス提供体制の現状や体制確保の考え方等に係る調査も行わ

れており、以下報告書においてまとめられているので適宜参考にされたい。（以下 URL は

いずれも実施主体ホームページ。） 

○ 令和元年度老人保健健康増進等事業「離島等における介護サービスの提供体制の確保

方策のあり方と既存施策のあり方に関する調査研究事業」 

・ 事業報告書 

・ パンフレット「離島等における介護サービスの提供体制の確保方策と既存施策に関す

る手引き」 

（ https://www.kokushinkyo.or.jp/index/principalresearch/tabid/57/ItemId/743/dis

pmid/1547/Default.aspx） 

○ 令和２年度老人保健健康増進等事業「離島等における介護サービス確保に向けた人材

育成や自治体による支援方策に関する調査研究事業 

・ 事業報告書 

・ パンフレット「介護人材確保にお悩みの離島や中山間地域 必見！～役立つヒント集

～」 

（ https://www.kokushinkyo.or.jp/index/principalresearch/tabid/57/Default.aspx?i

temid=782&dispmid=1547） 

○ 令和３年度老人保健健康増進等事業「離島等における介護サービス需要と今後の安定

的な介護サービス提供のあり方に関する調査研究事業」 

・ 事業報告書 

・ ガイドブック「介護サービス需給に関するガイドブック ～離島・中山間地域編～」 

（ https://www.kokushinkyo.or.jp/index/principalresearch/tabid/57/Default.aspx?i

temid=792&dispmid=1547） 
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都道府県計画を踏まえて事業を実施。（実施主体：都道府県、負担割合：国2/3・都道府県1/3、令和３年度交付実績：47都道府県）

２ 事業の概要・実施主体等

○ 地域の実情に応じた介護従事者の確保対策を支援するため、都道府県計画を踏まえて実施される「参入促進」・「資質の向上」・「労

働環境・処遇の改善」等に資する事業を支援する。

１ 事業の目的

地域医療介護総合確保基金（介護従事者の確保に関する事業分）

令和５年度当初予算案 137億円（137億円）※（）内は前年度当初予算額

○ 新人介護職員に対するエルダー・メンター（新人
指導担当者）養成研修

○ 管理者等に対する雇用改善方策の普及

・管理者に対する雇用管理改善のための労働関
係法規、休暇・休職制度等の理解のための説
明会の開催

・介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット・
ＩＣＴの導入支援（拡充）※拡充分は令和5年度まで

・総合相談センターの設置等、介護生産性向上
の推進

・新人教育やキャリアパスなど雇用管理体制の改
善に取組む事業所のコンテスト・表彰を実施

○ 介護従事者の子育て支援のための施設内保育
施設運営等の支援

○ 子育て支援のための代替職員のマッチング

○ 介護職員に対する悩み相談窓口の設置、ハラ
スメント対策の推進、若手介護職員の交流の推
進、両立支援等環境整備

○ 新型コロナウイルス感染症流行下におけるサー
ビス提供体制確保 等

○ 介護人材キャリアアップ研修支援

・経験年数3～5年程度の中堅職員に対する研修、喀痰
吸引等研修、介護    段位における     講習受講

・介護支援専門員、介護相談員育成に対する研修

○ 各種研修に係る代替要員の確保、出前研修の実施

○ 潜在介護福祉士の再就業促進

・知識や技術を再確認するための研修の実施

・離職した介護福祉士の所在等の把握

○ チームオレンジ・コーディネーターなど認知症ケアに携
わる人材育成のための研修

○ 地域における認知症施策の底上げ・充実支援

○ 地域包括      構築に資する人材育成

・生活支援         の養成のための研修

○ 認知症高齢者等の権利擁護のための人材育成

○ 介護施設等防災リーダーの養成

○ 外国人介護人材の研修支援

○ 外国人介護福祉士候補者に対する受入施設における
学習支援 等

○ 地域における介護のしごとの魅力発信

○ 若者・女性・高齢者など多様な世代を対象とした介
護の職場体験

○ 高齢者など地域の住民による生活支援の担い手の
養成、支え合い活動継続のための事務支援

○ 介護未経験者に対する研修支援

○ ボランティアセンターとシルバー人材センター等の連
携強化

○ 介護事業所におけるインターンシップ等の導入促進

○ 介護に関する入門的研修の実施からマッチングまで
の一体的支援、参入促進セミナーの実施、介護の周
辺業務等の体験支援

○ 人材確保のための            活用支援

○ 多様な人材層の参入促進、介護助手等の普及促進

○ 介護福祉士国家資格取得を目指す外国人留学生
や１号特定技能外国人等の受入環境整備

○ 福祉系高校修学資金貸付、時短勤務、副業・兼業、
選択的週休３日制等の多様な働き方のモデル実施

等

参入促進 資質の向上 労働環境・処遇の改善

○ 関係機関・団体との連携・協働の推進を図るための、都道府県単位、市区町村単位での協議会等の設置
○ 介護人材育成等に取り組む事業所に対する都道府県の認証評価制度の運営支援 ○ 離島、中山間地域等への人材確保支援

※赤字下線は令和５年度新規・拡充等

介護ロボット導入支援事業（地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分） ）

令和５年度当初予算案：地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）の内数

⚫ 補助額

補助内容 ※令和２年度（当初予算）以降の拡充分（下線部以外）は令和５年度までの実施

（地域医療介護総合確保基金 137億円の内数）※（）内は前年度当初予算額

⚫ 介護ロボット
   移乗支援、移動支援、排泄支援、見守り、入浴支援など、厚生労働省・経済産業省で定める「ロボット技術の介護利用における

重点分野」に該当する介護ロボット

⚫ 見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備
   Wi-Fi環境の整備、インカム、見守りセンサー等の情報を介護記録にシステム連動させる情報連携のネットワーク構築経費 等

補助対象

⚫ 補助上限台数

   必要台数(制限の撤廃)

⚫ 補助率

   都道府県の裁量により設定
（一定の要件を満たす場合は3/4を下限、それ以外の事業所は1/2を下限)

〈一定の要件〉   以下の要件を満たすこと

・導入計画書において目標とする人員配置を明確にした上で、見守りセンサーや

インカム、介護記録ソフト等の複数の機器を導入し、職員の負担軽減等を図り

つつ、人員体制を効率化させる場合

◼ 対象となる介護ロボット（例）

○見守りセンサー
（見守り）

○入浴アシストキャリー
（入浴支援）

○装着型パワーアシスト
（移乗支援）

○非装着型離床アシスト
（移乗支援）

利用者

都道府県基金
（負担割合：国２／３、

都道府県１／３）

➢ 負担軽減 効率化サービス
提供

介護保険施設・事業所

◼ 事業の流れ ◼ 実績（参考）

➢ 実施都道府県数：45都道府県
（令和３年度）

➢ 都道府県が認めた介護施設等の導入
計画件数

（注）令和3年度の数値は原則R3.11月末時点の暫定値
※１施設で複数の導入計画を作成することが
あり得る

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

58 364 505 1,153 1,813 2,353 2,596

○ 各都道府県に設置される地域医療介護総合確保基金を活用し、介護施設等に対する介護ロボットの導入支援を実施し、介護ロボッ
トを活用した介護事業所の生産性向上の取組を通じて、ケアの質の確保や職員の負担軽減等を図る。

１ 事業の目的

２ 事業の概要等

介護ロボット
(1機器あたり)

・移乗支援(装着型・非装着型)
・入浴支援

上限100万円

・上記以外 上限30万円

見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備
(1事業所あたり)

上限750万円

61



 

 

ICT導入支援事業（地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分） ）

令和５年度当初予算案：地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）の内数

⚫ 導入計画の作成、導入効果報告（2年間）

⚫ IPAが実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または
「★★二つ星」のいずれかを宣言

⚫ 以下に積極的に協力すること 等

補助要件

補助割合を拡充する要件
〈3/4に拡充(以下のいずれかの要件を満たすこと)〉

⚫ ケアプランデータ連携システム等の利用

⚫ LIFEの「CSV連携仕様」を実装した介護ソフトで実際にデータ登
録を実施等

⚫ ＩＣＴ導入計画で文書量を半減

※令和２年度（当初予算）以降の拡充分（下線部以外）は令和５年度までの実施

（地域医療介護総合確保基金 137億円の内数）※（）内は前年度当初予算額

⚫ 介護ソフト   記録、情報共有、請求業務で転記が不要であるもの、ケアプラン連携標準仕様、入退院時情報標準仕様、看護情報標準仕様を
実装しているもの（標準仕様の対象サービス種別の場合。各仕様への対応に伴うアップデートも含む）、財務諸表のCSV出力機能を有する
もの（機能実装のためのアップデートも含む）。

⚫ 情報端末   タブレット端末、スマートフォン端末、インカム等

⚫ 通信環境機器等   Wi-Fiルーター等

⚫ その他   運用経費（クラウド利用料、サポート費、研修費、他事業所からの照会対応経費、バックオフィスソフト（勤怠管理、シフト管理等）等）

補助対象

職員数に応じて都道府県が設定

補助上限額等

補助割合

⚫ 一定の要件を満たす場合は、
3/4を下限に都道府県の裁量に
より設定

⚫ それ以外の場合は、１/２を下限
に都道府県の裁量により設定

実績 R1 R2 R3

実施自治体数 15 40 47

補助事業所数 195 2,560 5,371

導入計画の策定 導入

介護ソフト・タブレット

等の購入費用の補助

（R1年度～）

業務分析 活用

⚫ 文書量半減を実現できるICT導入計画の作成 ⚫ ケアプランデータ連携システム等の

利用

⚫ LIFEのCSV連携仕様を活用しデータ

登録

※ケアプランデータ連携システム   国保中央会に構築中。令和５年度本格稼働予定

○ 各都道府県に設置される地域医療介護総合確保基金を活用し、介護現場のＩＣＴ化に向けた導入支援を実施し、
ICTを活用した介護サービス事業所の業務効率化を通じて、職員の負担軽減を図る

１ 事業の目的

２ 事業の概要等

⚫ 1～10人 100万円

⚫ 11～20人 160万円

⚫ 21～30人 200万円

⚫ 31人～ 260万円

※赤字が令和５年度拡充分。

 ICTの活用により収支状況の改善が図られた場合においては、
職員の賃金に還元すること（導入効果報告により確認）

 LIFEによる情報収集・フィードバック
 他事業所からの照会に対応すること

ICT導入支援事業の実施状況（令和元年度～令和３年度）

⚫ ＩＣＴ導入支援事業の実施自治体数は、令和元年度１５県、令和２年度４０都道府県と増加し、令和３年度においては、全ての都道府県

において実施された※。

⚫ 助成事業所数（令和元年度195事業所→令和３年度5,371事業所）が大幅に増加
※ 地域医療確保総合確保基金以外の財源で実施した県を含む。

令和元年度

・・実施あり・・未実施

（実施都道府県数） 15県
（助成事業所数） 195事業所

（実施都道府県数） 40都道府県
（助成事業所数） 2,560事業所

（実施都道府県数） 47都道府県
（助成事業所数） 5,371事業所

令和２年度 令和３年度

全都道府県
で実施
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介護生産性向上推進総合事業（地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分））
〔“介護事業所に対する業務改善支援事業’’の拡充〕

〈事業イメージ〉

• 都道府県が主体となり、「介護生産性向上総合相談センター（仮称） 」を設置。介護現場革新会議において策定する基本方針に基づ
き、介護ロボットやICT、その他生産性向上に関する取組を実施する他、人材確保に関する各種事業等とも連携の上、介護事業者に対
し、ワンストップ型の支援を実施する。

【実施事項】 以下の経費の一部を補助
（（１）及び（２）の実施が要件。）
（１）介護現場革新会議の開催
（２）介護生産性向上総合相談センター（仮称）の設置

①介護ロボット・ICT等生産性向上に係る相談窓口（必須）
②人材確保、生産性向上に係る各種支援業務との連携（必須）
③その他

（３）第三者が生産性向上の取組を支援するための費用の
支援（コンサル経費の補助）

実施主体

国 都道府県
(一部、委託)

基金(国2/3) 介護施
設等

一部助成

• 都道府県が介護現場の生産性向上をさらに推進する方策を別途検討。
• 本メニュー設置に伴い既存基金メニューとの整理を予定

３ その他

※既存の基金メニュー(業務改善支援事業)の拡充での対応を予定。

２ 事業の概要・スキーム、実施主体等

○ 都道府県が主体となった介護現場の生産性向上を推進する取組の広がりは限定的であり、また、既存の生産性向上に係る事業は数
多くあるものの、実施主体や事業がバラバラであり、一体的に実施する必要がある。

○ このため、都道府県の主導のもと、介護人材の確保・処遇改善、介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入、介護助手の活用など、
介護現場の革新、生産性向上に資する様々な支援・施策を総合的・横断的に一括して取り扱い、適切な支援につなぐワンストップ型
の総合的な事業者への支援を可能とする「介護生産性向上推進総合事業」を実施するための基金メニューを設ける。(※)

１ 事業の目的

令和５年度当初予算案：地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）の内数（地域医療介護総合確保基金 137億円の内数）※（）内は前年度当初予算額

老健局高齢者支援課（内線3875）

※赤字が令和５年度拡充分。

外国人留学生及び特定技能１号外国人の受入環境整備事業について
【地域医療介護総合確保基金のメニュー】

【目的】
介護福祉士の資格取得を目指す外国人

が、直接又は日本語学校を経由して介護
福祉士養成施設に留学するケースが増加
することが見込まれることから、当該留
学生に対して、留学生の就労予定先の介
護施設等が支援する奨学金に係る費用の
一部を助成する。

【事業内容】
留学生に対して奨学金の給付等の支援

を行う介護施設等に対して、当該支援に
係る経費を助成。

２．外国人留学生及び特定技能１号外国人のマッチング支援事業

【目的】
介護福祉士養成施設と養成施設の留学希

望者、また、介護施設等と特定技能による
就労希望者等とのマッチングを適切に行う
ための経費を助成することにより、留学希
望者や特定技能による就労希望者の円滑な
受入支援体制の構築を図る。

【事業内容】

① マッチング支援団体が、外国人介護人
材の送り出し国において留学希望者や
特定技能による就労希望者に関する情
報収集を行うとともに、マッチング対
象となる双方に必要な情報を提供する

② 現地（海外）での合同説明会の開催等
のマッチング支援を行う など

＜留学生の支援例＞

○１年目：日本語学校
学費：月５万円
居住費：月３万円

○２年目 ３年目：介護福祉士養成施設
学費：月５万円
入学準備金：２０万円（初回に限る）
就職準備金：２０万円（最終回に限る）
国家試験受験対策費用：４万円（年額）
居住費：月３万円

補助率：１／３※

※受入介護施設等が留
学生に給付する奨学金
等の総額の１／３を補助

経費助成

受入介護施設等

１．外国人留学生への奨学金の給付等に係る支援事業

都
道
府
県
（
委
託
可
）

奨学金の
貸与・給付

留
学
生
（日
本
語
学
校
・養
成
施
設
）

留学・就労希望者等
※ベトナム、フィリピン、カ

ンボジア、中国、インド
ネシア、タイ、ミャンマー、
ネパール、モンゴル 等

・現地教育機関訪問
・候補者リストの作成
・候補者との面談
・ビデオレターの作成 等

①養成施設、介護施設等から
の情報収集

・受入れの意向の有無
・受入実績
・求める人材の確認
・特色あるカリキュラムや行事等の紹介
・施設のアピールポイント等の紹介
・ビデオレターの作成 等

①’養成施設、介護施設等から
の情報の提供

②’現地教育機関等からの情報の
提供

【送出国】 都道府県

③現地合同説明会等の開催
留学生候補者や特定技能入国希望者と、受入れを希望する日本の介護福祉士養成施設、
介護施設等の間でマッチングを行うため、現地で合同説明会等を開催する。

委
託

③現地合同説明会等のコーディネート
介護施設等

介護福祉士
養成施設

【日本】

協議体の設置など、
地域の関係団体等
と連携しながらマッ
チングを実施

マッチング
支援団体

②現地教育機関等からの情報の
提供
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【事業目的】
○ 外国人介護人材の受入れを検討するにあたりコミュニケーションや文化・風習への配慮等に不安がある、また、外国人介護人材に学

習支援や生活支援ができる体制が不十分であるといった実態が介護施設等においてみられる。
○ こうした実態を踏まえ、本事業では、介護施設等の不安を和らげるとともに外国人介護人材が介護現場で円滑に就労・定着できるよ

うにするため、介護施設等において外国人介護人材を受け入れるための環境整備等にかかる費用の一部を助成する。

外国人介護人材受入れ施設等環境整備事業
※地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）のメニュー

不安や抵抗感があ
る, 34.8%

不安や抵抗感が
ややある, 51.7%

特に不安や抵抗感は
ない, 9.0%

無回答, 4.5%

n=1,355

71.4%

69.1%

64.6%

47.1%

45.6%

45.3%

43.8%

42.4%

42.3%

39.8%

36.5%

30.5%

28.6%

27.2%

17.6%

2.3%

0.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

利用者や家族との         

他の職員との         

文化 風習への配慮

受入れにかかる費用

職場への定着 勤務継続

組織への順応性 協調性

       の不調

        における     

信仰上の配慮

受け入れる際に必要な事務手続き

仕事に対する姿勢

対応事項について全般的にわからない

介護技術の水準

食生活への配慮

関係機関との連携

その他

わからない
n=1,355

コミュニケーション支援

（出典）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社「外国人介護人材の受入れに関するアンケート調査」（平成30年10月1日時点調査）
（平成30年度厚生労働省老人保健健康増進等事業）

外国人介護職員を受け入れることへの不安や抵抗感＜外国人介護職員を受け入れたことがない施設＞

日本人職員、外国人介護職員、介護サービス利用者等の
相互間のコミュニケーション支援に資する取組

➢介護業務に必要な多言語翻訳機の導入に
かかる経費

➢多文化理解など外国人職員と円滑に働く
ための知識を習得するための講習会への
参加等にかかる経費 など

資格取得支援・生活支援
外国人介護人材の資格取得支援や生活支援の

体制強化に資する取組

➢介護福祉士資格取得を目指す外国人介護
職員に対する学習支援にかかる経費

➢外国人介護職員の生活支援、メンタルヘルス
ケアにかかる経費 など

教員の質の向上支援
介護福祉士養成施設における留学生への

教育・指導の質の向上に資する取組

➢留学生に適切な教育・指導を行うための教員の
質の向上に資する研修等にかかる経費 など

２ 事業の概要

離島等サービス確保対策事業

令和５年度当初予算案 12百万円（10百万円）※（）内は前年度当初予算額

【実施主体及び補助率】

⚫ 都道府県・指定都市・中核市

国１／２、都道府県等１／２

・ 地域医療介護総合確保基金のメニュー「離島、中

山間地域等における介護人材確保支援事業」と合わ

せて実施する場合

国３／４、都道府県等１／４

⚫ 市区町村

国１／２、都道府県１／４、市区町村１／４

・ 離島等地域で介護サービス確保等のために行う

事業を実施し、地域づくり加速化事業による伴走的

支援を受けている場合

国２／３、都道府県１／６、市区町村１／６

※ 実施主体は、「厚生労働大臣が定める特例居宅介護

サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準」

又は「厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域」に

掲げる地域を管轄する自治体に限る。地域の実情に応

じ、適切な事業運営が確保できると認められる団体等

に委託することも可能。

【事業実績】

⚫ 実施箇所数：17自治体（令和３年度）

○ サービス確保対策検討委員会の開催、離島等地域で活用できる国や都道府県の制度について周知
離島等地域の状況調査、阻害要因の把握、分析、サービスの確保・充実のための具体的事業の提示を行うほ

か、市区町村や事業者向けの説明会やパンフレットの作成等を実施。

○ 事業推進会議の開催、離島等地域で活用できる国や都道府県の制度についての周知
サービス確保対策検討委員会で提示された事業の実施に向けた準備を実施するほか、事業者向けの説明会の

開催やパンフレットの作成等を実施。

○ 介護サービスの提供体制を確立するための試行的事業の実施
サービスの提供体制を確立するための地域住民の参加と起業支援（ホームヘルパー養成等、介護人材の養

成・確保支援）、環境整備等の試行的事業を実施。

離島等地域で介護サービス確保等のために行う事業

○ 各自治体の実情に応じた介護サービス確保等のための事業の実施
高齢者の安心・安全で自立した生活が可能となるよう、次のような事業を実施。

介護人材の確保
介護従事者等が地元の学生等に対して、仕事内容ややりがいについて語り、進路相談等を行うことで、地

元の介護職に就職してもらうための動機付けとなるような機会を確保する事業

意見交換の場の提供
介護従事者をはじめとする多職種が連携して、サービス提供に当たっての情報共有を行うことを目的とし

て意見交換の場を提供する事業

サービス提供体制の確保＜拡充＞
離島地域に所在する介護施設・事業所に対して、介護従事者が利用する定期船が、荒天等により欠航した

場合に必要なサービス提供を行うなど、島内のサービス提供体制を確保するための事業

都道府県が行う事業

市区町村が行う事業

※上記赤字下線部は、令和５年度から明確化・追加。

３ 実施主体等

⚫ 離島等地域の実情を踏まえた介護サービス確保等のため、離島等におけるホームヘルパー養成など、人材の確保対策に重点をおき、

具体的な方策・事業の検討や試行的事業等を実施する。

１ 事業の目的
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介護福祉士修学資金の概要

○ 今後、必要となる介護人材等を着実に確保していくため、介護福祉士養成施設に通う学
生に対して修学資金の貸付等を実施し、地域の福祉・介護人材の育成及び確保並びに定着を
支援することを目的とする。

事業実施のイメージ

学校

介護福祉士養成施設入学者への修学資金貸付

【実施主体】都道府県 又は 都道府県が適当と認める団体

【補助率】定額補助（国9/10相当）

【対象者】介護福祉士養成施設修学者

【貸付額（上限）】

ア 学 費 5万円（月額）

イ 入学準備金 20万円（初回に限る）

ウ 就職準備金 20万円（最終回に限る）

エ 国家試験受験対策費用 4万円（年額）等

貸

付

・

支

援

借り受けた修学資金
を実施主体に返済。

都道府県
(都道府県社会福祉協議会等）

介護福祉士養成施設の学生 介護福祉士

途中で他産業に転職、

自己都合退職等

（国家試験合格後）介護福祉士資格の
登録を行い、福祉・介護の仕事に従事

５年間、福祉・介護の
仕事に継続して従事

⇒借り受けた修学資金
等の返済を全額免除。

福祉・介護の仕事

他産業に就職又は未就労

他産業への就職等

（※）   過疎地域、離島地域等（介護報酬上の加算が設けられている離島及び中山間地域等）については、３年間、
福祉・介護の業務に従事した場合、全額返還免除
（離島、中山間地域等は令和５年度から対象）

（※
）

○ 介護保険制度では、厚生労働省令で定める人員・設備・運営基準を満たした場合に、指定サービスとしてサービス
の提供を可能としている。

○ また、厚生労働省令で定める人員・設備・運営基準の一部を満たしていない場合においても、一定の基準を満たし
た場合に基準該当サービスとしてサービスの提供を可能としている。

○ さらに、指定サービスや基準該当サービスの確保が著しく困難な離島等の地域においても、市町村が必要と認める
場合、これらのサービスに相当するサービス（離島等相当サービス）として柔軟なサービスの提供を可能としている。

名称 提供する事業者 指定の効力等 保険給付

居
宅
サ
ー
ビ
ス

指定居宅
サービス

指定居宅サービス事業者
⇒ 指定基準を満たす事業者

全国 居宅介護サービス費

基準該当
居宅サービス

基準該当サービス事業者
⇒ 指定基準の一部を満たしていないが、
指定基準をふまえ、都道府県が条例で
定める基準に該当している事業者

市町村
（訪問介護、訪問入浴介護、
通所介護、短期入所介護、福
祉用具貸与、居宅介護支援）

特例
居宅介護サービス費

離島等の
相当サービス

離島等相当サービス事業者
⇒ 市町村の判断により、一定の質を持つ
居宅サービスに相当するサービスを提供
する事業者

離島等
（市町村の一部の場合あり）

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

指定地域密着型
サービス

指定地域密着型サービス事業者
⇒ 指定基準（又は市町村の基準）を満たす
事業者

原則として市町村
（利用者の経過措置あり）

地域密着型
介護サービス費

離島等の
相当サービス

離島等相当サービス事業者
⇒ 市町村の判断により、一定の質を持つ
地域密着型サービスに相当するサービス
を提供する事業者

離島等
（市町村の一部の場合あり）
（地域密着型介護老人福祉施
設生活介護を除く）

特例地域密着型
介護サービス費

離島等における介護サービス
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基準該当サービスの実施状況

○ 離島や中山間地域など事業者確保が困難な地域では、介護人材不足や特殊な地理的要件により、全ての
指定基準を満たすことが困難な場合がある。このため、指定居宅サービス事業者の要件（法人格、人員基準、
設備・運営基準）の一部を満たしていない事業者のうち、一定水準を満たすサービス提供を行う事業者について、
市町村がそのサービスを「基準該当サービス」として保険給付の対象とすることができることとしている。

○ 基準該当サービスの指定・提供の流れは以下のとおりであり、実施保険者は、38都道府県・207保険者
（全保険者の13.2％）。

実施保険者数 207（13.2％）

内
訳

居宅介護支援 37

訪問介護 81

同居家族に対するヘルパー派遣 4

訪問入浴介護 29

通所介護 32

福祉用具貸与 9

短期入所生活介護 102

介護予防支援 16

介護予防訪問入浴介護 10

介護予防福祉用具貸与 8

介護予防短期入所生活介護 59

基準該当サービスの実施保険者数

（出典）令和２年度老人保健健康増進等事業「離島等にお
ける介護サービス確保に向けた人材育成や自治体による支
援方策に関する調査研究事業」報告書及び令和２年度介護
保険事務調査（厚生労働省介護保険計画課調べ）

基準該当サービスの提供までの流れ

① 都道府県が条例で、基準該当サービスに関する基準を定める

→ 条例内容は、国が厚生労働省令で定めている基準をもとに、各自治体の
実情等を踏まえて定める。

②
市町村(保険者)は都道府県の条例に基づき、指定要件(人員基
準、設備・運営基準)の緩和内容をサービスごとに決定

③
規則等に従い、希望する事業所からの申請・登録等を経て、
基準該当サービスの提供を開始

【短期入所生活介護の場合】

従業者 ・医師１人以上
・介護職員又は看護職員は、利用
者３人に１人以上
(定員20人未満の併設事業所以
外は、うち１人常勤)

・医師は不要
・介護職員又は看護職員は、利用
者３人に１人以上
(常勤要件なし)

廊下幅 1.8m以上
(中廊下は2.7m以上)

車いすでの円滑な移動が可能な
廊下幅

居室面積 １人あたり10.65㎡ １人あたり7.43㎡

離島等相当サービスの実施状況

○ 指定居宅サービス・基準該当居宅サービスともに確保が著しく困難な離島等の地域では、人員基準、設備・運営基準を定めず、一定
の質を持つ居宅サービスに相当するサービスを、市町村が「離島等相当サービス」として保険給付の対象とすることができることとしている。

○ 離島等相当サービスの提供の流れや対象地域は以下のとおりで、実施保険者は、以下15都道県・25保険者（全保険者1.6％）。

北海道
奥尻町 香川県 高松市

西興部村 高知県 いの町

秋田県 上小阿仁村

長崎県

長崎市

山形県 酒田市 平戸市

福島県 鮫川村 五島市

東京都

檜原村 西海市

利島村 熊本県 天草市

小笠原村 鹿児島県 十島村

新潟県 粟島浦村

沖縄県

多良間村

滋賀県 近江八幡市 竹富町

岡山県 笠岡市 与那国町

山口県
萩市 沖縄県介護保険広

域連合岩国市

離島等相当サービスの提供までの流れ

市町村(保険者)が地域独自の基準として、指定要件の内容を
定める。

離島等相当サービスの実施保険者数、実施保険者

（出典）令和２年度老人保健健康増進等事業「離島等における介護サービス確保に向けた人材育成
や自治体による支援方策に関する調査研究事業」報告書及び令和３年度介護保険事務調査（厚生労
働省介護保険計画課調べ）

【離島等相当サービスにより緩和された指定基準の例】

訪問介護 ・訪問介護員の配置基準を「任意」とする。
・在宅で要介護３以上の同居者への家族介護をしている人を「み
なし事業者」とする。

訪問看護 ・看護職員の配置基準(常勤換算2.5人以上)を「常勤換算1.5
人以上」とする。

短期入所
生活介護

・医師、機能訓練指導員の配置基準を「任意」とする。
・医務室の配置を「任意」とし、その他の設備は通所介護事業所
の設備を活用することとする。

② 規則等に従い、希望する事業所からの申請・登録等を経て、
離島等相当サービスの提供を開始

実施保険者数 25（1.6％）

うち、ホームヘルプサービス ８

同居家族に対するヘルパー派遣 ０

うち、デイサービス 17

うち、ショートステイ ７

その他 ６

離島等相当サービスの対象地域

離島振興対策実施地域(離島振興法) 奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法)

振興山村（山村振興法） 沖縄の離島(沖縄振興特別措置法)

小笠原諸島（小笠原諸島振興開発特別措置法）

豪雪地帯、辺地、過疎地域等のうち、人口密度が希薄・交通が不便等によりサービス確
保が著しく困難な地域で厚生労働大臣が定める地域

①
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○ 令和２年の地方分権改革に関する提案募集における提案を踏まえ、小規模多機能型居宅介護について、地域の
特性に応じたサービスの整備・提供を促進する観点から、看護小規模多機能型居宅介護等と同様に、厚生労働省
令で定める登録定員及び利用定員の基準を、市町村が条例で定める上での「従うべき基準」（必ず適合しなけれ
ばならない基準であり、全国一律）から「標準基準」（通常よるべき基準であり、合理的な理由がある範囲内で、
地域の実情に応じて異なる内容を定めることが許容されるもの）に見直した。【法律改正、省令改正】

基準

地域の特性に応じた小規模多機能型居宅介護の確保

指定基準等 具体的な項目（例） 条例委任する場合の基準 改正後

定員

・利用することができる人数の上限
※（介護予防）小規模多機能型居宅介護の場合
登録定員：利用者登録することができる人数の上限
利用定員：通い・宿泊サービスごとの１日当たりの

利用者の数の上限

標準基準（看多機を含む）
※ ただし、（介護予防）
小規模多機能型居宅介護
等は、従うべき基準

標準基準（看多機を含む）
※ （介護予防）小規模多機能

型居宅介護も、標準基準とし
た。

本体事業所

登録定員 29人まで

通いの利用定員 登録定員の1/2～18人まで

泊まりの利用定員 通い定員の1/3～９人まで

【登録定員等】

※ 基準の考え方
・従うべき基準
→ 条例の内容は全国一律

・標準基準
→ 条例の内容は地方自治体に「合理的なもの」である

旨の説明責任あり
・参酌すべき基準
→ 基本的には地方自治体の判断で設定可能

＜改定前＞
登録定員、利用定員が「従うべき基準」となっている。

＜改定後＞
登録定員及び利用定員について、
「従うべき基準」から「標準基準」に見直した。

概要

※必要な法律上の措置を講じた上で、運営基準について所要の改正を行うもの

【小規模多機能型居宅介護★】

67



 

 

 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与
に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

第二 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。)に関する事項
２ 訪問介護費
（４）訪問介護の所要時間
① 訪問介護の所要時間については、実際に行われた指定訪問介護の時間ではなく、訪問介護計画において位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間と
すること。
② 訪問介護の報酬については、①により算出された指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間が、いずれの時間区分に該当するかをもって決定されるものである。訪問介護の所要
時間は、介護支援専門員やサービス提供責任者が行う適切なアセスメント及びマネジメントにより、利用者の意向や状態像に従い設定されるべきものであることを踏まえ、訪問介護
計画の作成時には硬直的な運用にならないよう十分に留意し、利用者にとって真に必要なサービスが必要に応じて提供されるよう配慮すること。

（平成12年３月１日 老企第36号）（抄）

８ 通所リハビリテーション費
（１）所要時間による区分の取扱い
① 所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、通所リハビリテーション計画に位置づけられた内容の指定通所リハビリテーションを行うための標準的な時間によることとして
いる。そのため、例えば、単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合は、指定通所リハビリテーションの
サービスが提供されているとは認められないものであり、この場合は当初計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数を算定すること（このような家族等の出迎え等までの間のい
わゆる「預かり」サービスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支えない。）。

７ 通所介護費
（１）所要時間による区分の取扱い

所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、通所介護計画に位置づけられた内容の通所介護を行うための標準的な時間によることとされたところであり、単に、当日の
サービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合は、通所介護のサービスが提供されているとは認められないものであるこ
と。したがって、この場合は当初計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数が算定されるものであること（このような家族等の出迎え等までの間の「預かり」サービスについては、
利用者から別途利用料を徴収して差し支えない。）。

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用
の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

(平成18年３月31日老計発第0331005号・
老振発第0331005号・老老発第0331018号)（抄）

第二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項
３の２ 地域密着型通所介護費
（１）所要時間による区分の取扱い

所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、地域密着型通所介護計画に位置付けられた内容の地域密着型通所介護を行うための標準的な時間によることとされたと
ころであり、単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合は、地域密着型通所介護のサービスが提供
されているとは認められないものであること。したがって、この場合は当初計画に位置付けられた所要時間に応じた所定単位数が算定されるものであること（このような家族等の出迎え等
までの間の「預かり」サービスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支えない。）。

４ 認知症対応型通所介護費
（１）所要時間による区分の取扱い

３の２（１）を準用する。

訪問介護等における所要時間の考え方

離島・中山間地域等に対する報酬加算

○ 訪問系・通所系サービスについては、中山間地域等に事業所が所在する場合や居住している利用者に対して
サービスを提供した場合、介護報酬における加算で評価している。

（１）特別地域加算

概要 厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。（15／100）

対象サービス 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、居宅介護支援、定期
巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

対象地域 ①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島
⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の利用によりサービスの確保が
著しく困難な地域

（２）中山間地域等における小規模事業所加算

概要 厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。（10／100）

対象サービス 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、居宅介護支援、定期
巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

対象地域 ①豪雪地帯及び特別豪雪地帯 ②辺地 ③半島振興対策実施地域 ④特定農山村 ⑤過疎地域
（特別地域加算対象地域は除く。）

（３）中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

概要 厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合に
算定。（５／100、(１)(２)と同時算定可。）

対象サービス 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福
祉用具貸与、居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認
知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

対象地域 ①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③豪雪地帯及び特別豪雪地帯 ④辺地 ⑤振興山村 ⑥小笠原諸島
⑦半島振興対策実施地域 ⑧特定農山村地域 ⑨過疎地域 ⑩沖縄の離島

※下線は、令和３年度介護報酬改定において新たに対象となったサービス
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○ 離島等地域においては、訪問系・多機能系の介護サービスを利用した場合、介護報酬に15％相当の特別地域
加算が行われ、利用者負担も増額されることになる。

○ このため、離島等の地域の利用者負担について、他地域との均衡を図る観点から、低所得者の利用者負担額
の１割分を減額（通常10％の利用者負担を９％に軽減）するもの。

離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業

事業内容

○ 市町村

実施主体

○ 減額分について、社会福祉法人等が利用者に代わって負担した上で、その負担総額の１／２について、助成を
行う（国１／２、都道府県１／４、市町村１／４）。

補助内容

令和５年度当初予算案 7,762千円
令和４年度当初予算額 7,762千円

〇 中山間地域等においては、訪問系・多機能系の介護サービスを利用した場合、介護報酬に10％相当の加算が
行われることから、利用者負担も増額されることになる。

〇 このため、中山間地域等の地域の利用者負担について、他地域との均衡を図る観点から、低所得者の利用者
負担額の１割分を減額（通常10％の利用者負担を９％に軽減）するもの。

中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担額軽減措置事業

事業内容

○ 市町村

実施主体

○ 減額分について、社会福祉法人等が利用者に代わって負担した上で、その負担総額の１／２について、助成を
行う（国１／２、都道府県１／４、市町村１／４）。

補助内容

令和５年度当初予算案 ３５２千円
令和４年度当初予算額 ３５２千円
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地域医療介護総合確保基金を活用した介護施設等の整備

１．地域密着型サービス施設等の整備への助成
① 可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域密着型サービス施設・事業所等の整備（土地所有者（オーナー）が施設運営法人に有償で貸し
付ける目的で整備する場合や、改築・増改築を含む）に対して支援を行う。
（対象施設） 地域密着型特別養護老人ホーム（併設されるショートステイ用居室を含む）、小規模な老人保健施設、小規模な介護医療院、小規模な養護老人ホーム、小規模な特定施設（ケアハウ

ス、介護付きホーム（有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅））、都市型軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応

型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型デイサービスセンター、介護予防拠点、地域包括支援センター、生活支援ハウス（離島・奄美群島・山村・水源地域・

半島・過疎地域・沖縄・豪雪地帯に係る振興法や特別措置法に基づくものに限る）、緊急ショートステイ、施設内保育施設

※定員30人以上の広域型施設の整備費については、平成18年度より一般財源化され、各都道府県が支援を行っている（介護医療院を含む）。

② 上記対象施設を合築・併設を行う場合に、それぞれ補助単価の５％加算を行う。
③ 空き家を活用した地域密着型サービス施設・事業所等の整備について支援を行う。
④ 介護離職ゼロ50万人受け皿整備と老朽化した広域型施設の大規模修繕を同時に進めるため、介護離職ゼロ対象サービス(※)を整備する際に、あわせて行う
広域型特別養護老人ホーム等の大規模修繕・耐震化について支援を行う。＜令和５年度までの実施＞

※特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、
特定施設（ケアハウス、介護付きホーム）。いずれも定員規模を問わない。

⑤ 一定の条件の下で、災害レッドゾーン・災害イエローゾーンに立地する老朽化等した広域型介護施設の移転建替（災害イエローゾーンにおいては現地建
替も含む。）にかかる整備費の支援を実施。

２．介護施設の開設準備経費等への支援
① 特別養護老人ホーム等の円滑な開設のため、施設の開設準備（既存施設の増床や再開設時、大規模修繕時を含む）に要する経費の支援を行う。

※定員30人以上の広域型施設を含む。広域型・地域密着型の特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室を含む。

※「大規模修繕時」は、施設の大規模修繕の際に、あわせて行う介護ロボット、ICTの導入支援に限る。＜令和５年度までの実施＞

※介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発のための取組についても支援を行う。

② 在宅での療養生活に伴う医療ニーズの増大に対応するため、訪問看護ステーションの大規模化やサテライト型事業所の設置に必要な設備費用等につ
いて支援を行う。

③ 土地取得が困難な地域での施設整備を支援するため、定期借地権（一定の条件の下、普通借地権）の設定のための一時金の支援を行う。

④ 施設整備候補地（民有地）の積極的な掘り起こしのため、地域の不動産事業者等を含めた協議会の設置等の支援を行う。また、土地所有者と介護施
設等整備法人のマッチングの支援を行う。

⑤ 介護施設で働く職員等を確保するため、施設内の保育施設の整備、介護職員用の宿舎の整備＜令和５年度までの実施＞に対して支援を行う。

３．特養多床室のプライバシー保護のための改修等による介護サービスの改善
① 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室における多床室のプライバシー保護のための改修費用について支援を行う。
② 特別養護老人ホーム等のユニット化改修費用について支援を行う。
③ 介護療養型医療施設等から老人保健施設等（介護医療院を含む）への転換整備について支援を行う。
④ 施設の看取りに対応できる環境を整備するため、看取り・家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修費用について支援を行う。
⑤ 共生型サービス事業所の整備を推進するため、介護保険事業所において、障害児・者を受け入れるために必要な改修・設備について支援を行う。

対象事業

※１～３を行う施設・事業所等が、特別豪雪地帯又は奄美群島・離島・小笠原諸島に所在する場合は、補助単価の８％加算が可能。

○ 地域包括ケアシステムの構築に向けて、都道府県計画に基づき、地域密着型サービス等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の
整備を促進するための支援を行う。

令和５年度予算案（令和４年度当初予算額）：352億円（ 412億円）
※国と都道府県の負担割合２／３、 １／３

※赤字が令和５年度拡充分

70



11．公的介護保険外サービスについて  

（１）保険外サービスの活用促進に向けて 

高齢者の多様な生活支援等のニーズに対応するためには、介護保険制度に基づくサービ

スに加え、保険外サービスを活用することも重要である。介護保険サービスと保険外サー

ビスを組み合わせて提供する場合の取扱いについては「介護保険サービスと保険外サービ

スを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」（平成 30 年９月 28 日付厚生労働省老

健局総務課認知症施策推進室長・高齢者支援課長・振興課長・老人保健課長通知）におい

てお示しし、適切な運用に努めるようお願いしているところである。 

また、地方自治体によっては、地域の保険外サービスに関する情報が把握・整理されて

いないなどの様々な課題により、保険外サービスの活用が進んでいない例も見られるため、 

①  平成 27 年度に予算事業により事例集としてとりまとめられた「地域包括ケアシス

テム構築に向けた公的介護保険外サービスの参考事例集」（保険外サービス活用ガイ

ドブック） 

②  平成 29 年度老人保健健康増進等事業により、保険外サービスを活用する際の課題

を乗り越えるポイントについてとりまとめられた「地方自治体における地域包括ケア

システム構築に向けた「保険外サービス」の活用に関するポイント集・事例集」 

③ 令和元年度老人保健健康増進等事業により、ケアマネジャー、地域包括支援センタ

ー、自治体職員等が保険外サービスに関する情報提供を行う際の参考となるように、

高齢者・家族のニーズ別の保険外サービスの活用方法や、使用例等についてとりまと

められた「QOL を高める 保険外（自費）サービス活用促進ガイド」の活用に関するポ

イント集・事例集」 

を改めて有効活用・周知いただきたい。 

なお、今年度の老人保健健康増進等事業において、生活支援コーディネーターや協議体

が地域内外の保険外サービスを積極的に発信した事例や保険外サービスを活用して地域課

題を解決した事例等を収集しており、準備出来次第、成果物として周知する予定であるの

でご承知おき願いたい。 

さらに、生活支援体制整備事業の協議体や地域ケア会議、他分野の会議体等を活用して、

多様な主体(医師会、NPO 法人、民間企業、自治体、社協、生協等)が連携し、事業者の把握

や高齢者のニーズの共有、適正な価格の保険外サービスの確保・普及、保険外サービスを

提供する事業所のリストの整備等、地域の受け皿整備に向けた保険外サービスの一層の促

進をお願いする。 

※ 参照先 

① 「地域包括ケアシステム構築に向けた公的介護保険外サービスの参考事例集」（保

険外サービス活用ガイドブック） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000119256.html 

 

② 「地方自治体における地域包括ケアシステム構築に向けた「保険外サービス」の活

用に関するポイント集・事例集」 

https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=32549 

 

③ 「「QOL を高める 保険外（自費）サービス活用促進ガイド」の活用に関するポイ

ント集・事例集」 

https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=36043 
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（２）介護保険サービスと保険外サービスの同時一体提供について 

「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」

において、介護保険サービスと保険外サービスを同時一体的に提供することは認められて

いないところである。一方で、例えば、訪問介護事業所によるサービスの提供にあたり、

要介護認定を受けていない家族の食事について、訪問介護員が配食サービスとして弁当を

届けるといったサービスは、当該訪問介護員による要介護者へのサービス提供と明確に区

分できることから対応可能である。その際、「介護保険サービスと保険外サービスを組み

合わせて提供する場合の取扱いについて」の「３．訪問介護と保険外サービスを組み合わ

せて提供する場合の取扱い」や、居宅への移動に係る費用については介護報酬により評価

されていることから請求できず、弁当の代金や購入にかかる手間などに係る費用が請求可

能である点等に留意いただきたい。 

なお、令和３年度の同時一体提供に係る調査研究事業では、ヤングケアラーに対する支

援として、同時一体提供を限定的に行うことも議論されたが、世帯について多様なあり方

があるなかで、収入や家族構成等により利用できる対象者を限定するという考え方は、公

平性を欠く可能性があり、利用可否を分けることは適切とは言い難いとされた。 

なお、ヤングケアラーに対する支援については「ヤングケアラーの支援に向けた取組へ

の御協力について（依頼）」（令和４年９月 20 日付け事務連絡）により関連施策の周知

を行ったところである。同事務連絡の内容を踏まえ、ケアマネジャー等を含む多機関・多

職種連携による支援に取り組んでいただくとともに、訪問介護サービスの生活援助に関

し、ヤングケアラーを含む同居家族がいることをもって一律に本人への生活援助が位置付

けられないものではないこと等について適切な周知に努められたい。 

 

 

 

（３）身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応について 

高齢者の単身世帯が増加していることを背景に、主に一人暮らしの高齢者等を対象とし

た、身元保証や日常生活支援、死後事務等に関するサービスを提供する事業形態の需要が

高まっている一方で、指導監督に当たる行政機関が必ずしも明らかではなく、また、利用

者からの苦情についてもほとんど把握されていないことから、消費者委員会において、平

成 29 年 1 月 31 日に、当該事業に係る消費者被害を防止する観点から、「身元保証等高齢

者サポート事業に関する消費者問題についての建議」が取りまとめられた。 

当該建議に対応するため、老健局では「地域包括ケアシステムの構築に向けた公的介護

保険外サービスの質の向上を図るための支援の在り方に関する研究事業」により利用者に

対する支援の在り方について報告書を取りまとめたほか、「介護保険施設等における身元

保証人等に関する調査研究事業」でも報告書をとりまとめ、その内容等を踏まえ、①各市

町村や地域包括支援センターにおける、身元保証等高齢者サポート事業に関する相談を受

けた場合の取扱い、②介護保険施設への入所等希望者に身元保証人等がいないことは、サ

ービス提供を拒否する正当な理由には該当しないことを「市町村や地域包括支援センター

における身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応について」（平成 30 年８

月 30 日付厚生労働省老健局高齢者支援課長・振興課長通知）で示しているところであ

る。 

また、「身元保証などの高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルにご注意」 
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（令和元年５月 30 日付 独立行政法人国民生活センター報道発表資料）において、身元保

証等高齢者サポートサービスをめぐる消費者トラブル防止のため、相談事例の紹介や消費

者への注意喚起を実施していることから、適切な運用に努められたい。 

なお、医療分野の身元保証や家賃の債務保証等については、厚生労働省医政局や国土交

通省においても下記を示ししているので、都道府県におかれては参考とされたい。 

① 医療機関への入院に際し、身元保証人等がいないことのみを理由に、医師が患者の入

院を拒否することは、正当な理由には該当しないことを「身元保証人等がいないことの

みを理由に医療機関において入院を拒否することについて」（平成30年４月27日付 厚

生労働省医政局医事課長）にて周知している。 

② 身寄りがない人や判断能力不十分で医療に係る意思決定が困難な人が安心して医療を

受けられるよう、医療機関に勤務する職員を対象に「身寄りがない人の入院及び医療に

係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドラインの発出について」（令和元年６

月３日付厚生労働省医政局総務課長通知）にてお示ししている。 

③ 賃貸住宅の賃借人その他の者の利益の保護を図ることを目的に、一定の要件を満たす

家賃債務保証業者を国に登録し、その情報を公表することにより、家賃債務保証業者選

択の判断材料として活用することが可能となる家賃債務保証業者の登録制度を創設して

いる。（平成29年10月25日国土交通省告示） 

 

※ 参照先 

① 地域包括ケアシステムの構築に向けた公的介護保険外サービスの質の向上を 

図るための支援の在り方に関する研究事業 

  https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=32522 

 

② 「市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関する

相談への対応について」 

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-

files/documents/2018/0831091312359/ksvol676.pdf 

 

③ 「身元保証などの高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルにご注意

https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20190530_1.pdf 

73



12．地域における高齢者の健康・生きがいづくりの推進について 

（１）老人クラブ活動の促進等 

① 老人クラブの活動について 

老人クラブは、地域を基盤とする高齢者自身の自主的な活動組織であるとと

もに、全国約９万ヶ所にも及ぶ通いの場であり、多くの高齢者が集われ、その

つながりを基盤として、スポーツや文化活動をはじめ、子どもや高齢者への見

守り・生活支援、交通安全や悪徳商法の被害防止に関する活動など、幅広い取

組に広がっている。 

その活動内容は、高齢者の閉じこもり予防や次世代育成支援、地域の再構築

等の社会を取り巻く様々な問題に対応した多様なものであり、これらの活動を

通じて、高齢者の健康を維持し、人生を豊かにし、さらには地域の支え合いの

輪を広げていくものであることから、人生 100 年時代、生涯現役社会の実現に

直接つながる重要な取組であると考える。 

老人クラブは、全国各地に活動組織を展開するとともに、全国規模の民間団

体ネットワークとしても有数のものであり、公益財団法人全国老人クラブ連合

会では、平成 27年 3月に「新地域支援事業に向けての行動提案」（以下「行動

提案」という。）を示し、老人クラブで活動する高齢者が地域の実情に応じて

介護予防・生活支援サービスの担い手になるための取組を進めているところで

ある。（資料 13－１） 

各都道府県におかれては、上記老人クラブ活動の意義・有効性等について再

認識され、管内市町村に対し上記「行動提案」の内容を周知するとともに、協

議の場（協議体）への老人クラブの参加を検討することを求めるなど、老人ク

ラブ活動の促進についてご配慮願いたい。 

なお、今年度は老人クラブの全国組織である全国老人クラブ連合会の創立か

ら 60周年にあたり、令和４年 11月８日に国技館において、天皇皇后両陛下等

のご臨席を賜り、全国老人クラブ連合会創立 60 周年記念全国老人クラブ大会

が開催され、多年にわたり老人クラブの発展向上にご尽力された育成功労者や

クラブ、連合会に対して厚生労働大臣表彰などが行われた。 
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② 在宅福祉事業費補助金（高齢者地域福祉推進事業）令和５年度予算案につい

て 

令和５年度予算案においては、老人クラブ活動に必要な所要額(24.1 億円)の

予算を計上しており、以下の事業への助成にも活用することが可能である。 

 ・ 介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）のサービス提供者として

老人クラブを想定している市区町村において、老人クラブが実施するその

準備や試行的なサービス提供に係る経費への助成を行う事業 

・ 老人クラブが、総合事業とは別の形で生活支援サービスの担い手として

活動をしており、その活動費に対しての助成を行う事業 

・  中央や都道府県、指定都市において老人クラブ活動のリーダーを養成す

る研修への参加費用（旅費等） 等 

 

③ 在宅福祉事業費補助金（高齢者地域福祉推進事業費）による単位老人クラブ

への補助について 

国庫補助の対象となる老人クラブの会員規模については、会員の高齢化等に

より会員数が減少して要件に満たないクラブが発生していることを踏まえて、

実施要綱（下記抜粋参照）において既に弾力的な運用を認めているところであ

る。実施要綱に記載されている、「その他特別の事情」については、これまでお

おむね 30人以上の会員により適正に運営されてきたクラブが、諸般の事情によ

り会員が減少したものの、今後も継続的な活動が見込まれると市町村が認める

場合には、引き続き補助対象として差し支えないので、「おおむね 30 人以上」

という基準を一律に適用することのないようにご配慮願いたい。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、従前通りの活動ができず、

新たな会員加入に向けた取組も困難な状況となり、一時的に基準を下回る場合

も想定されるが、この場合も「その他特別の事情」に該当するものと考えられ

るため、併せてご配慮願いたい。 
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なお、単位老人クラブは地域の高齢者の身近な通いの場であり、一度解散し

た老人クラブが活動を再開することは難しいと考えられるため、各都道府県に

おかれては、老人福祉法の規定も踏まえ、生きがいづくり及び健康づくり活動

を担う都道府県老人クラブ連合会、市町村老人クラブ連合会、単位老人クラブ

を「地域の重要な社会資源」として認識していただき、ご理解の上所要の財源

措置等にご配慮願いたい。 

 

④ 地域の支え合い・助け合い活動のための事務手続き等支援事業（事務お助け

隊） 

（地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）） 

老人クラブなど、互助の取組を行う団体が、構成員の高齢化等により、会計

処理、事業報告、補助金申請などの事務作業が困難となり、活動の継続が難し

い場合があることから、事務手続き等に詳しい者（企業退職者、事務経験のあ

る者、税理士、社会保険労務士等）が、「事務お助け隊」として事務作業をサ

ポートすることにより、地域の支え合い・助け合い活動の立ち上げや活動の継

続・活性化を支援する事業について、令和２年度より地域医療介護総合確保基

金（介護従事者確保分）のメニューに位置づけた。 

高齢者の日常生活を支援する住民組織等の活動継続、担い手確保の観点か

ら、各都道府県においては管内の市区町村の状況を踏まえつつ、当該事業を積

（参考１）老人クラブ活動事業の実施について（厚生労働省老健局長通知：抜粋） 

    １ 組織について 

     イ 会員の規模 

おおむね30人以上とする。 

ただし、山村、離島などの地理的条件、その他特別の事情がある場合は、

この限りではない。 

（参考２）老人福祉法（抜粋） 

第十三条   地方公共団体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レク

リエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事

業（以下「老人健康保持事業」という。）を実施するように努めなければな

らない。  

   ２   地方公共団体は、老人の福祉を増進することを目的とする事業の振興を図

るとともに、老人クラブその他当該事業を行う者に対して、適当な援助をす

るように努めなければならない。 
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極的に活用いただきたい。（資料 13－２） 

なお、これと同時に管内の単位老人クラブにおける市町村への報告書類の

作成状況等を踏まえながら、必要に応じて提出物、記載内容の簡素化等につ

いてもご配慮願いたい。 

 

（２）高齢者生きがい活動促進事業について 

企業を退職した高齢者等が地域社会の中で役割をもっていきいきと生活できるよ

う、有償ボランティア活動等による一定の収入を得ながら自らの生きがいや健康づく

りにもつながる活動を行い、同時に介護予防や生活支援のサービス基盤となる活動を

促進するため「高齢者生きがい活動促進事業」を実施し、活動の立ち上げを支援して

いるところである。（資料 13－３） 

具体的には、見守り・配食等の生活支援など、地域包括ケアシステムの構築に資す

る高齢者自らの社会参加、生きがいづくりの活動を行う住民組織やＮＰＯ法人等団体

の立ち上げ及び活動拠点の初度設備整備に必要な経費（１カ所あたり 100 万円以内、

１回限り）について支援を行っている。 

なお、令和２年度より、農作業を通じて高齢者が地域交流しながら生き生きと活動

することができる農福連携に資する取組を実施する場合については、補助額を 1カ所

あたり 200 万円以内（１回限り）としているので、積極的に活用いただきたい。 

また、令和５年度予算案では、予算額を増額（令和 5年度 4,400 万円←令和 4年度

2,000 万円）するとともに、国の委託事業として今年度より実施している地域づくり

加速化事業により、伴走的支援を受けた市区町村において、その課題解決に資する取

組に対して補助を行うものである場合は補助対象数を拡充することとしている。また、

中山間地域等の農山漁村において、地域資源やデジタル技術を活用した取組みを行う

場合の優先採択枠を設けることとしている。具体的には追って要綱等によりお示しす

る予定である。 

本事業は、定額補助（国 10/10）であり、地域で活動するボランティア団体やＮＰ

Ｏ団体が対象となることから、都道府県におかれては、実施主体である市町村に対す

る早めの周知や地域への情報提供にかかる支援についてご配慮願いたい。 
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（３）全国健康福祉祭（ねんりんピック）等について 

① ねんりんピックへの積極的な取組みについて 

      高齢者の社会参加、健康づくりや地域間、世代間の交流は、活力ある長寿社

会の形成に今後とも欠くことのできない重要な取り組みである。各自治体にお

いては、ねんりんピックをはじめ、多様な健康関連イベント、福祉・生きがい

関連イベント等にできるだけ多くの高齢者の方々が参加できるよう、「明るい

長寿社会づくり推進機構」や各種団体とともに参加の機会の確保等について特

段の御配慮をお願いする。 

      また、多くの自治体にあっては、地方版ねんりんピックの開催に努力されて

いると承知しており、健康増進、文化活動の推進を図る観点から、引き続き積

極的な取組みについてもご配慮願いたい。     

 

② ねんりんピック愛
え

顔
がお

のえひめ2023について 

       令和４年度は、神奈川県で第34回全国健康福祉祭神奈川・横浜・川崎・相模

原大会(ねんりんピックかながわ2022)が３年ぶりに開催された。令和５年度は

愛媛県において開催を予定していることから、各都道府県等におかれては引き

続き大会へのご支援・ご協力をお願いする。 

 

    【第35回全国健康福祉祭えひめ大会（ねんりんピック愛
え

顔
がお

のえひめ2023）の 

概要】 

      ・テーマ ねんりんを 重ねた愛
え

顔
がお

 伊予に咲く 

      ・期 日  令和５年10月28日（土）～10月31日（火） 

      ・会 場  松山市をはじめ11市９町 

 

       選手募集については、「第 35 回全国健康福祉祭えひめ大会の概要（資料 13

－４）」を参照されたい。また、できる限り多くの選手が参加できるよう管内

関係機関への周知についてご協力いただきたい。 

 

③ 今後の開催予定について 

  昭和63年から始まった「全国健康福祉祭」も、令和５年度のえひめ大会で35
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回目を数え、延べ約1,500万人の選手・観客の方々に御参加いただいており、

全国的なイベントとして定着し、活力ある長寿社会の形成だけでなく、地域の

活性化にも大きく貢献する魅力的な大会に発展したところである。 

  「人生１００年時代」を迎えようとしている中で、多くの高齢者の方々が生

きがいを持って社会参加している姿を全国に知っていただく絶好の機会である

ことから、今後も継続して開催することとしており、全ての都道府県で開催し

、盛況な大会としていくことを考えている。このため、未開催の都県において

は、趣旨を御理解いただき、開催地の魅力を全国に発信できる絶好の機会であ

ることからも、開催に向けて積極的に検討願いたい。（資料13－５） 

      

     第35回（2023年度） 愛媛県 

     第36回（2024年度） 鳥取県 

     第37回（2025年度） 岐阜県 

     第38回（2026年度） 埼玉県 

 

 

 

   ④ 「明るい長寿社会づくり推進機構」との連携について 

47都道府県に設置されている「明るい長寿社会づくり推進機構」は、高齢

者の生きがいと健康づくりの推進を図るため、①組織づくり、②人づくり、③

気運づくりを積極的に推進してきたところであり、特にねんりんピックの開催

にあたっては､選手派遣等においてご尽力いただいているところである。 

    各都道府県においては、老人クラブ連合会など高齢者の生きがいづくりや健

康づくりに取り組む団体と明るい長寿社会づくり推進機構との連携促進を積極

的に図り、高齢者の生きがいづくりや健康づくりの推進にご配慮願いたい。 

    また、地域の課題解決には高齢者の地域での社会参加活動を促進していくこ

とも重要であることから、各都道府県においては明るい長寿社会づくり推進機

構と市町村や地域包括支援センターとの連携体制づくり等についてもご配慮願

いたい。  

ねんりんピック愛
え

顔
がお

のえひめ2023 

マスコットキャラクター みきゃん 
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「新地域支援事業」に向けての行動提案 抄
～老人クラブ・高齢者が介護予防・生活支援の担い手に～

公益財団法人全国老人クラブ連合会

○ 介護保険制度の見直しにより、市区町村は要支援者に対して、平成27年度から３年間において独自の新地域支援事
業に取り組み、対応しなければならないことになりました。

○ 老人クラブが行う事業（活動）が、高齢者の在宅生活を支える「新地域支援事業」に取り入れられるよう、関係者との
協議に努めましょう。

１．市区町村老連は本年度（26年度）中に市区町村行政の対応計画を把握し、首長や担当者に老人クラブの事業（活動）
について説明し、新地域支援事業との関連を再認識してもらうようにしましょう。

（１）市区町村からの説明への対応
新地域支援事業が始まる平成２７年に向けて、各市区町村では早急に取り組みの計画を作成し、住民・団体による

「助け合い活動のめざすもの」について様々な機会を通じて説明・相談し、参画の呼びかけが行われるものと思われ
ます。老人クラブの事業（活動）について充分理解してもらう必要があります。

（２）協働の場（協議体）への参加
市区町村内の高齢者のニーズを把握し、計画を策定し、運営していくため、関係者が連携・協力していく必要があり

ます。そのための場として「協議体」の設置が進められると思われます。協議体への参画によって、老人クラブ事業（活
動）は多様な関係者にも理解され、連携が深まります。

２．老人クラブの事業（活動）が新地域支援事業に取り入れられるよう積極的に働きかけましょう。

（１）老人クラブ活動を活かした介護予防・生活支援活動
老人クラブでは地域の支援を必要とする会員・高齢者を対象に、声掛け、安否確認、話し相手、ごみ出し、外出支

援等の友愛活動に取り組んできました。
この経験を活かし、新地域支援事業の理念の共有に努め、介護予防・生活支援サービスの担い手として、行政や

住民・関係者と協働した活動を進めましょう。

資料13－１

 

 

（２）老人クラブによる介護予防・生活支援サービス

支援を必要とする高齢者のニーズによっては、介護予防・生活支援サービスを事業化して老人クラブがこれを担う
ことが考えられます。例えば、毎日の家事援助、外出支援、配食など日常的な支援や健康教室、体力測定等の定期
的な支援の中には、事業化することによって、より質の高いサービスや多様なサービスの提供を可能にすることも考
えられます。

（３）その他の具体的な事例

・多様な通いの場
⇒交流サロン・喫茶室、趣味サークル、健康教室、体力測定、介護予防教室、等

・多様な生活支援
⇒声掛け、安否確認（電話訪問）、見守り、話し相手、お知らせ届け等情報提供、
⇒高齢者詐欺被害防止、防火・防犯・防災や災害避難協力、
⇒付添い（通院・買物・墓参・サロンや集会所やクラブ活動場所等への同行）、
⇒軽作業（電球・電池・水道パッキン等交換、重量物や高所物の移動、障子張替え、雑草刈り、植木剪定、簡単な家

の補修、等）
⇒家事手伝い（掃除、窓拭き、草むしり、ゴミだし、布団干し、等）、
⇒買物や諸手続き代行、配食、移送サービス、等

３．新地域支援事業に取り組むことで、老人クラブ活動が一層活性化され「１００万人会員増強運動」に弾みをつけること
になります。

新地域支援事業は、高齢者が住み慣れた自宅・地域でできる限り暮らし続けていけるようにする「福祉のまちづくり」の
取り組みでもあります。

公的な介護保険制度に加えて、住民参加型の生活支援サービスが、地域ごとの実情に応じて拡大・進展することによ
り、高齢者だけでなく、子どもや障がいのある人、全ての世代にとっての「福祉のまちづくり」につながります。老人クラブ
はこれまでも「健康・友愛・奉仕」を基本に、地域で助け合い・支え合いの活動を行ってきました。

老人クラブが新地域支援事業の担い手として、会員のみならず地域の高齢者による支援の輪を広げることは、現在す
すめている「１００万人会員増強運動」の成果にもつながるものと期待されます。
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地域の支え合い・助け合い活動のための事務手続き等支援事業（事務お助け隊）
（地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分））

老人クラブなど、互助の取組を行う団体が、構成員の高齢化等により、会計処理、事業報告、補助金申請など
の事務作業ができないために活動の継続が難しい場合、事務手続き等に詳しい者（企業退職者、事務経験の
ある者、税理士、社会保険労務士等（※））が、「事務お助け隊」として事務作業をサポートすることにより、地域
の支え合い・助け合い活動の立ち上げや活動の継続・活性化を支援する。
※資格等に関わらず、自身の経験で得られたスキルやノウハウを活かして社会貢献を希望する者など

ボランティア活動を実施していく上で
毎年度必要な事務作業が難しく、活動
の継続が難しくなってきた

事務お助け隊が各種書類作
成支援や事務負担を軽減

地域の支え合
い・助け合い
活動が継続

事業内容（例）

○互助団体の活動継続に必要な各種書類作成
・会計処理、事業報告書、補助金申請書、広報
誌等の作成をサポート

○互助団体の事務の効率化、事務負担の軽減に
つながる助言等

・誰でも対応ができる簡易な事務マニュアルの
作成、事務負担軽減につながる機器（パソコン
等）の活用 等

○互助団体と「お助け隊メンバー」のマッチング
・「事務お助け隊」の募集、連絡・管理
・団体の困りごとに対応できる「事務お助け隊」
のメンバーを選定 など

○その他、互助団体の活動継続・活性化に必要
な支援

1

資料13－２

 

【資料 13－３】 
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第 35回全国健康福祉祭えひめ大会の概要 

 

  選手の募集を行う種目を中心に記載したものであり、全国健康福祉祭全般の詳細については、別途大会実行委員

会から送付される「開催要領」を参照願いたい。 

 

１ 会 期    令和５年 10 月 28 日（土）～ 31 日（火） 

 

２ 募集チーム数等 

（１） スポーツ交流大会 

 

  

（資料13－４）

卓 球 ６０歳以上

１チーム８人以内（監督1、選手6［男３女３］、登録選手８以内）
各道府県（４５）・政令指定都市（２０）各１チーム
東京都２チーム
愛媛県５チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計７２チーム

1人１，０００円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

テ ニ ス ６０歳以上

１チーム９人以内（監督1、選手６［男４女２］、登録選手８以内）
各道府県（４５）・政令指定都市（２０）各１チーム
東京都２チーム
愛媛県５チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計７２チーム

1人１，０００円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

ソ フ ト テ ニ ス ６０歳以上

１チーム９人以内（監督1、選手６［男３女３］、登録選手８以内）
各道府県（４５）・政令指定都市（２０）各１チーム
東京都２チーム
愛媛県３チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計７０チーム

1人１，０００円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

ソ フ ト ボ ー ル ６０歳以上

１チーム１５人以内（監督１、選手９、登録選手１５以内）
各道府県（４５）・政令指定都市（２０）各１チーム
東京都２チーム
愛媛県３チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計７０チーム

1人１，０００円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

ゲ ー ト ボ ー ル ６０歳以上

１チーム９人以内（監督１、選手５［女２～４］、登録選手８以内）
各道府県（４５）・政令指定都市（２０）各３チーム
東京都６チーム
愛媛県３チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合計２０４チーム

1人１，０００円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

ペ タ ン ク ６０歳以上

１チーム４人以内（監督１、選手３［女１以上］、登録選手４以内）
各道府県（４５）・政令指定都市（２０）各１チーム
東京都２チーム
愛媛県５チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計７２チーム

1人１，０００円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

ゴ ル フ ６０歳以上

１チーム３人（ハンディキャップ２５以内）
各道府県（４５）・政令指定都市（２０）各１チーム
東京都２チーム
愛媛県３チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計７０チーム

1人１，０００円
プレー代は
別途徴収

各都道府県
・政令指定
都市の推薦

マ ラ ソ ン ６０歳以上
各道府県（45）・政令指定都市（20）各６人（３・５・10㎞各２）
東京都12人（３・５・10㎞各４）
愛媛県12人（３・５・10㎞各４）　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　合計４１４人

1人１，０００円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

弓 道 ６０歳以上

１チーム８人以内（監督１、選手５［女１以上］、交代選手２以内）
各道府県（４５）・政令指定都市（２０）各１チーム
東京都２チーム
愛媛県３チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計７０チーム

1人１，０００円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

剣 道 ６０歳以上

１チーム８人以内（監督１、選手５、交代選手２以内）
各道府県（４５）・政令指定都市（２０）各１チーム
東京都２チーム
愛媛県３チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計７０チーム

1人１，０００円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

参加費 募集方法事 業 名 参加資格 チーム編成等

82



 

（２） ふれあいスポーツ交流大会 

 
 

ウ ォ ー ク ラ リ ー
高齢者：６０歳以上
一般：年齢制限なし

１チーム５人
各道府県（４５）・政令指定都市（２０）各１チーム
東京都２チーム
愛媛県５チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計７２チーム

1人１，０００円
一般の部は別途

定める

各都道府県
・政令指定
都市の推薦

グ ラウ ンド ・ ゴ ル フ ６０歳以上
各道府県（４５）・政令指定都市（２０）各６人
東京都１２人
愛媛県３０人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  合計４３２人

1人１，０００円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

ラグビーフットボール ６０歳以上
１チーム２５人（監督１、選手１５、登録選手２５以内）
各都道府県・政令指定都市３１チーム
愛媛県１チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計３２チーム

１人１，０００円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

水 泳 ６０歳以上
各道府県（４５）・政令指定都市（２０）各８人［男４女４］
東京都１６人［男８女８］
愛媛県２４人［男１２女１２］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合計５６０人

1人１，０００円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

サ ッ カ ー ６０歳以上

１チーム２０人以内（監督１、登録選手１９以内）
各都道府県・政令指定都市６０チーム
東京都２チーム
愛媛県２チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計６４チーム

1人１，０００円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

ソフトバレーボ ール ６０歳以上

１チーム９人以内（監督１、選手８［男女各３以上４以内］、登録選手８以内）
各道府県（４５）・政令指定都市（２０）各１チーム
東京都２チーム
愛媛県５チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計７２チーム

1人１，０００円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

サ イ ク リ ン グ ６０歳以上
各道府県（４５）各３人・政令指定都市（２０）各２人
東京都１０人
愛媛県１５人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計２００人

1人１，０００円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

太 極 拳 ６０歳以上

１チーム８人以内（監督１、選手６～７）
各道府県（４５）・政令指定都市（２０）各１チーム
東京都２チーム
愛媛県２チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計６９チーム

1人１，０００円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

軟 式 野 球 ６０歳以上
１チーム２０人以内
各都道府県・政令指定都市２８チーム
愛媛県４チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合計３２チーム

1人１，０００円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

バ ウ ン ド テ ニ ス ６０歳以上

１チーム８人以内（監督1、選手6［男３女３］、登録選手８以内）
各道府県（４５）・政令指定都市（２０）各１チーム
東京都３チーム
愛媛県２チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計７０チーム

1人１，０００円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

スポーツウエルネス
吹 矢

６０歳以上

１チーム４人以内（監督１、選手３又は、監督兼選手１、選手２）
各都道府県（４３）男女各１チーム（男女混成チームでも可）
政令指定都市（２０）男女各１チーム（男女混成チームでも可）
愛媛県・徳島県・香川県・高知県　男女各２チーム（男女混成チームでも可）
合計１４２チーム

1人１，０００円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

ダ ン ス ス ポ ー ツ ６０歳以上

１チーム９人以内（監督１、スタンダード・ラテンの部各２組以内）
各道府県（４５）・政令指定都市（２０）各１チーム
東京都２チーム
愛媛県３チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計７０チーム

1人１，０００円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

イ ン デ ィ ア カ ６０歳以上

１チーム９人以内（監督１人、選手４人以上８人以内又は、監督兼選手１人、選手
３人以上７人以内）
（男女混合：男女各２人以上、女子：女子４人以上）
各道府県（４５）・政令指定都市（２０）各１チーム
東京都２チーム
愛媛県５チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計７２チーム

1人１，０００円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

カ ロ ー リ ン グ ６０歳以上
１チーム４人以内（監督１、選手３、登録選手４以内）
各都道府県（４６）・政令指定都市（２０）各１～３チーム
愛媛県8チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計８０チーム

1人１，０００円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

バ ド ミ ン ト ン ６０歳以上

１チーム１１人以内（監督１、登録選手10以内）
各道府県（４５）・政令指定都市（２０）各１チーム
東京都２チーム
愛媛県５チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計７２チーム

1人１，０００円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

事 業 名 参加資格 チーム編成等 参加費 募集方法
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（３） 文化交流大会 

 

３ 参加申込 

   令和５年６月に、各都道府県・政令指定都市の所管部局等を通じて大会実行委員会へ申し込むこと。 

（別途、開催要領で定める。） 

 

４ 参 考 

   ６０歳以上：昭和３９年４月１日以前に生まれた人 

囲 碁 ６０歳以上

１チーム３人
各道府県（４５）・政令指定都市（２０）各１チーム
東京都２チーム
愛媛県５チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計７２チーム

1人１，０００円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

将 棋 ６０歳以上

１チーム３人
各道府県（４５）・政令指定都市（２０）各１チーム
東京都２チーム
愛媛県５チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計７２チーム

1人１，０００円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

１人２句以内（雑詠） 事前募集

１人２句以内（嘱目） 当日募集

健 康 マ ー ジ ャ ン ６０歳以上

１チーム４人
各道府県（４５）・政令指定都市（２０）各１チーム
東京都２チーム
愛媛県６チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計７３チーム

1人１，０００円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

美 術 展 ６０歳以上
 ・日本画の部　　　　　　　・洋画の部　　　　　　　・彫刻の部
 ・工芸の部　　　　　　      ・書の部　　　　　　　 　・写真の部

無料
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

無料

事 業 名 参加資格 チーム編成等 参加費 募集方法

高齢者部門：60歳以上

一般部門：60歳未満
ジュニア部門：小中高生

俳 句
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○全国健康福祉祭 開催地一覧 

 

 

 

 

 

 

 

（資料13－５）

青   ･････ 開催済 

赤   ･････ 開催予定 

色なし ･････ 未開催 
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13．地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）について 

（１）基金事業の新規・拡充等について 

地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）については、介護従事者の確保及び

定着を進めていくため、令和５年度より以下のとおり事業の充実を図ることとするので、

各都道府県においては、管内の市町村及び関係団体等に周知を図るとともに、本基金の

積極的な活用をお願いする。（別添資料） 

なお、既存の事業についても、介護従事者の確保の観点から特に重要と考えられるも

の（各種研修、介護生産性向上総合相談センター（仮称）の設置やＩＣＴ導入支援を含

む生産性向上に向けた取り組み、ハラスメント、認知症、高齢者の社会参加（ボランテ

ィアポイントや事務お助け隊等）に資する事業など）については、積極的な取組をお願

いする。 

 

※令和５年度地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）予算案における新規メ

ニュー等について（予算額 137 億円（国費）） 

①（拡充）ＩＣＴ導入支援事業 

②（拡充）介護生産性向上推進総合事業（介護事業所に対する業務改善支援事業

を改称） 

③（新規）外国人介護人材研修支援事業 

④（新規）外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業 

 

なお、上記のほか、認知症に関する事業の取扱については、後述の「26．認知症施

策に関する令和５年度予算案について」を参照願いたい。 
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4 事業の内容（補助内容）

既存の基金メニューとの重複整理のため「介護事業所に対する業務改善支援事業」を拡充し、都道府県を主体とした生産性向上の取
組を総合的・横断的に支援する。尚、以下の(1)・(3)は業務改善支援事業の内容を継続。

（１）都道府県等による介護現場革新会議に係る必要と認められた経費の一部を助成（前頁、補助要件(1)実施の際の支援）

①都道府県等による介護現場革新会議の設置に伴う必要な経費
②介護事業所の取組（モデル的取組）に必要な経費
（例：第三者がその取組（タイムスタディ調査による業務の課題分析等）を支援するための費用、介護ロ
ボットやICT機器等のハードウェア・ソフトウェアの導入費用（インカム機器、介護記録ソフトウェア、
通信環境整備等に係る費用を含む。）

③都道府県等が取組む介護の魅力発信や職員の定着支援等に要する必要な経費

【補助額】②（１事業所あたり）対象経費の１／２以内（上限５００万円）、①③については必要な経費

（２）介護生産性向上総合相談センター（仮称）の設置・事業の実施に係る必要と認められた経費の一部を助成

○介護生産性向上総合相談センター（仮称）の運営に係る費用（前頁、補助要件(2)実施の際の支援）
〔総合相談センターの事業実施に係る費用〕(例)

①介護ロボット・ICT等に係る相談窓口業務（機器の体験展示、試用貸出、専門相談員、研修費用等）
・介護ロボット、ICT等の効果的な活用・普及に必要な経費（現場の課題に応じた導入支援、研修・伴走支援費用等）

②他の人材確保、生産性向上に係る各種支援業務との連携
③その他

（３）第三者が生産性向上の取組を支援するための費用の支援（コンサル経費の補助）

①生産性向上ガイドラインに基づき業務改善に取り組む介護事業所に対して、第三者がその取組（タイムス
タディ調査による業務の課題分析等）を支援するための費用の一部を助成

【補助額】（１事業所あたり）対象経費の１／２以内（上限３０万円）
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14.東日本大震災の被災地における介護等のサポート拠点運営事業について 

被災地域の仮設住宅における「介護等のサポート拠点」の運営については、復興庁所

管の被災者支援総合交付金によりその財政支援を行っているところである。 

避難生活が長期化する中、仮設住宅の高齢者等を取り巻く様々な課題に対しては、継

続的に健康面や生活面での総合的な支援を適切に講じることが必要である。また、仮設

住宅から災害公営住宅等への移住が進展していることから、生活環境が変化する高齢者

等に対しては、円滑な移住に向けて、より地域や個人の実情に応じた支援も必要となっ

てくる。 

また、福島県の避難指示・解除区域における避難住民の早期帰還を促進し、高齢者等

の安心した在宅生活を支援するため、浪江町、富岡町、葛尾村、飯舘村、大熊町の３町

２村において、総合相談・生活支援、地域交流等の機能を有する拠点として「介護等の

サポート拠点」を設置運営することについて、復興庁所管の福島再生加速化交付金によ

りその財政支援を行っているところである。 

これらの「介護等のサポート拠点」の運営等については、令和５年度予算案において

も、引き続き被災者支援総合交付金及び福島再生加速化交付金によるメニューに位置付

け、必要な支援を行うこととしている。 
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15．認知症施策推進大綱の中間評価について  

令和元年６月にとりまとめられた「認知症施策推進大綱」（以下「大綱」という。）に

ついては、令和７年（2025 年）までを対象期間とし、策定後３年を目途に施策の進捗を

確認するものとされている。昨年（令和４年）が策定後３年の年であったことから、大

綱のＫＰＩとして設定されている項目の進捗状況について確認を行った。 

進捗確認に当たっては、ＫＰＩとして設定されている 92 件の評価項目について、次の

４段階で評価を行った。 

Ｓ：令和７年（2025 年）までの目標を既に達成 

Ａ：令和７年（2025 年）までの６年間のうち３年目の達成状況が 100％以上 

Ｂ：令和７年（2025 年）までの６年間のうち３年目の達成状況が 60％～100％未満 

Ｃ：令和７年（2025 年）までの６年間のうち３年目の達成状況が 60％未満 

評価の結果、Ｓ又はＡの項目は合計 37 件と４割を超えており、一定の進捗が見られた

一方で、進捗が芳しくないＣの項目が４件あった。 

進捗状況が低調であった項目については、全都道府県又は全市町村が実施すべきとす

るＫＰＩが多い状況であり、よりわかりやすいコンセプトの周知徹底、好事例や留意点

の情報共有などを通じ、未実施の自治体への支援を実施していくこととしている。 

評価結果を踏まえ、ＫＰＩを達成した項目や、目標年度を超過している項目について

は、新しいＫＰＩの設定を行うとともに、進捗状況が低調な項目については、その理由

と今後の対応方針の検討を行った。 

中間評価の結果については、首相官邸ホームページに掲載しているので参照いただき

たい。 

○首相官邸ホームページ「認知症施策推進大綱 令和４年度進捗確認」 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ninchisho_kaigi/ 

なお、進捗状況が低調な項目の具体の対応方針等については、「認知症の人の視点に立

った認知症施策の推進について」「認知症初期集中支援推進事業の推進について」「チー

ムオレンジ、認知症サポーター養成の積極的な推進について」を確認いただきたい。 

厚生労働省においては、中間評価の結果を踏まえ、引き続き関係府省庁との連携のも

と、大綱終了年である令和７年（2025 年）に向け、総合的な取組を推進していくことと

している。 
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評価 基準内容 評価
項目

S 2025年までの目標を既に達成（目標値に対する達成度合いが100％以上） ２５

A 2025年までの６年間のうち３年目の達成状況が100％以上 １２

B 2025年までの６年間のうち３年目の達成状況が60％～100％未満 １１

C 2025年までの６年間のうち３年目の達成状況が60％未満 ４

未達成 目標年度が過ぎている項目のうち、目標値に達していないもの １２

対応中 実施済であるが定性的なＫＰＩ／目標であり、継続的に対応を行っているもの ２８

合 計 ９２

進捗状況の評価結果

大綱のKPIとして設定されている項目に対して、これまでの進捗状況を評価するため、次の評価基準に
基づき、評価を行った。
（KPI 74件・評価項目 92件）

※KPIを達成した項目や、目標年度を超過している項目については、新目標の設定を検討。
※進捗状況が低調な項目（「C」及び「未達成」の項目）については、理由と対応策を示す。
⇒評価が「C」や「未達成」など、進捗状況が低調であった項目については、全都道府県又は全市町
村が実施すべきとする目標が多いという状況であった。このため、よりわかりやすいコンセプトの
周知徹底、好事例や留意点の情報共有などを通じ、未実施の自治体への支援を実施することとする。
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KPI 大綱策定時（令和元年６月18日）
見直し内容（令和４年12月23日）

※時期の記載がないKPIは2025年までの目標

KPI 1 認知症サポーター養成数 1200万人（2020年度） 認知症サポーター養成数 1500万人

KPI 5
自治体における、事前に本人の意思表明を確認する取組の実
施率 50％

自治体における、事前に本人の意思表明を確認する取組の実
施率 70％

KPI 19 成人の週１回以上のスポーツ実施率を65％程度に高める
成人の週１回以上のスポーツ実施率を70％に向上させる（2026
年度末）

KPI 28
「患者のための薬局ビジョン」において示す、かかりつけ薬剤師
としての役割を発揮できる薬剤師を配置している薬局数 70％

「患者のための薬局ビジョン」において示す、かかりつけ薬剤師
としての役割を発揮できる薬剤師を配置している薬局数 80％

KPI 31
認知症疾患医療センターの設置数 全国で500カ所、二次医療
圏ごとに１カ所以上（2020年度末）

認知症疾患医療センターの設置数 全国で500カ所、二次医療
圏ごとに１カ所以上

KPI 35 介護人材確保の目標値（2025年度末に 245万人確保） 介護人材確保の目標値（2025年度末に 243万人確保）

KPI 36

介護従事者に対する認知症対応力向上研修受講者数（2020年
度末）

認知症介護指導者養成研修 2.8千人
認知症介護実践リーダー研修 5万人
認知症介護実践者研修 30万人
認知症介護基礎研修 介護に関わるすべての者が受講

介護従事者に対する認知症対応力向上研修受講者数
認知症介護指導者養成研修 2.8千人
認知症介護実践リーダー研修 5万人
認知症介護実践者研修 32万人
認知症介護基礎研修 介護に関わるすべての者が受講

KPI 43 認知症カフェを全市町村に普及 （2020年度末） 認知症カフェを全市町村に普及

KPI 45
バリアフリー法に基づく基本方針における整備目標の達成
（2020年度末）

バリアフリー法に基づく基本方針における整備目標の達成
（2025年度末）

KPI 46
地域公共交通活性化再生法に基づく、地域公共交通網形成計
画の策定件数 500件

地域公共交通活性化再生法に基づく、地域公共交通計画の策
定件数 1200件（2024年度末）

KPI 49
住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録戸数
17.5万戸（2020年度末）

居住支援協議会を設立した市区町村の人口カバー率 50％
（2030年度末）

KPI 51
居住支援協議会に参画する市区町村及び自ら設立する市区
町村の合計が全体の80％（2020年度末）

居住支援協議会を設立した市区町村の人口カバー率 50％
（2030年度末）

KPI 59
全預金取扱金融機関の個人預金残高に占める後見制度支援
預金又は後見制度支援信託を導入済とする金融機関の個人
預金残高の割合 50％以上（2021年度末）

後見制度支援信託・支援預貯金の普及

KPI 60

成年後見制度の利用促進について (2021年度末）
・中核機関を整備した市区町村数 全1741市区町村
・中核機関においてパンフレット等による成年後見制度や相談
窓口の周知を行っている市区町村数 全1741市区町村
・中核機関において後見人候補を推薦する取組を行っている市
区町村数 800市区町村
・中核機関において後見人支援の取組（専門職の雇い上げ等
により相談や手続支援を実施）を行っている市区町村数 200
市区町村
・協議会等の合議体を設置した市区町村数 全1741市区町村
・市町村計画を策定した市区町村数 全1741市区町村
・国研修を受講した中核機関職員や市区町村職員等の数
3500人
・後見人等向けの意思決定支援研修が実施される都道府県
の数 全47都道府県

成年後見制度の利用促進について（2024年度末）
・中核機関（権利擁護支援センター等を除く）を整備した市町村
数 全1741市町村
・リーフレット等による成年後見制度や相談窓口の周知を行って
いる市町村数 全1741市町村
・リーフレット等による任意後見制度の周知を行っている市町村
数 全1741市町村
・成年後見制度利用支援事業の適切な実施のための必要な見
直し等の検討を行った市町村数 全1741市町村
・市町村計画の策定・第二期計画に基づく必要な見直しを行っ
た市町村数 全1741市町村
・担い手（市民後見人・法人後見実施団体）の育成の方針の策
定を行った都道府県数 全47都道府県
・担い手（市民後見人・法人後見実施団体）の養成研修を実施し
ている都道府県数 全47都道府県
・市町村長申立てに関する研修を実施している都道府県数 全
47都道府県
・協議会を設置した都道府県数 全47都道府県数
・意思決定支援研修を実施している都道府県数 全47都道府県

KPI 61
人口５万人以上の全ての市町において、消費者安全確保地域
協議会の設置

消費者安全確保地域協議会設置市区町村の都道府県内人口
カバー率 50％以上

KPI 70 認知症のバイオマーカーの開発・確立（ＰＯＣ取得３件以上） 認知症のバイオマーカーの開発・確立（ＰＯＣ取得５件以上）

○策定後３年の施策の進捗確認を踏まえ、見直しを行ったKPI
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16．認知症の人の視点に立った認知症施策の推進について 

（１）認知症への社会の理解を深めるための普及啓発・本人発信支援の推進 

① 希望大使について 

    認知症の人ができる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続ける

ことができる地域共生社会を実現するため、大綱では、普及啓発・本人発信支援

が柱の一つとして位置付けられている。厚生労働省では、令和元年度に５人の認

知症当事者の方々を認知症に関する普及啓発を行う「希望大使」として任命し、

認知症への社会の理解を深めるための普及啓発、本人発信支援の取組を強力に推

進していくこととしている。 

    また、本人発信の取組が広く全国で行われるようにするため、すべての都道府

県において、地域版の希望大使（以下「地域版希望大使」という。）の設置をお願

いしているところであり、これまで全国 15 都府県で設置されている（令和５年２

月末時点）が、前述のとおり、今年度、大綱の進捗確認を行ったところ、現時点

の進捗状況はＣ評価（低調）とされたところである。 

これを受け、大使未設置の都道府県が、本人の意思や自主性を尊重した委嘱と

活動支援を行えるよう、日本認知症本人ワーキンググループが実施している令和

４年度老人保健健康増進等事業の結果も踏まえ、先行事例や活動内容に関する情

報を共有するとともに、大使からの意見や提案を具体化する際の留意点等の周知

を行う予定としているため、設置済の都府県も含め、参考としていただきたい。 

また、設置状況や大使のプロフィールなどは厚生労働省ホームページにも掲載

しているので、上記と併せて確認いただきたい。ホームページで全国の状況を随

時更新し情報発信するため、設置または更新等を行った都道府県におかれては、

その都度、当課への情報提供をお願いする。 

なお、地域版希望大使の任命やその活動に要する費用等（付き添い人の交通費

等を含む）については、介護保険事業費補助金の認知症総合戦略推進事業（認知

症施策普及・相談・支援事業）の対象となり、また、市町村が実施する認知症サ

ポーター養成講座において地域版希望大使に講師を依頼した場合の謝金や交通費

等（付き添い人の交通費等を含む）については、地域支援事業交付金の任意事業

（認知症サポーター等養成事業）の対象となるので、各自治体におかれては、こ

れらの助成制度も活用しつつ、地域版希望大使の任命、その後の活動支援に取り

組んでいただきたい。 
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  「認知症本人大使『地域版希望大使』の設置について」（令和２年３月 24 日老発 0324

第 2 号厚生労働省老健局長通知）（抄） 

地域版希望大使の設置に関する基本的な考え方 

１．大使の名称 

  地域版希望大使の名称は、希望大使の前に都道府県名を付すものとする（例：

北海道希望大使）。ただし、認知症の人やその家族、認知症の当事者団体等の意見

も踏まえ、地域の実情に応じて、当該地域の高齢者や関係者が理解しやすい名称

など独自の名称を定めることは差し支えない。 

２．大使の人選等 

各都道府県知事は、公募や認知症の人本人や家族等の当事者団体、管内市町村

からの推薦等の方法により地域版希望大使の候補者を募り、適任と認められた認

知症の人を地域版希望大使として任命又は委嘱するものとする。地域版希望大使

の人数、任期その他の地域版希望大使に関して必要な事項は各都道府県知事が定

めるものとする。 

３．大使の用務内容 

（１）都道府県が行う認知症の普及啓発活動への参加・協力 

      都道府県が開催するイベント等での講演のほか、都道府県が発行する広報

誌等への寄稿、2018 年 11 月に一般社団法人日本認知症本人ワーキンググル

ープが表明した「認知症とともに生きる希望宣言」等の紹介その他の認知症

に関する普及啓発活動を行っていただく。 

（２）認知症サポーター養成講座の講師であるキャラバン・メイトへの協力 

地方自治体又は全国組織を持つ職域団体及び企業が実施する認知症サポー

ター養成講座の受講者の理解を深めることを目的に、キャラバン・メイトが

講師を務める当該講座において、自らの体験や希望、必要としていること等

を自らの言葉で語っていただく。 

   （３）その他都道府県が必要と認めた用務 

（１）及び（２）に加えて、認知症に関する普及啓発のために都道府県知事

が必要と認めた用務を行うものとする。 

 

 

② 国における本人発信支援・普及啓発について 

    認知症の普及啓発に関し、令和４年度は、インターネット記事の作成、ソーシ

ャルネットワークサービス等を活用した周知、広報コンテンツの作成を実施して

いるところである。認知症の人本人・家族・支援者と、著名人との対談を通じて、

認知症と共に生きる社会の実現に向けたメッセージを発信する。追って厚生労働

省ホームページに掲載するので、周知・活用をお願いする。 

また、令和２年度及び令和３年度においては、「希望大使」や「認知症の人と家

族の会」に協力いただき、全国の認知症の人が自分らしく前向きに認知症ととも

に生きていく姿や、関係者から見た本人の様子や本人への思いを取材した動画を

普及啓発事業の一環として作成した。厚生労働省ホームページで公開しており、
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各都道府県・市町村におかれては、関係者に動画を周知いただくとともに、管内

イベント等の場で上映いただく等、積極的に活用いただきたい。 

   ○認知症の人からのメッセージ動画 

   ～日々、自分らしく生きていく。つづけていこう、希望の道を。～ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kou

reisha/ninchi/kibou.html 

 

③ 世界アルツハイマーデー及び月間の普及・啓発イベントについて 

大綱では、世界アルツハイマーデー（毎年９月 21 日）及び月間（毎年９月）の

機会を捉えて認知症に関する普及・啓発イベントを集中的に開催することとされ

ている。これを受けて、令和元年度から厚生労働省を含め認知症施策推進関係閣

僚会議に参加する関係省庁による、認知症サポーターのシンボルである「オレン

ジリング」を中央合同庁舎等に浮かび上がらせる「オレンジリングドレスアップ」

の取り組みを行っており、令和４年度も９省庁が実施した。また、日本認知症官

民協議会に参加する各団体に対し、ライトアップや関連イベントの開催に取り組

むよう呼びかけた。 

これらの取組については、厚生労働省ホームページに特設サイトを開設し、各

都道府県、市区町村、関係団体等が行うイベントの様子を紹介したところである。 

○世界アルツハイマーデー及び月間 （令和４(2022)年度）特設サイト 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/alzheimerday2022.html 

（掲載内容） 

・認知症の本人からのメッセージ 

・各地のイベントの紹介（4,143 イベント） 

・日本認知症官民協議会参加団体の取組紹介 

・認知症施策関係９省庁によるオレンジリングドレスアップの取組紹介 

令和５年度においても、世界アルツハイマーデー及び月間における普及・啓発

イベント等を集中的に実施するとともに、引き続き、各地の取組を広く紹介する

ことを予定しているので、各自治体におかれても、認知症に関する普及啓発イベ

ントを企画するなど積極的に取り組んでいただくようお願いする。 

 

（２）認知症の人のニーズ把握や支援体制の構築 

大綱では、認知症施策は全て認知症の人の視点に立って、認知症の人やその家族の

意見を踏まえて推進することを基本とすることとされ、全市町村において本人の意見

を重視した施策を展開することが、2025（令和７）年に向けた「KPI／目標」として掲

げられている。 

当該 KPI／目標について、認知症の人本人が集い、本人同士が主になって自身の希

望や必要としていること等を率直に語り合い、行政や関係者がその声を聞き、本人と

地域のあり方をともに話し合い、より良い施策や支援を本人視点に立って一緒に進め

る場である「本人ミーティング」の実施自治体数を確認したところ、実施は 257 市町

村であり、進捗が低調であると評価されたところ。 
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これについて、令和４年度老人保健健康増進等事業において、認知症の人本人の声

を市町村施策に反映する方策に関する調査研究を実施しており、本人ミーティングを

はじめ多様な場で本人の声を把握して施策につなげている事例の展開プロセスや関係

者の役割、課題を整理し、市町村向けの手引きを作成することとしている。追って周

知するので、各都道府県におかれては管内市町村への周知をお願いする。 

また、これまで作成された、認知症の人の視点に立った取組を推進する観点で参考

となるガイドブック等について、厚生労働省ホームページに掲載しているため、適宜

ご活用いただきたい。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000167700.html） 

 

本人ミーティングの企画・

準備、開催や事例を紹介し

たガイドブック 

・本人ミーティング開催ガイドブック 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-

12300000-Roukenkyoku/honninmeeting1_1.pdf 

認知症の人の社会参加を

後押しする本人向けのガ

イドブック 

・本人にとってのよりよい暮らしガイド 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-

12300000-Roukenkyoku/honningaide.pdf 

・私たちのまちづくりアクションガイド 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001056661.pdf 

認知症の人が政策や地域

づくりに参画できる環境

をつくるための都道府県・

市町村向けガイドブック 

・本人の声を起点とした認知症地域支援体制づくりガイド 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-

12300000-Roukenkyoku/sityousongaido_1.pdf 

・本人とともに進める認知症施策改善ガイド 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001059652.pdf 

 

 なお、「本人ミーティング」の経費については、 

① 都道府県が実施する場合は、認知症総合戦略推進事業（認知症総合戦略加速化推

進事業）の対象となる。 

② 市町村において、市町村が配置する認知症地域支援推進員が中心となって実施す

る場合は、これらに要する費用を地域支援事業交付金の対象経費に計上できる。 

ため、これらの助成制度も活用しつつ、各自治体におかれては、引き続き本人の声を

施策に取り組まれたい。 

 

（３）認知症の人のピアサポート活動支援 

認知症の人やその家族は、例えば認知症と診断された直後は認知症のことを受容で

きず、今後の見通しに大きな不安を覚えることなどが指摘されている。こうした認知

症の人が抱える不安等を軽減する観点等から、大綱では、一足先に認知症の診断を受

け、その不安を乗り越え前向きに生活している認知症の人本人（ピアサポーター）に

よる心理面・生活面に関する早期からの支援など、ピアサポーターによる相談活動を

支援することが盛り込まれた。あわせて、全都道府県においてピアサポーターによる
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本人支援を実施することが、2025（令和７）年に向けた「KPI／目標」として掲げられ

たところである。 

認知症の人のピアサポート活動支援としては、例えば、 

・地域や制度の情報提供、本人や家族の悩みを共有するための相談支援 

・認知症当事者とともに管内の各地域に赴いての相談会、講演会の開催 

・悩みを共有するための認知症当事者同士の交流会の開催 

などの取組が考えられる。 

こうした取組に要する費用については、認知症総合戦略推進事業の補助メニュー（ピ

アサポート活動支援事業）の対象となるので、各都道府県・指定都市におかれては、

当該補助金も活用しつつ、積極的な事業展開をお願いする。その際には、下記の事例

集も参照されたい。 

○（事例集掲載先）「主な認知症施策」ピアサポーター 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000076236_00006.html 

また、身近な地域におけるピアサポーターの活動を推進する観点から、市町村が配

置する認知症地域支援推進員が中心となって市町村単位でピアサポート活動を行う場

合や、認知症カフェ等において認知症の人本人による相談対応や傾聴などピアサポー

ト活動を行う場合には、これらに要する費用を地域支援事業交付金の対象経費に計上

できることとしている。各都道府県におかれては、こうした取扱いについても管内市

町村に周知いただくとともに、先進事例の情報共有など必要な支援を行うこと等によ

り、身近な地域におけるピアサポーターによる本人支援の推進に努められたい。 

 

（４）「認知症の人と家族への一体的支援事業」について 

令和４年度予算において、新たに市町村が実施する「認知症の人と家族への一体的支

援事業」を認知症地域支援推進員の役割の一つに位置づけ、地域支援事業交付金の対象

とした。 

この事業は、認知症の本人と家族が一緒に参加するプログラムを提供することにより、

認知症の方の自信や意欲の向上、家族の介護負担感の軽減、ひいてはこれらを通じて家

族関係の再構築を図ることを目的とするものであり、今年度は、予定も含め346の自治体

で実施されている。 

仙台センターが調査研究事業により作成した「立ち上げと運営の手引き」が公開され

ているところであるが、加えて本年度は、「認知症の人と家族の一体的支援プログラム

学びあいプラットフォーム（オンライン研修会）」が通年で開催され、事業に取り組ん

だ各地域の実践者による立ち上げや運営についての発表や意見交換が行われた。これら

については、DC－NET においてダウンロード、あるいはオンラインアーカイブでの視聴

が可能である。 

なお、この研修会は、令和５年度においても仙台センターで実施予定であるので、各

都道府県におかれては、各市町村に対し、本研修会の受講奨励とともに、上記参考資料・

情報を周知いただくようお願いする。 

○認知症の人と家族の一体的支援プログラム（DC－NET） 

https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/meeting_center_support/ 
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（５）伴走的支援事業の積極的な実施について 

認知症高齢者が一層増加していくことが見込まれる中で、身近な地域で早い段階から

認知症について相談できる体制が求められている。あわせて、認知症の経過に伴って生

じる生活上の諸課題についても認知症に精通した人々が継続して対応することにより、

理解を促しながら適切な情報を提供し、症状に合わせた対応の工夫や生活環境の改善、

家族関係の調整に向けた助言などの相談支援ができるような体制も求められている。 

このため、令和３年度より、認知症総合戦略推進事業において、認知症の人や家族へ

の継続的な支援について、よりきめ細かに対応し、介護者の負担軽減につながるよう、

本人や家族に対して日常的・継続的な支援を提供するための拠点を整備する『認知症伴

走型支援事業』を創設したところである。 

これは、市町村が、認知症高齢者グループホーム（認知症対応型共同生活介護）や特

別養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護など地域の既存資源を活用して、高齢者本

人の生きがいにつながるような支援、専門職ならではの日常生活上の工夫等の助言を行

うとともに、効果的な介護方法や介護に対する不安の解消など家族の精神的・身体的負

担軽減に資する助言等を継続的に行う『伴走型の支援拠点』を整備した際に、必要とな

る人件費や間接経費を助成するものであり、地域における認知症の人本人や家族に対す

る支援体制の充実を図るための事業として創設したものである。 

ついては、貴管内の市町村、介護事業者、関係団体、関係機関等に対し、本事業を周

知いただくとともに、管内市町村において積極的な活用が図られるよう協力をお願いし

たい。 

当該事業については、令和２年度老人保健健康増進等事業において、公益社団法人日

本認知症グループホーム協会が調査研究を実施し、事業実施に当たっての認知症高齢者

グループホーム向けの手引書（伴走型相談支援マニュアル）を作成している。本マニュ

アルは、認知症高齢者グループホームのみならず、そのほかのサービスについても参考

とすることが出来る内容となっているため、併せて管内市町村に周知していただき、各

市町村における積極的な事業実施につながるよう支援をお願いする。 

また、追って、既に事業を実施している市町村における事例を紹介する予定であるた

め、参考としていただきたい。 

○伴走型相談支援マニュアル 

https://www.ghkyo.or.jp/user-rights/research-project-report 

 

（６）その他 

  ① 認知症に関する相談窓口の周知について 

    「もしかして認知症では」と思われる症状に気づいたときや、認知症と診断され

た直後など、認知症であることの受容ができず今後の見通しに不安を抱いている

本人や家族にとって、気軽に悩みを相談できる支援者の存在は大きな支えとなる

ものである。地域の高齢者等の保健医療・介護等に関する総合相談窓口である地

域包括支援センター及び認知症疾患医療センターを含めた認知症に関する相談体

制の構築は、本人や家族の支援の重要な基盤となるものであることから、大綱に

おいてもその体制整備や周知等を推進していくこととされている。都道府県にお
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かれては、市町村に対し、認知症に関する相談体制の整備や、広報誌・ホームペ

ージ等による周知に一層取り組んでいただくよう、周知、助言をお願いしたい。 

また、「介護サービス情報公表システム」では、市町村等に設置されている認知

症に関する相談窓口の名称、連絡先等を広く検索、閲覧することが可能である。 

都道府県におかれては、このシステムも広く周知いただくとともに、管内市町

村等に対し、掲載事項の入力への協力に取り組んでいいただくよう、助言をお願

いしたい。 

 

② 厚生労働省ホームページの掲載内容について 

厚生労働省ホームページにおいて認知症施策に関する情報や取組等を掲載して

いる。引き続き、ホームページの更なる充実を図るとともに、ＳＮＳを活用して

定期的に情報発信していく。各自治体におかれては、ホームページや広報誌で紹

介いただくなど、周知にご協力いただきたい。 

   ○認知症施策ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kou

reisha/ninchi/index.html 

○認知症施策・地域介護推進課 SNS 

（facebook「オレンジポスト～知ろう認知症～」） 

   

 

③ 認知症ケアパスの作成と活用について 

「認知症ケアパス」については、令和３年度末において 1,606 市町村で作成さ

れているところである。 

地域の中で認知症の容態や段階に応じた適切な医療や介護サービスの流れを示

すとともに、各々の状況に最も適する相談先や受診先等を整理した「認知症ケア

パス」は、地域の認知症の人本人や家族にとって、その時々に必要とする情報が

ひとつにまとめられたものであり、医療・介護が切れ目なく提供されるための大

切なツールである。 

このため、都道府県におかれては、管内市町村の作成状況・活用状況を把握し

たうえで、 

・未作成の市町村に対しては、収集した好事例の紹介や認知症ケアパスに掲載す

る認知症に関する基本情報の周知など、作成を支援する取組を行い、 

・作成済みの市町村に対しては、古い情報となっていないか、認知症の人や家族

に必要な情報が盛り込まれているか、適切に活用されているかなどを改めて点検・

整理を行う、 

など、必要な周知・助言をお願いする。その際、過去の調査研究等による認知

症ケアパス作成と活用のための手引きなど、厚生労働省ホームページにおいて各
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種資料を公表しているので、あわせて活用いただくようお願いする。 

○認知症ケアパスについての資料掲載先 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000076236_00006.html 

また、国立長寿医療研究センターホームページにおいて、作成と活用の事例が

動画によって紹介されているので、こちらもご覧いただきたい。 

○国立長寿医療研究センターホームページ 

https://www.ncgg.go.jp/ncgg-kenkyu/info_roken.html 

 

④ ヘルプカードの周知と利用の促進について 

大綱では、「認知症バリアフリー」推進の一環として日常生活で困った際に、周

囲の理解や支援を求めるためのヘルプカードの周知と利用を促進することが掲げ

られている。これを受け、令和３年度老人保健健康増進等事業では、認知症介護

研究・研修東京センターが調査研究を実施し、認知症の人のヘルプカード等の利

用促進に向けた基本的な考え方や、認知症の人に役立つヘルプカード等の作成や

活用、普及を推進するための方策や事例をまとめた手引きを作成し、周知を行っ

ている。 

各都道府県におかれては、大綱の KPI では、「全都道府県でヘルプカード等のツ

ールを活用」とされていることも踏まえ、同手引きのＨＰでの周知や関係団体等

への配布等をはじめ、管内市町村や推進員等に対する周知をお願いする。 

 

⑤ 認知症の人を含む高齢者の積極的な「社会参加」の促進について 

認知症の人を含む高齢者にとって積極的な「社会参加」は、これからの自治体

のまちづくりや認知症施策にとって不可欠な視点であり、大綱の大きな柱の一つ

にもなっている。また、介護サービス事業所が、介護サービスの提供時間中に、

介護サービス利用者が地域住民と交流したり、公園の清掃活動等の地域活動や洗

車等外部の企業等と連携した有償ボランティアなどの社会参加活動に参加できる

よう取り組んでいる事例も増えている。こうした取組の推進は、生活支援コーデ

ィネーター、認知症地域支援推進員、就労的活動支援コーディネーターに求めら

れている役割であるが、認知症の人を日頃からケアしている介護事業所の職員や、

社会参加に関わる企業等の理解も必要である。 

一方で、自治体の担当者からは、「実際どのようなところからスタートすればよ

いか分からない」、「活用できる財源等が分からない」、「ご本人との協働の方法が

難しい」、「企業等と連携した有償ボランティアを行う場合の労働関係法令との関

係が分からない」などの疑問も寄せられている。 

このため、厚生労働省ホームページにおいて、社会参加活動を含む取組事例や

関係する通知、活動の手引き等を掲載しているところである。都道府県におかれ

ては、生活支援コーディネーター、認知症地域支援推進員や就労的活動支援コー

ディネーターも含めた地域の支援機関間の連携強化や業務のさらなる質の向上に

向け活用いただけるよう、市町村や推進員等に周知をお願いする。 
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○厚生労働省ホームページ 

・社会参加支援の関連ＨＰ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000167700_00002.html 

・「若年性認知症の方を中心とした介護サービス事業所における地域での社会

参加活動の実施について」（平成 30 年７月 27 日付厚生労働省老健局総務課

認知症施策推進室、振興課、老人保健課連名事務連絡） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000340375.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症施策推進大綱に基づく施策の進捗状況について(希望大使、本人の意見を重視した施策の展開）

令和５年２月時点で15都府県が設置済み。
（静岡県、香川県、大分県、神奈川県、愛知県、埼玉県、東京都、兵庫県、岐阜県、長崎県、千葉県、高知県、愛媛県、京都府、熊本県）
※中間評価時点の実績：令和４年６月時点で11都県が設置（中間評価後、高知県・愛媛県・京都府・熊本県が設置）

大使未設置の都道府県が、本人の意思や自主性を尊重した委嘱と活動支援を行えるよう、令和４年度老人保健健康増進等事
業の結果も踏まえ、先行事例や活動内容に関する情報を共有するとともに、大使からの意見や提案を具体化する際の留意点等
の周知を行う。

KPI /目標：全都道府県において地域版希望大使の設置

実績

中間評価を踏まえた対応方針

令和３年度は257市町村で本人ミーティングを実施（14.8％）。

各地の好事例を共有し、「本人の意見を重視」することが全ての事業に共通する考え方として浸透するよう、令和４年度老
人保健健康増進等事業の結果も踏まえ、
・これから本人ミーティングを行う市町村向けの手引きを作成し周知を図るとともに、
・市町村が本人の声を聞きながら施策・事業を実施する際の留意点等を周知し、実施を促していく。

KPI /目標：全市町村において本人の意見を重視した施策の展開

実績

中間評価を踏まえた対応方針
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17．認知症初期集中支援推進事業の推進について 

複数の専門職が、認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、観察・評

価を行ったうえで、初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行う認

知症初期集中支援チーム（以下「チーム」という）については、令和元年９月末時点で

全ての市町村に設置されたところである。 

一方、「認知症施策推進大綱」の KPI/目標では、「訪問実人数：全国で年間 40,000 件」

とされているところ、令和３年度の実績は 16,400 件であった。 

認知症初期集中支援チームのあり方については、令和４年 12 月に取りまとめられた

「介護保険制度の見直しに関する意見」（社会保障審議会介護保険部会）においても、そ

の機能や役割、自治体の規模、人員体制等に応じた活動状況を把握し、今後の事業のあ

り方について検討を行う必要がある旨指摘されているところである。 

令和４年度老人保健健康増進等事業において、「認知症初期集中支援推進事業のあり

方に関する調査研究事業」を実施し、活動の実態調査や事例収集等を行ったところであ

り、まずはその結果を手引きとして周知する予定である。 

各市町村においては、本手引きも参考に、必要な支援が必要な人に速やかに行き届く

よう、チームの取組の再点検や必要な見直し等を行っていただくようお願いする。 
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18．チームオレンジ、認知症サポーター養成の積極的な推進について 

（１）事業への積極的な取組について 

認知症に関する正しい知識と理解を持って、地域や職域で認知症の人や家族に対して

できる範囲の手助けを行う認知症サポーターについては、全国各地で養成が進められて

おり、これまでに 1,430 万人を超えるサポーターが養成されている。 

一部の地域では、養成された認知症サポーターがステップアップ講座を受講し、認知

症カフェのボランティアや行方不明時の見守り活動に加わるなど、地域の取組に積極的

に関わっている事例が増えてきている。 

こうした取組を全国で推進する観点等から、大綱では、2025（令和７）年に向けた「Ｋ

ＰＩ／目標」として、「全市町村で、本人・家族のニーズと認知症サポーターを中心とし

た支援を繋ぐ仕組み（チームオレンジなど）を整備」することが掲げられた。 

チームオレンジの取組は、高齢者の５人に１人が認知症になることが見込まれる 2025

年に向け、認知症の人や家族に身近な市町村域における支え合いの枠組みづくりに寄与

し、大綱に掲げられた「共生」の地域づくりとなるものである。 

このため、厚生労働省においては、チームオレンジの設置や活動が促進されるよう、

財政的支援の充実を図ってきた。 

・ 各市町村がチームオレンジの立ち上げや運営支援を担うコーディネーターを配置

する費用等を助成 

（地域支援事業の認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業） 

・ 都道府県が市町村の取組を広域的な見地から支援できるよう、市町村が配置する

コーディネーターに対する研修に要する費用等の助成 

（地域医療介護総合確保基金） 

・ チームオレンジに参加するためにステップアップ講座を受講した場合や認知症サ

ポーターがチームオレンジの支援活動に参加した場合等にポイントを付与する事業

への助成 

（地域医療介護総合確保基金：ボランティアポイントの仕組みを活用） 

各自治体におかれては、これらの予算事業を積極的に活用し、事業の趣旨に即した事

業展開に努めていただくようお願いする。 

 

（２）チームオレンジの実施促進について 

 2025 年に向けた更なる取組が求められる中、チームオレンジの設置実績は、220 市町

村（12.6％）、495 チーム（令和３年度）となっており、昨年末に行われた大綱の KPI 進

捗状況確認において、現時点の進捗状況が低調であると評価されたところである。 

これを受け、事業の狙いや柔軟な立ち上げが可能であること等の周知を通じて設置を

促進するため、令和４年度老人保健健康増進等事業の結果も踏まえ、事業のコンセプト

を分かりやすく伝えるとともに、チームオレンジの多様な立ち上げ方の例や留意点を周

知する予定であるため、内容をご確認のうえ、管内市町村への周知をお願いする。あわ

せて、今後、チームオレンジコーディネーター研修テキスト「認知症サポーターチーム

オレンジ運営の手引き」における「チームオレンジの３つの基本」に関するＱ＆Ａを発

108



 

出することを予定しているので、各自治体においてその内容をご確認いただきたい。 

また、各都道府県におかれては、令和４年度に新たに地域医療介護総合確保基金に追

加した、「地域における認知症施策の底上げ・充実のための重点支援事業」を活用できる

ことも念頭に、市町村への支援を企画・実施していただきたい。 

具体的には、例えば、 

・ 管内行政職員を対象とした担当者会議・研修等において、チームオレンジの理念

や設置の必要性等を周知。 

・ 初任又は現任のコーディネーターやチームオレンジのメンバーに対して、チーム

オレンジの理念や職域サポーターの開拓・活用手法など運営のノウハウ等に関する

研修を企画・開催 

・ 管内市町村に対する認知症サポーターステップアップ研修の実施支援 

・ チームオレンジの先進的な取組や課題を共有する会議等の開催 

などが考えられる。 

 

（３）チームオレンジに関する研修の実施について 

都道府県が実施するチームオレンジコーディネーター研修の講師役となるオレンジ・

チューター養成のため、公募により選定された事業者によるオレンジ・チューター養成

研修を実施している。令和４年度はオンライン研修により、52 人のオレンジ・チュータ

ーを養成した。令和５年度も引き続き実施する予定であり、詳細は実施事業者決定後に

お示しする。 

研修の内容は、チームオレンジの意義・役割など制度に関する講義のみならず、チー

ムの立ち上げや運営のポイント、ステップアップ講座の組み立て方やチームオレンジの

実施例などチームオレンジの効果的な運営に関する総合的な研修としている。 

各都道府県におかれては、チームオレンジコーディネーター研修の実施体制構築に向

け、引き続き積極的な受講者の推薦をお願いしたい。その際、オレンジ・チューターは

県内のチームオレンジの立ち上げや運営において重要な役割を担うことになることから、

その受講者については、 

・ 認知症地域支援推進員など認知症の人やその家族の日常生活の支援等について十

分な知識と経験を有している者 

・ キャラバン・メイト養成研修のグループワークの担当講師 

・ 認知症サポーター養成研修の企画・講師経験が豊富なキャラバン・メイト 

からご推薦いただくなど、ご配慮をお願いしたい。 

また、各都道府県におかれては、オレンジ・チューターと連携の上、チームオレンジ

コーディネーターやチームオレンジメンバーへの研修を企画・実施するとともに、管内

市町村職員を対象とした担当者会議・研修の開催などの側面的支援にも積極的に取り組

んでいただくようお願いする。なお、側面的支援にかかる経費についても、チームオレ

ンジコーディネーター研修と同様、地域医療介護総合確保基金の対象となるのでご活用

いただきたい。 

さらに、各市町村におかれては、チームオレンジコーディネーターとして適任と考え

られる者が研修を受講できるよう配慮をお願いするとともに、コーディネーター研修テキ
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スト「認知症サポーターチームオレンジ運営の手引き」などを参考にチームオレンジの立ち

上げ・運営に取り組んでいただくようお願いする。 

 

（４）認知症サポーター養成講座標準教材の見直しについて 

 平成 17 年度に認知症サポーターの養成が始まって以来、認知症サポーター養成講

座の標準教材は大規模な改訂は行われてこなかったが、現在、最新の情報等を反映す

るため、認知症サポーター養成講座標準教材の見直しを行っているところである。 

  見直し後の新たな標準教材については、来年度、試行的な導入を経てリリースする

予定であり、早期に見直し内容を示すべく作業を進めているところ。具体的なスケジ

ュールについては、今後改めてお示しする。 
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認知症施策推進大綱に基づく施策の進捗状況について（チームオレンジ）

令和３年度は220市町村（12.6％）、495チーム（令和３年度）

施策の進捗状況の中間評価を受け、事業の狙いや柔軟な立ち上げが可能であること等の周知を通じて設置を促進するた
め、令和４年度老人保健健康増進等事業の結果を踏まえ、事業のコンセプトを分かりやすく伝えるとともに、チームオレ
ンジの多様な立ち上げ方の例や留意点を周知する予定。具体的な内容は追ってお示しする。

また、都道府県におかれては、令和４年度に新たに地域医療介護総合確保基金に追加した、「地域における認知症施策
の底上げ・充実のための重点支援事業」を活用できることも念頭に、市町村への支援を企画・実施していただきたい。

KPI /目標：全市町村でチームオレンジを整備

実績

都道府県
実施

市町村数
未実施

市町村数
都道府県

実施
市町村数

未実施
市町村数

都道府県
実施

市町村数
未実施

市町村数

北海道 15 164 石川県 3 16 岡山県 3 24

青森県 4 36 福井県 0 17 広島県 4 19

岩手県 2 31 山梨県 3 24 山口県 2 17

宮城県 2 33 長野県 4 73 徳島県 7 17

秋田県 2 23 岐阜県 7 35 香川県 2 15

山形県 1 34 静岡県 18 17 愛媛県 2 18

福島県 3 56 愛知県 15 39 高知県 2 32

茨城県 2 42 三重県 6 23 福岡県 4 56

栃木県 11 14 滋賀県 1 18 佐賀県 2 18

群馬県 5 30 京都府 1 25 長崎県 2 19

埼玉県 11 52 大阪府 10 33 熊本県 6 39

千葉県 7 47 兵庫県 6 35 大分県 3 15

東京都 10 52 奈良県 8 31 宮崎県 2 24

神奈川県 7 26 和歌山県 4 26 鹿児島県 2 41

新潟県 4 26 鳥取県 1 18 沖縄県 0 41

富山県 1 14 島根県 3 16 計 220 1,521

～令和３年度都道府県別実施市町村数～

◆ 管内行政職員を対象とした担当者会議・研
修等において、チームオレンジの理念や設置
の必要性等を周知。

◆ 初任又は現任のコーディネーターやチーム
オレンジのメンバーに対して、チームオレン
ジの理念や職域サポーターの開拓・活用手法
など運営のノウハウ等に関する研修を企画・
開催

◆ 管内市町村に対する認知症サポータース
テップアップ研修の実施支援等

◆ チームオレンジの先進的な取組や課題を
共有する会議等の開催 など

都道府県の役割

中間評価を踏まえた対応方針
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（参考）チームオレンジコーディネーター研修 カリキュラム例

内容 目的 標準時間
Ⅰ  オリエンテーション

1 認知症サポーターキャラバンの仕組み
2 認知症の正しい知識の普及と支援の構造

Ⅱ  認知症サポーターの活動推進とチームオレンジ
1 認知症サポーターの輩出
2 認知症サポーターの活動促進
3 チームオレンジの基本
4 チームによる早期からの継続支援

Ⅲ チームオレンジの仕組み（全体図）

①認知症サポーターキャラバンの仕組みの理解

②認知症サポーターの活動促進とチームオレンジの関係

③チームオレンジの基本を理解

④全体図からチームオレンジの仕組みを理解

15分

Ⅳ  チームオレンジとコーディネーター
1 コーディネーターとは
2 コーディネーターの役割
3 コーディネーター研修カリキュラム

①チームオレンジとコーディネーターの関係、役割の理解

②コーディネーター研修内容・時間配分の理解
15分

Ⅴ  チームオレンジの立ち上げ
1 チームオレンジの立ち上げに当たって
2 立ち上げのための準備
3 チームオレンジの類型
第1類型【共生志向の標準タイプ】
第2類型【既存拠点活用タイプ】
第3類型【拠点を設置しない個別支援型】

①実際の立ち上げに際しての準備すべき事項のとらえ方

②地域の実態調査手法（ワークシートの活用）

③チームオレンジの類型別特長の理解
60分

Ⅵ  支援メニューと支援範囲等の取り決め
外出支援／出前支援
支援の範囲と時間等
守秘義務の徹底

④チームオレンジ運営における約束事や取り決め事項の理解

Ⅶ  ステップアップ講座の実施について
講座テーマ例と参考資料
講座の組み立て例

①講座テーマと参考資料の活用

②講座の組み立て例から組み立て方を学ぶ
20分

Ⅷ  演習（GW）・発表
Ⅴチームオレンジの立ち上げ
Ⅵ支援メニューと支援範囲を参考に

実際にチーム立ち上げのシミュレーションをしてみる

実践への予習
どのようなチームを立ち上げるかグループで話し合い、模擬
的にチームオレンジを作り、発表

90分～120分

※ 研修は標準合計時間の３時間から４時間を目安に行う。
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19．認知症疾患医療センターの整備の推進について 

 

（１）整備状況について 

認知症疾患医療センター（以下「センター」という。）は、認知症疾患に関する鑑別

診断とその初期対応、身体合併症の急性期治療を行うほか、診断後に適切に医療・介

護サービスや地域における見守り等の日常生活面の支援や、家族を対象とした相談支

援等に適切につながるよう、対象者に応じた相談を行う機能を有しており、地域での

認知症医療提供体制の拠点として、地域包括支援センター等の地域の関係機関と連携

した支援体制の構築を図る重要な役割を担っている。 

 センターは、認知症施策推進大綱のＫＰＩ/目標において、全国500カ所、二次医療   

圏ごとに1カ所以上設置するとされているところ、令和４年10月現在では、未だ整備さ

れていない二次医療圏が17圏域存在しているものの、全国で499カ所まで整備が進ん

でいる。 

  このことから、令和４年度老人保健健康増進等事業において、「認知症疾患医療セン

ターの整備方針に関する調査研究事業」を実施し、KPIに掲げていた500カ所の設置を

達成した後の目標設定の必要性や、未設置圏域の今後の方針などを検討している。そ

の結果を踏まえ、地域において認知症に対して進行予防から地域生活に必要となる医

療を提供できる機能体制の構築を図るための整備の考え方やセンターの質の評価のあ

り方等をお示しする予定である。 

 

（２）センターの機能強化について 

「診断後等支援機能」（かかりつけ医等の医療機関や地域包括支援センター等の地

域の関係機関と連携して行う相談支援や当事者等によるピア活動など）については、

引き続き積極的な取組をお願いする。 

また、令和３年度から、基幹型センターによる地域連携拠点機能や本事業の着実な

実施に向けた取組を促進するため、新たに、空床を確保しない類型（身体合併症に対

する救急医療機関としての要件を他の医療機関との連携により満たす類型）の基幹型

センターを設置可能としたところであるが、引き続き、既存の地域型センターを基幹

型センターにすることも含め検討し、地域において認知症に対して進行予防から地域

生活の維持まで必要となる医療を提供できる機能体制の構築に努めていただきたい。 

 

（３）センターの活動実績の報告について 

これまで、センターの基本情報や機能に関するデータは、国庫補助金協議や申請時

に提出いただいていた。これらの情報のうち、事業終了後に報告いただくことが適切

な事項（診断件数、相談件数、職員配置状況、研修会実施回数等）については、今後、

事業終了後の実績報告時にのみ報告を求めることとする仕組みとなるよう、必要な要

綱改正を行うこととした。介護保険事業費補助金交付要綱は改正済み（平成4年10月18

日）であるが、認知症疾患医療センター運営事業実施要綱の改正や報告様式等は追っ

て連絡するので、ご了知いただきたい。 
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20．認知症地域支援推進員の活動の充実について 

認知症地域支援推進員（以下「推進員」という。）については、各市町村に配置され、

地域における認知症の人に対する医療・介護等の支援のネットワーク構築の要として活

躍いただくとともに、認知症ケアパス・認知症カフェ・社会参加活動などの地域支援体

制づくり、認知症の人やその家族を支援する相談業務等を実施していただいているとこ

ろである。 

（１）認知症地域支援推進員の質の向上にかかる取組について 

地域における認知症の人に対する医療・介護等の支援のネットワーク構築の要である

推進員については、その先進的な活動事例の横展開等を図る観点から、厚生労働省ホー

ムページにおいて、社会参加活動を含む取組事例や活動の手引き等を掲載している。都

道府県におかれては、推進員も含めた地域の支援機関間の連携強化や業務のさらなる質

の向上に向け活用いただけるよう、市町村や推進員等に周知をお願いする。 

○認知症施策関連ガイドライン、取組事例（推進員） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170692.html 

令和４年度老人保健健康増進等事業では、認知症介護研究・研修東京センターが調査

研究を実施し、推進員の機能強化を促進するための考え方や、市町村との協働のあり方

も含めた推進員活動の方策をまとめたガイド及び事例集を作成する予定となっている。 

各都道府県におかれては、大綱の KPI では、「認知症地域支援推進員の先進的な活動

の横展開」とされていることも踏まえ、同ガイド及び事例集の周知や関係団体等への配

布等をはじめ、管内市町村や推進員等に周知をお願いする。 

また、推進員の質の向上のための認知症地域支援推進員研修については、「推進員とし

ての役割が明確になった」等の研修受講者のアンケート回答も多く、研修受講の効果は

大きいものと考えられる。積極的に研修を受講いただけるよう、市町村への支援をお願

いしたい。 

この点、これまで同様、 

・ 各市町村の推進員の活動状況の把握や好事例の情報共有のための会議等の開催

については「認知症総合戦略推進事業」 

・ 推進員の資質向上のための研修会に関する費用については「地域医療介護総合確

保基金」 

を活用することが可能なため、推進員の活動の支援及び資質の向上に向けて、活用いた

だきたい。 

なお、令和５年度の研修は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から集合

型あるいはオンラインのいずれかを選択して受講可能な形式で開催する予定である。詳

細は認知症介護研究・研修東京センターより開催要綱が２月に発出されており、募集案

内は３月下旬に発出予定となっている。日程等を調整の上、未受講の推進員の受講を積

極的に検討し、都道府県において取りまとめの上、申込みいただきたい。 

また、推進員研修及び推進員の活動事例等の情報が、認知症介護研究・研修センター

のホームページ DC－NET「認知症地域支援推進員」ページにおいて掲載されている。推

進員の関連情報を一括して入手できる情報源として、各都道府県・市町村におかれては
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推進員や関係者に広く周知し、ご活用いただきたい。 

〇DC-NET 「認知症地域支援推進員」のページ 

https://www.dcnet.gr.jp/suishinin/ 

 

（２）認知症カフェの推進について 

認知症カフェの開設については、大綱において全市町村に普及することを目標に掲げ

ており、未設置の市町村においては積極的な普及をお願いしたい。 

都道府県におかれては、例えば、課題や先進事例の共有を行う連絡会議の開催、先進

的な取組事例を紹介するセミナーの開催等、引き続き市町村への支援をお願いする。 

また、令和４年度老人保健健康増進等事業において、認知症介護研究・研修仙台セン

ター（以下、仙台センター）が、全国の認知症カフェ運営者に状況調査を実施したとこ

ろであるが、この結果を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響により一時休止をし

ていた認知症カフェの再開や継続に向けた取り組みのポイントを整理することとしてい

る。令和４年度事業終了後、DC－NET へ掲載するとともに、各市町村へ報告書が送付さ

れる予定であるのでご活用いただきたい。 

なお、令和２年度老人保健健康増進等事業においては、仙台センターが、新型コロナ

ウイルス状況下における「認知症カフェ継続のための手引書」を作成しているため、こ

ちらも引き続き活用いただきたい。 

○認知症施策関連ガイドライン、取組事例(認知症カフェ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000167800.html 

○DC－NET「家族支援と認知症カフェ」のページ 

https://www.dcnet.gr.jp/support/cafe/index.php 

 

（３）【再掲】「認知症の人と家族への一体的支援事業」について 
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21．若年性認知症施策について 

（１）若年性認知症施策の推進について 

 令和２年に発表された調査研究の結果から、65 歳未満で発症する若年性認知症の人に

関しては、様々な課題があることが明らかとなっている。 

 例えば、 

  ・本人・家族への心理社会的ケアの必要性 

  ・診断後支援の必要性（診断時に必要なサービスに繋ぐ、など） 

  ・サービスへのアクセシビリティ確保の必要性（公的制度・インフォーマル情報） 

  ・地域の認知症理解の必要性（周囲や地域の正しい認識による対応や相互理解） 

 などであり、若年性認知症の理解と合理的配慮のある社会環境づくりが重要と指摘さ

れている。 

（参考：「若年性認知症の有病率・生活実態把握と多元的データ共有システム」） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000167853.html 

 

このような課題に対しては、都道府県・指定都市に配置されている若年性認知症コーデ

ィネーター（以下本項目において「コーディネーター」という。）が果たす役割と、市町

村における相談支援などの取組が極めて重要であり、このような若年性認知症の人の支

援体制を整備することは、高齢の認知症の人の支援体制を充実させるだけでなく、全て

の高齢者にとって暮らしやすい地域づくりともなり得るものである。 

各都道府県におかれては、コーディネーターの配置や活動支援を推進することと合わ

せ、管内市町村に対し、市町村における若年性認知症支援施策を促進するよう、周知し

ていただくようお願いする。 

 

（２）市町村における若年性認知症支援の施策の促進について 

前述のとおり、若年性認知症の人に対し、地域におけるきめ細やかな支援が行われる

ようにするためには、市町村における対応が不可欠であるが、市町村における認知症施

策の位置付け（担当部局）が明確ではない、関係者の問題意識が十分ではない、などに

より、必ずしも適切な支援が行えていないとの指摘がある。 

このため、認知症介護研究・研修大府センター（以下「大府センター」という。）では、

令和４年度の老人保健健康増進等事業により、市町村が若年性認知症の人の支援を行う

意義、コーディネーターが市町村の各種施策と連携する際のポイント、具体的な支援事

例などを調査・研究し、「市町村における若年性認知症施策の推進のための手引き」を作

成・周知予定である。 

各都道府県におかれては、この手引きの活用及び管内市町村への周知をお願いする。 

 

（３）若年性認知症支援コーディネーターの配置について 

若年性認知症の人の支援を行うにあたり、中核的な役割を果たすのがコーディネータ

ーであり、令和元年度に全都道府県に配置されたところであるが、指定都市については 

８市にとどまっており、継続的な配置と資質の向上をお願いする。 
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約半数のコーディネーターは一人配置により業務を行っている現状を踏まえ、大府セ

ンターでは、資質の向上に向けた取組や日々の業務の支援策として、以下の取組を行っ

ている。 

① 初任者研修・フォローアップ研修について 

     令和５年度も引き続き、「初任者研修（令和５年７月６日～７日）」と「フォロ

ーアップ研修（令和５年 10 月 18 日～19 日）」を予定している（オンラインで実

施予定）。各都道府県及び指定都市におかれては、行政とコーディネーターの連携が

十分に図られるよう、コーディネーターがその経験に応じた研修を受講できるよう

に配慮するとともに、行政担当者の参加についてもご検討いただきたい。 

なお、新型コロナ感染症の状況によっては、集合型研修からオンライン研修へ

変更する場合があるのでご留意いただきたい。 

（参考：令和４年度時点での研修受講者数） 

・初任者研修：受講者数 130 名/対象者 139 名（受講率：93.5％） 

・フォローアップ研修：受講者数 109 名/対象者 128 名（受講率：85.2％） 

また、令和５年度においても、全国のコーディネーター間の連携推進並びに行

政担当者間の情報交換を目的として、オンラインによる意見交換会を大府センタ

ーにおいて予定しているのでご承知願いたい（行政担当は１回、コーディネータ

ーは２回実施予定）。 

【KPI／目標】全若年性認知症支援コーディネーターが初任者研修・フォローアップ研修を受講 

（2025 年まで） 

 

② 全国若年性認知症支援センターについて 

平成 30 年度に設置された全国若年性認知症支援センター（以下「支援センタ

ー」）では、都道府県等の担当者やコーディネーターからの個別事案に関する相談

支援や活動する上で効果的な事例の情報提供等を行っているので、積極的な活用

をお願いしたい。 

 URL: https://y-ninchisyotel.net/callcenter/new.html 

（参考：直近の相談件数の推移） 

令和４年の相談件数 346 件 （令和３年 323 件） 

相談者の内訳）コーディネーター：204 件 （令和３年 213 件） 

行政担当者：93 件 （令和３年 73 件） 

【KPI/目標】支援センターがコーディネーターから受ける相談件数の増加 

  

 また、支援センターに設置された若年性認知症コールセンターにおいては、

若年性認知症のご本人・ご家族等からの電話・メール相談を実施しており、来

年度からは利便性を高めるため毎週水曜日の相談時間を 19 時まで延長し対 

応することとしているので、周知をお願いする。 

・コールセンターHP URL： https://y-ninchisyotel.net/ 

・メール受付 URL：https://y-ninchisyotel.net/mailform/ 
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③ 情報共有システムについて 

  約半数のコーディネーターは一人配置のなかで支援に取り組んでおり、有効 

なノウハウの蓄積に課題を抱えている。このため、支援センターでは、コーディ

ネーターの活動を支援するため、令和２年４月から、①相談記録システム、②支

援事例共有システム、③掲示板機能からなる「情報共有システム」を運用してお

り、システムを活用したコーディネーターからは以下のような感想が挙がってい

る。 

・相談内容の管理や相談件数等の集計がしやすく、行政担当者とも情報共有が

図れる。 

・支援の好事例を知ることができ、業務に活かせている。  

・掲示板情報で、他のコーディネーターの取組みを参考にすることができる。 

 令和５年 1 月末時点で 37 府県市から 60 件の支援事例が掲載されているが、さ

らに多くの支援情報が収集されることで、コーディネーターの業務の効率化や円

滑な連携、資質の向上に資することが期待されるので、既に登録済みのコーディ

ネーター、行政担当者はもとより、未登録のコーディネーター等についても登録

の上、事例や資料の積極的な情報共有をお願いしたい。 

（参考：システムへの登録状況（令和５年１月末時点）） 

コーディネーター：145 名中 129 名（89％） 

行政担当者：67 名中 56 名（83.6％） 

   

④ コーディネーターの効果的な連携のあり方や資質向上について 

大府センターが令和３年度に行ったコーディネーター、行政担当者、地域包括

支援センターや地域障害者職業センターなどの地域の関係機関へ実施したアン

ケート調査結果からは、地域福祉の要である地域包括支援センターにおけるコー

ディネーターの周知が十分でないことも明らかとなったため、都道府県におかれ

ては、引き続き関係機関との連携を図るため、管内市町村及び関係機関へのコー

ディネーターの配置について周知をお願いする。 

また、地域連携体制の構築に向けては、自立支援ネットワーク会議や研修の実

施が重要であるが、いずれも一部の都道府県・指定都市では開催出来ていないこ

とが調査結果から分かっている。 

大府センターで昨年度作成した「若年性認知症自立支援ネットワーク会議・研

修実施のための手引き」を参考に、効果的な実施方策を検討の上、実施していた

だくようお願いする。 

   URL： 

https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/detail_392_center_2.php 

 

 

（４）若年性認知症の人の就労継続について 

  ① 就労継続に関する連携機関について 
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若年性認知症と診断された方にとって、これまで従事してきた企業に引き続き

雇用されることは、経済的な側面だけでなく、社会参加の側面においても非常に

重要である。 

就労を継続するためには、事業主や人事労務担当者、産業医を含む企業関係者

等の理解が不可欠である。産業保健総合支援センターの産業医向けの研修等にお

いて、コーディネーターや行政担当者が、若年性認知症に関する知識の深化や特

性に配慮した就労上の支援等に関して、積極的な普及・啓発を行っていくことも

具体的な役割の１つと考えられるため、引き続き、都道府県等におかれては、関

係機関や企業等へのコーディネーター等の周知をお願いしたい。 

また、若年性認知症の人の就労支援については、公共職業安定所（ハローワー

ク）（注１）が中心となって、地域障害者職業センター（注２）や障害者就業・生

活支援センター（注３）などの支援機関が連携して、「障害者向けチーム」を結成

し、就職から職場定着までの一貫した支援を提供している。 

 都道府県等におかれては、認知症総合戦略推進事業を活用して若年性認知症自

立支援ネットワークの構築を推進いただくとともに、構築に当たっては就労支援

機関との連携を進めていただきたい。併せて、コーディネーターが就労支援機関

と連携の上で若年性認知症の人への就労支援の充実を図るよう周知をお願いした

い。 

さらに、働き方改革実現会議において取りまとめられた「働き方改革実行計画」

（平成 29 年３月 28 日とりまとめ）に基づき治療と仕事の両立支援に取り組むこ

ととしており、都道府県労働局においては「地域両立支援推進チーム」を設置し

て、自治体の皆様をはじめ、地域の関係者がネットワークを構築し、互いの取組

の連携強化を図っており、令和２年度は新たに、自治体や地域の関係者と協議し

て取組計画を策定することとしたところである。 

都道府県の若年性認知症施策の所管部局やコーディネーターも地域両立支援

推進チームの構成員として積極的な参加と連携ができるよう宜しくお願いした

い。 

（注１）公共職業安定所（ハローワーク） 

若年性認知症を含む障害者に対する専門的な職業相談・職業紹介や就職後

の定着支援等を行うとともに、事業主に対しては、各種助成金制度を活用し

ながら、雇入れに向けた支援や、雇用継続等の支援を行っている。 

（注２）地域障害者職業センター 

都道府県ごと（ほか支所５か所）に設置されており、障害者に対する専門

的な職業リハビリテーションを提供するため、障害者一人ひとりのニーズに

応じた職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職場適応援助等を実施すると

ともに、事業主に対し、雇用管理に関する専門的な助言その他の支援を行っ

ている。 

（注３）障害者就業・生活支援センター 

全国 338 ヶ所（令和 4 年 4 月時点）に設置され、具体的な支援として、就

労及びそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害者に対し、窓口での相
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談や職場・家庭訪問等の支援を行っている。 

 

② 治療を受けながらの就労について 

若年性認知症の人が適切に治療を受けながら就労を継続することは重要である

と考えている。そこで、この現状等を調査し、その課題及びその対応策等につ

いて検討し、それらをまとめた適切な治療と就労の継続の両立に係る手引きを

作成した。これは自治体を含む各方面に配付され、内容は公開している。 

 ○令和３年度老人保健健康増進等事業「若年性認知症疾者の就労支援のための

調査研究事業」 

    https://www.mizuho-ir.co.jp/case/research/r03mhlw_kaigo2021.html 

また、診療報酬「療養・就労両立支援指導料」においては、患者と企業が共同

して作成した勤務情報提供文書に基づき、患者に療養上必要な指導を実施すると

ともに、企業に対して診療情報を提供した場合について、また、診療情報を提供

した後の勤務状況の変化を踏まえ療養上必要な指導を行った場合について評価し

ているところである。令和４年度診療報酬改定において、既往の対象疾患である

がん、脳卒中等に加え、若年性認知症についても追加された。前述の両立支援の

手引きと併せて、この制度の周知と活用をお願いする。 

 

（５）若年性認知症の人等の社会参加の取組について 

若年性認知症の人が可能な限り企業での就労継続ができるよう支援することが重要で

あるが、就労継続が困難になったとしても、「できることをしたい」、「人や社会の役に立

ちたい」、「居場所がほしい」という気持ちを持っている若年性認知症の人も多い。 

こうした場合には、症状に応じた支援の一環として、障害福祉サービスの就労継続支

援（Ｂ型）の利用が考えられるが、令和元年度に大府センターが行った調査研究事業で

は、就労継続支援事業所の中には、若年性認知症当事者の受入の経験が乏しく対応に不

安を抱える事業所があることが明らかになった。 

都道府県に設置されている若年性認知症相談窓口（コーディネーター）には、就労継

続支援事業所と連携することにより、利用前の本人の状況がよくわかる、認知症に関す

る知識を得て理解が深まる、利用中も症状の変化に対する助言が得られる、退所の見極

めや退所後の処遇についても相談できるなど、若年性認知症の人の受入れに対する事業

所の不安を軽減する役割が期待されている。 

しかし、上記研究事業によれば、コーディネーターの認知度は就労継続支援事業所で

は３割に満たないなど、関係者間での認知度に課題を抱えることが明らかになっている

ことも踏まえ、都道府県におかれては、コーディネーターが就労継続支援事業所と円滑

に連携できるよう、事業所へ周知を図る等の支援をお願いしたい。この点、大府センタ

ーが就労継続支援事業所向けに作成した冊子（※）では、コーディネーターの役割の紹

介や、当事者の受け入れ時に生じる不安の解消と言ったコーディネーターとの連携で得

られる効果などを記載しているため、当該冊子も活用されたい。 

（※）「ソフトランディングの視点と若年性認知症支援コーディネーターの役割」 

https://www.dcnet.gr.jp/pdf/download/support/research/center2/330/o_2019_softlandhing.pdf 
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また、認知症の症状が更に進行するなどして障害福祉サービスの就労継続支援（Ｂ型）

の利用が困難となった場合には、地域の福祉関係者と企業等が連携して軽作業、農作業

などの社会参加活動への参加が考えられる。このため、都道府県のコーディネーターと、

市町村の認知症地域支援推進員が適宜連携の上、適切な支援につながるよう調整を図る

など、若年性認知症の人の社会参加の場が確保できるよう必要な支援をお願いしたい。

この点、平成 30 年７月発出の事務連絡「若年性認知症の方を中心とした介護サービス事

業所における地域での社会参加活動の実施について」において、介護サービス事業所の

利用者が介護サービス提供時間中に地域活動や有償ボランティアを行う際の取扱を示し

ている。各市町村におかれては、改めて当該事務連絡や、過去の調査研究の成果物など

をご確認いただきたい。 

○「若年性認知症の方を中心とした介護サービス事業所における地域での社会参加活

動の実施について」（平成 30 年７月 27 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進

室、振興課、老人保健課連名事務連絡） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000340375.pdf 

 ○平成 30 年度老人保健健康増進等事業「介護サービス事業における社会参加活動の

適切な実施と効果の検証に関する調査研究事業」 

https://hitomachi-lab.com/official/wp-content/themes/hitomachi-

lab/pdf/pdf09.pdf 

 

若年性認知症支援コーディネーターのための

「情報共有システム」 概要

若年性認知症の人への支援強化、対応力向上

③ 掲示板② 支援事例共有

① 相談記録システムの構成

① 相談記録

システム

② 支援事例

共有システム

③ 掲示板

機能

様々な支援事例
の共有

個別支援の記録、

登録、集計・分析

情報交換

○支援好事例や困難事例を共有

・支援方法、困難事例への対応力強化
・一般就労、福祉的就労、居場所、
介護保険、その他でカテゴリー検索可

○研修会・啓発資料等の活動情報を共有

・行政担当者、支援コーディネーター
の連携の場として活用
・業務企画運営の参考資料掲載
研修会・セミナー情報、啓発用資料など
※地図上で都道府県別に検索機能

・相談記録データの集計速報掲載

○共通記録シートを活用、簡易なＰＣ入力と報告の
システム化により、記録や報告業務を効率化

・必要事項を網羅した入力様式を活用
・相談件数等の集計・報告をシステム化
・集計データを活用し、実態把握と分析による課題等の
明確化が可能

・3つの機能により、支援コーディネーターの

業務をサポート

・行政担当者も活動情報を共有

でき、連携・協働に活用

※システムは認知症介護研究・研修大府センター
（全国若年性認知症支援センター）が管理

支援コーディネーターの活動には

行政の支援が不可欠、積極的な活用を！

効率化、実態把握

連携強化

対応力向上

報告データからは
個人情報を除外

連携ツール
活動情報を収載し
その情報を共有

Ｗｅｂ
サーバー

データ

４ 月

５ 月

６ 月

支
援
内
容
分
析
例
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22．認知症高齢者等の権利擁護に関する施策について 

（１）成年後見制度利用支援事業について 

成年後見制度の利用が必要な低所得の高齢者に対しては、地域支援事業の成年後見制

度利用支援事業において、申立てに要する経費や後見人の報酬等を助成することとして

いる。しかし、一部の市町村においては、事業が未実施となっている（実施自治体数：

1,690 市町村(令和３年４月時点)）ほか、自治体ごとの実施要綱において、助成対象の

要件を市町村長申立に限定している例や助成対象者の収入要件等を生活保護受給者に限

定している例等も散見されることから、第二期成年後見制度利用促進基本計画（令和４

年３月 25 日閣議決定）において「市町村により実施状況が異なり、後見人等が報酬を受

け取ることができない事案が相当数あるとの指摘がされている。」「全国どの地域におい

ても成年後見制度を必要とする人が制度を利用できるよう、市町村には、（中略）同事業

の実施内容を早期に検討することが期待される。」とされたところである。 

当該事業については、任意事業ではあるものの、上記計画の記述も踏まえ、都道府県

におかれては、管下市町村に対し、 

・未実施市町村におかれては、当該事業を実施すること 

・市町村長申立の場合に限らず、本人や親族からの申立等も対象とすること 

・費用の補助がなければ利用が困難な方を対象としている趣旨を踏まえ、広く低所得

者を対象とするような要件の設定とすること 

・後見人以外の、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人についても

助成対象とすること 

について検討いただくよう、引き続き市町村に対して周知、助言をお願いしたい。 

また、今年度、全国の実施状況や未実施理由等を把握するとともに、事業の推進につ

ながる留意事項を整理するための調査研究事業を実施しており、成年後見制度利用促進

専門家会議においても議論が行われている。これらを踏まえ、改めて留意事項等を整理

した通知を発出する予定であるのでご承知おきいただきたい。 

 

（２）市町村長申立てについて 

市町村長による成年後見開始の申立てについても、第二期成年後見制度利用促進基本

計画において「一部の市町村において適切に実施されておらず、（中略）実施状況に市町

村間で格差があるとの指摘がある。」とされたところである。 

住所と居所が異なる市町村である場合における申立基準の原則や、親族調査の基本的

な考え方については、令和３年 11 月に通知を発出している（※）ので、都道府県におか

れては、管下市町村に対して改めて本通知について周知をお願いしたい。 

（※）「市町村長による成年後見制度に基づく後見開始の審判等の請求に係る基準等

の基本的考え方及び手続の例示について」（令和３年 11 月 26 日付け障障発 1126 第

１号、障精発 1126 第 1 号、老認発 1126 第２号厚生労働省社会・援護局障害保健福

祉部障害福祉課長、同部精神・障害保健課長、老健局認知症施策・地域介護推進課

長連名通知） 
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また、今年度、全国の実施状況や支障事例等を把握するとともに、好事例のとりまと

め・紹介等を行う調査研究事業を実施しており、成年後見制度利用支援事業の通知とと

もに、通知を発出する予定であるのでご承知おきいただきたい。 

 

（３）市民後見人の養成について 

市民後見人の養成については、従前より地域医療介護総合確保基金を活用することが

可能である。引き続き、積極的な市民後見人の養成研修の実施や、資質向上のための継

続的なフォローアップなど担い手の確保に努められたい。 

市民後見人の養成については、第二期成年後見制度利用促進基本計画において、国は、

養成研修カリキュラムの見直しの検討、研修修了者の活躍の推進策の検討を行うことと

されたところであり、今年度、カリキュラムの見直しの検討、研修修了後の活動状況の

調査・とりまとめを行っているところであり、今後、これらの結果について周知を行う

予定である。 

 

（４）意思決定支援に関する取組 

認知症の人の意思決定支援については、「認知症の人の日常生活・社会生活における意

思決定支援ガイドライン」を平成 30 年に策定し、医療・介護従事者向けの認知症に関す

る各種研修で使用するための教材の作成等を行ってきているところである。都道府県に

おかれては、引き続きこれらの教材等も活用しつつ、ガイドラインの普及に努めていた

だきたい。 

○厚生労働省ホームページ「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支 

援ガイドライン」に関する資料等の掲載先 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212395.html 

一方で、「介護保険制度の見直しに関する意見」（令和４年 12 月 20 日 社会保障審議

会介護保険部会）では、「85 歳以上人口の増加に伴い、認知機能が低下した高齢者も増

加することが見込まれる。地域で生活する高齢者等の意思決定の支援や、権利擁護の重

要性が高まることとなる。」とされ、意思決定支援の重要性を踏まえた方策の検討の必要

性が示されたところである。 

 これを踏まえ、来年度、現行ガイドラインの介護施設や事業所等現場での活用状況や

意思決定支援に関する取組状況を調査し、課題を把握するとともに、意思決定支援を実

践するための効果的な方策について検討を行う予定としているのでご承知おきいただき

たい。 
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成年後見制度利用支援事業

１．目的

低所得の高齢者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、権利擁護を図ることを目的とする。

２．事業内容

成年後見制度の利用に要する費用及び成年後見制度利用促進のための広報・普及活動の実施に係る費

用を交付する。

（１）成年後見制度の利用に要する費用に対する助成

① 対象者：成年後見制度の利用が必要な低所得の高齢者

② 助成対象経費

・ 成年後見制度の申立てに要する経費（申立手数料、登記手数料、鑑定費用など）
・ 後見人等の報酬

（２）成年後見制度利用促進のための広報・普及活動の実施

① 地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等を通じた、成年後見制度のわかりやすいパンフレッ
トの作成・配布
② 高齢者やその家族に対する説明会・相談会の開催
③ 後見事務等を実施する団体の紹介等

３．実施主体

市町村（負担割合：国 38.5／100 都道府県 19.25／100 市町村 19.25／100 1号保険料 23／100）

４．令和５年度予算案

地域支援事業交付金１，９３３億円の内数 （令和４年度予算：１，９２８億円）

成年後見制度における市町村長申立の適切な実施及び
成年後見制度利用支援事業の推進に関する調査研究事業

１．事業名

令和４年度厚生労働省老人保健健康増進等事業
「成年後見制度における市町村長申立の適切な実施及び成年後見制度利用支援事業の推進に関す
る調査研究事業」

３．事業概要

全国どの地域においても、成年後見制度を必要とする人が制度を利用できるようにするため、
「市町村長申立て」の適切な実施や「成年後見制度利用支援事業」の積極的な実施が重要である。

しかし、市町村長申立ての実施状況や、成年後見制度利用支援事業の運用状況については、市町
村間で格差があるとの指摘がある。そのため、本事業では、以下について取り組む。
①「市町村長申立て」について
• 全国の市町村長申立ての実施状況や支障事例等の把握
• 好事例のとりまとめ・紹介や、各自治体が参考となるような取組の提案
②「成年後見制度利用支援事業」
• 全国の成年後見制度利用支援事業の実施状況や未実施理由等の把握
• 事業の推進につながる留意事項の整理

２．事業実施団体

一般財団法人日本総合研究所
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権利擁護人材育成事業

１．目的
認知症高齢者等の状態の変化を見守りながら、介護保険サービスの利用援助や日常生活上の金銭管理など
成年後見制度の利用に至る前の支援から成年後見制度の利用に至るまでの支援が切れ目なく、一体的に確保
されるよう、権利擁護人材の育成を総合的に推進する。

２．事業内容
（１）権利擁護人材の養成研修の実施
・ 成年後見制度の利用に至る前の段階で介護サービスの利用援助等を行う「生活支援員」や、成年後見制
度の下で身上保護等の支援を行う「市民後見人」の養成

（２）権利擁護人材の資質向上のための支援体制の構築
・ 家庭裁判所に対する適切な後見候補者の推薦や市民後見人等からの定期的な報告を踏まえた適切な
助言・指導など、権利擁護活動を安定的かつ適正に実施するための支援体制の構築
・ 弁護士、司法書士、法テラス、社会福祉士等専門職との連絡会議の開催など、事案解決能力の向上を図
るための取組

３．実施主体

都道府県（負担割合：国２／３ 都道府県１／３）

４．令和５年度予算案

地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）１３７億円の内数 （令和４年度予算：１３７億円）

市民後見人養成研修カリキュラム及び
市民後見人の活躍推進に関する調査研究事業

１．事業名

令和４年度厚生労働省老人保健健康増進等事業
「市民後見人養成研修カリキュラム及び市民後見人の活躍推進に関する調査研究事業」

３．事業概要

市民後見人は、成年後見制度の担い手の確保や、地域共生社会の実現のための人材育成という観
点から一層養成を推進していく必要がある。しかし、市民後見人養成研修カリキュラムは、平成23
年度に策定して以降、改訂を行っておらず、意思決定支援や身上保護の内容を含めるなど、より充
実したカリキュラムの見直しを検討する必要がある。また、市民後見人養成研修を修了し、地域に
おいて権利擁護の支援をしている人の活躍の推進策の検討を行う。
① 市民後見人養成研修のカリキュラムの改訂
② 市民後見人養成研修を修了し、市民後見人としては選任されていないものの、地域において広
く権利擁護の支援を行っている人の活動状況等の調査を実施し、地域での活躍状況を整理。

２．事業実施団体

特定非営利活動法人地域共生政策自治体連携機構
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認知症施策推進大綱（令和元年６月１８日とりまとめ）

〈「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」の普及に関する記載箇所抜粋〉

第２．具体的な施策
１．普及啓発・本人発信支援
（１）認知症に関する理解促進

～以下、抜粋～

○ 本人の意思をできるだけくみ取り、それを活かして支援ができるよう、医療・介護従事者
等の専門職向け認知症対応力向上研修や認知症サポーターのステップアップ講座等において、
「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」の内容を盛り込み
普及する。

３．医療・ケア・介護サービス・介護者への支援
（４）医療・介護の手法の普及・開発

～以下、抜粋～

○ 多職種協働により、あらかじめ本人の意思決定の支援を行う等の取組を推進する。このた
め、本人の特性に応じた意思決定支援を行うために策定した「認知症の人の日常生活・社会
生活における意思決定支援ガイドライン」を医療・介護従事者への研修において活用する。

平成３０年６月「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」策定
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23．認知症高齢者等の医療･介護に携わる人材育成のための研修について 

（１）認知症介護に係る研修について 

  ① 認知症介護基礎研修の実施及び改定検証調査について 

認知症介護基礎研修については、認知症についての理解の下、本人主体の介護を

行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、令和３年度介護報酬改定に

おいて、無資格者への研修受講の義務付け（介護サービス事業者に対する受講させる

ための措置の義務付け）がなされた。 

研修受講者の拡大が見込まれること等を踏まえ、ｅラーニングにより受講出来る

環境を整備したところであるが、令和４年度末までにすべての都道府県・指定都市に

おいてｅラーニングが導入される見込みであり、今後、受講が一層進むよう、管内市

町村や介護事業所等への周知や早めの受講促進をお願いしたい。 

   また、令和５年度は、令和３年度の介護報酬改定の措置による現場への効果等につ

いて改定検証調査を行う予定としているため、都道府県にはアンケート調査へのご協

力をお願いしたい。 

  

② 認知症ケアに係る各種研修の適切な受講定員設定について 

 認知症介護指導者養成研修や認知症介護実践リーダー研修など認知症ケアに係る研

修の受講は、介護現場における「認知症専門ケア加算」等の算定要件となっていると

ころ、一部の都道府県・指定都市においては、研修の受講定員を上回る応募があり、

希望者が研修を受講できない実態が散見されている。このため、保険者機能強化推進

交付金・介護保険者努力支援交付金に係る評価指標（都道府県分）においては、都道

府県の認知症施策の推進に関し、現状把握、計画の策定を適切に行っているかを問う

とともに、各種研修の実施にあたり、希望者数を踏まえ、適切な受講枠の確保を行っ

ていることを求めているところ。 

 引き続き、希望者が研修を受講できるよう、適切な受講枠の確保に努めていただき

たい。 

   なお、既存研修の充実・拡充に係る経費については、地域医療介護総合確保基金の

「地域における認知症施策の底上げ・充実のための重点支援事業」の対象とすること

も可能であるので、積極的な活用をお願いしたい。 

 

（２）認知症地域医療支援事業における医療従事者に係る研修について 

認知症地域医療支援事業における医療従事者に係る各種研修については、認知症施策

推進大綱も踏まえ、順次、標準的な研修カリキュラム及び教材の見直しを実施している

ところである。令和４年度老人保健健康増進等事業では、看護職員認知症対応力向上研

修事業について標準的なカリキュラム及び教材の見直しを進めているところである。 

当該見直しの趣旨は、これまで改訂した他の認知症対応向上研修事業と整合をとると

ともに、重複部分の整理等の見直しを行うものであり、今後、「認知症医療地域支援事

業」の実施要綱の改正を予定しているところである。 
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また、各種研修教材や今回の改正に関する解説動画等を当該老人保健健康増進等事業

の実施主体から都道府県・指定都市へ送付する予定であるため、都道府県・指定都市に

おいては、その内容も確認の上、適切な研修の実施に努めていただくようお願いする。 
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健
局
長
 

  

認
知
症
地
域
医
療
支
援
事
業
の

実
施
に
つ
い
て
 

  
今

後
の

認
知

症
高

齢
者

の
増

加
に

よ
り

、
身

近
な

主
治

医
（

か
か
り

つ
け

医
）

の
も

と
に

通
院

す
る

高
齢

者
の

中
か

ら
も

経
過

中
に

認
知

症
を

発
症

す
る

ケ
ー

ス
の

増
加
等

が
予

想
さ

れ
る

こ
と

か
ら

、
か

か
り

つ
け

医
が

適
切

な
認

知
症

診
断

の
知

識
・

技
術

等
を

修
得

で
き
る

た
め

の
研

修
及

び
か

か
り

つ
け

医
へ

の
助

言
そ

の
他

の
支

援
を

行
う

認
知

症
サ

ポ
ー

ト
医

の
養

成
を
行

う
と

と
も

に
、

病
院

勤
務

の
医

療
従

事
者

が
認

知
症

ケ
ア

に
つ

い
て

理
解

し
適

切
な

対
応

を
で

き
る
よ

う
に

す
る

た
め

の
研

修
等

を
実

施
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
別
添
の
通
り
実
施
要
綱
を
定
め
、
平
成

2
7
年
４
月
１
日
か
ら
適
用
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
通

知
す
る
。
 

老
発
０
４
１
５
第
６
号
 

平
成

2
7
年
４
月

15
日
 

老
発
０
３
３
１
第
７
号
 

平
成

2
8
年

3
月

31
日
 

一
部
改
正
 
老
発
０
３
２
９
第
６
号
 

平
成

3
0
年

3
月

29
日
 

一
部
改
正
 
老
発
０
４
０
６
第
４
号
 

令
和

３
年

４
月

６
日
 

一
部
改
正
 

老
発
０
４

１
８

第
10

号
 

令
和
４
年
４
月

1
8
日

 

   

 
 
  

都
道
府
県
知
事
 

 
各
 
 
 
 
 
 
 
 

殿
 

 
 
  

指
定
都
市
市
長
 

  
 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
厚
生
労
働
省
老
健
局
長
 

  

認
知
症
地
域
医
療
支
援
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 

  
今

後
の

認
知

症
高

齢
者

の
増

加
に

よ
り

、
身

近
な

主
治

医
（

か
か
り

つ
け

医
）

の
も

と
に

通
院

す
る

高
齢

者
の

中
か

ら
も

経
過

中
に

認
知

症
を

発
症

す
る

ケ
ー

ス
の

増
加
等

が
予

想
さ

れ
る

こ
と

か
ら

、
か

か
り

つ
け

医
が

適
切

な
認

知
症

診
断

の
知

識
・

技
術

等
を

修
得

で
き
る

た
め

の
研

修
及

び
か

か
り

つ
け

医
へ

の
助

言
そ

の
他

の
支

援
を

行
う

認
知

症
サ

ポ
ー

ト
医

の
養

成
を
行

う
と

と
も

に
、

病
院

勤
務

の
医

療
従

事
者

が
認

知
症

ケ
ア

に
つ

い
て

理
解

し
適

切
な

対
応

を
で

き
る
よ

う
に

す
る

た
め

の
研

修
等

を
実

施
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
別
添
の
通
り
実
施
要
綱
を
定
め
、
平
成

2
7
年
４
月
１
日
か
ら
適
用
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
通
知
す

る
。
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令
和
５
年
２
月

20
日
時
点
案

 

改
 
正
 
後
 

現
 
行
 

 
各
都
道
府
県
・
指

定
都
市
に
お
か
れ
て
は
、
関
係
団
体
等
と
連
携
の
下
、
各
地
域
に
お
け
る
早
期
診

断
・
早
期
対
応
の
た

め
の
体
制
整
備
並
び
に
適
切
な
事
業
実
施
に
ご
協
力
願
い
た
い
。

 

（
別
添
）
 

認
知
症
地
域
医
療
支
援
事

業
実
施
要
綱
 

 第
１
～
第
５
（
略
）

 

第
６
（
１
）
～
（
７

）
 
（
略
）
 

（
別
記
５
）
標
準
的

な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
 

  
研
 
修
 

内
 
容
 

Ⅰ
 
 

 認
知
症
 

に
関
す
 

る
知
識
 

 講
義
 

(
1
80
分
) 

  

ね
ら
い
 

認
知
症
患
者
の
入
院
か
ら
退
院
ま
で
の

プ
ロ
セ
ス
に
沿
っ
て
、
認
知
症
の
原
因
疾

患
の
病
態
・
特
徴
等
の
基
本
知
識
を
習
得
す
る

 

 

到
達
 

目
標

 

１
 
病
院
に
お
け
る
認
知
症
患
者
の
現
状
や
課
題
を
理
解
し
、
修
了
後
の
役
割
を

理
解
す
る
 

２
 

実
践

対
応

力
の

前
提

と
な

る
認

知
症

の
原

因
疾

患
の

主
な

症
状

や
特

徴
を

理
解
す
る
 

３
 
認
知
症
の
人
を
支
え
る
施
策
・
制
度
及
び
社
会
資
源
等
を
理
解
す
る

 

主
な
 

内
容
 

意
義
と
役
割
 

 
 
・
研
修
の
意
義
と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
成
・
意
図
 

 
 
・
一
般
病
院
等
で
の
認
知
症
の
現
状
と
課
題
 

 
 
・
病
院
及
び
修
了
者
の
役
割
 

 認
知
症
の
病
態
論
 

 
 
・
認
知
症
の
原
因
疾
患
の
特
徴
（
病
態
）
 

 
 
・
認
知
機
能
障
害
と
行
動
・
心
理

症
状
（
B
P
SD
）
 

 
 
・
認
知
症
と
鑑
別
が
必
要
な
他
の
疾
患
 

 
 
・
せ
ん
妄
の
特
徴
や
症
状
 

 
 
・
認
知
症
の
薬
物
療
法
・
非
薬
物
的
対
応
 

 
各
都
道
府
県
・
指
定
都

市
に
お
か
れ
て
は
、
関
係

団
体
等
と
連
携
の
下
、
各
地
域
に
お
け
る
早
期
診

断
・
早
期
対
応
の
た
め
の

体
制
整
備
並
び
に
適
切
な
事
業

実
施
に
ご
協
力
願
い
た
い
。
 

（
別
添
）
 

認
知
症
地
域
医
療
支
援
事
業
実
施
要
綱
 

 第
１
～
第
５
（
略
）
 

第
６
（
１
）
～
（
７
）
 

（
略
）
 

 （
別
記
５
）
標
準
的
な
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
研
 
修
 
内
 
容
 

Ⅰ
 
 

 基
本
 

知
識
 

 講
義
 

(
1
80
分
) 

   

ね
ら
い
 

認
知
症
患
者
の
入
院
か
ら
退
院
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
に
沿
っ
て
、
基
本
的
な
知
識
 

を
習
得
す
る
 

 

到
達
 

目
標
 

病
院
勤
務
の
医
療
従
事
者
向
け
に
認
知
症
に
関
す
る
知
識
を
普
及
す
る
こ
と
が
 

で
き
る
 

   

主
な
 

内
容
 

・
急
性
期
病
院
で
の
認
知
症
の
現
状
、
認
知
症
の
病
態
、
症
状
 

・
せ
ん
妄
の
基
本
的
な
知
識
、
予
防
、
発
見
、
対
応
 

・
認
知
機
能
障
害
に
配
慮
し
た
身
体
管
理
 

・
認
知
機
能
障
害
に
配
慮
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本
 

・
情
報
共
有
、
退
院
調
整
、
身
体
拘
束
、
治
療
同
意
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
 

知
識
 

・
管
理
者
に
よ
る
取
組
の
重
要
性
 

・
認
知
症
に
特
有
な
倫
理
的
課
題
と
意
思
決
定
支
援
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令
和
５
年
２
月

20
日
時
点
案

 

改
 
正
 
後
 

現
 
行
 

 
 
・
若
年
性
認
知
症
の
特
徴
 

 
 
・
認
知
症
の
重
度
化
予
防
 

 施
策
・
社
会
資
源
等
 

 
 
・
認
知
症
施
策
推
進
大
綱
・
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
 

 
 
・
認
知
症
の
人
へ
の
支
援
の
仕
組
み
（
社
会
資
源
）
 

Ⅱ
 
 

 認
知
症
 

看
護
の
 

実
践
対
 

応
力
 

 講
義
 

(
3
30
分
) 

演
習
 

(
1
20
分
) 

ね
ら
い
 

 

認
知
症
の
人
を
理
解
し
、
よ
り
実
践
的
な
対
応
力

 

（
ア
セ
ス
メ
ン
ト
、
看
護
方
法
・
技
術
、
院

内
外
の
連
携
等
）
を
習
得
す
る
 

到
達
 

目
標
 

１
 
認
知
症
・
認
知
症
の
人
（
入
院

患
者
）
及
び
対
応
の
原
則
に
つ
い
て
理
解
す

る
 

２
 
認
知
症
の
症
状
・
特
徴
を
踏
ま
え
た
基
本
的
な
対
応
（
ア
セ
ス
メ
ン
ト
、
看

護
、
環
境
調
整
等
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
 

３
 
病
棟
等
に
お
け
る
実
践
的
な
対
応
（
チ
ー
ム
対
応
、
院
内
外
の
連
携
、
介
護

者
支
援
等
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

 

 

主
な
 

内
容
 

認
知
症
の
人
の
理
解
 

 
 
・
認
知
症
の
人
の
世
界
観
(
心
理
)
・
症
状
の
理
解
 

 
 ・

認
知
症
の
入
院
患
者
に
対
す
る
看
護
の
基
本
原
則
（
パ
ー
ソ
ン
・
セ
ン
タ
ー

ド
・
ケ
ア
）
 

 
 
・
認
知
症
の
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
技
術
・
工
夫
 

 実
践
対
応
力
Ⅰ
 

 
 
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
視
点
と
ツ
ー
ル
の
活
用
 

 
 
・
認
知
機
能
障
害
へ
の
対
応
 

 
 
・
BP
SD
の
要
因
や
症
状
の
理
解
と
基
本
的
な
対
応
 

 
 
・
認
知
症
患
者
の
身
体
管
理
・
症
状
経
過
を
踏
ま
え
た
対
応
 

 
 
・
せ
ん
妄
の
対
応
 

 
 
・
退
院
後
を
視
野
に
入
れ
た
対
応
 

 

Ⅱ
 
 

 対
応
力
 

向
上
 

   講
義
 

(
3
30
分
) 

演
習
 

(
1
50
分
) 

ね
ら
い
 

 

個
々
の
認
知
症
の
特
徴
・
症
状
に
対
す
る
よ
り
実
践
的
な
対
応
力
 

（
ア
セ
ス
メ
ン
ト
、
看
護
方
法
・
技
術
、
院
内
外
連
携
手
法
）
を
習
得
す
る
 

到
達
 

目
標
 

１
 
入
院
及
び
退
院
時
支
援
に
必
要
と
な
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
実
施
し
、
適
切
に

院
内
外
に
連
携
す
る
こ
と
が
で
き
る
 

２
 
せ
ん
妄
に
つ
い
て
、
認
知
症
と
の
違
い
を
理
解
し
、
特
有
の
対
応
を
適
切
に

行
う
こ
と
が
で
き
る
 

   

主
な
 

内
容
 

・
認
知
症
患
者
の
身
体
管
理
 

・
一
般
病
院
に
求
め
ら
れ
る
役
割
 

・
認

知
症

患
者

の
世

界
観

の
理

解
、

中
核

症
状

の
理

解
、

基
本

的
な

評
価

方
法

 

（
ア
セ
ス
メ
ン
ト
）
 

・
認
知
症
の
疾
病
経
過
の
理
解
と
疾
病
段
階
を
踏
ま
え
た
看
護
・
支
援
の
 

あ
り

方
 

・
認
知
症
を
疑
っ
た
場
合
の
初
期
対
応
と
し
て
実
践
す
べ
き
看
護
、
初
期
集
中
 

支
援

 

・
チ
ー
ム
や
病
棟
内
で
の
情
報
共
有
、
部
門
間
で
の
情
報
共
有
 

・
行
動
・
心
理
症
状
（
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
）
の
予
防
と
病
棟
で
の
環
境
整
備
 

・
行
動
・
心
理
症
状
（
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
）
の
理
解
と
ア
セ
ス
メ
ン
ト
、
看
護
方
法
 

・
せ
ん
妄
の
病
態
、
診
断
・
同
定
、
認
知
症
と
の
鑑
別
 

・
せ
ん
妄
の
対
策
（
予
防
及
び
早
期
発
見
・
早
期
対
応
）
 

132



令
和
５
年
２
月

20
日
時
点
案

 

改
 
正
 
後
 

現
 
行
 

 
 
【
演

習
】
 
B
PS
D
・

せ
ん
妄

へ
の
対

応
の

事
例

検
討

（
要

因
の
検

討
と

ケ
ア

に

つ
い
て
）
 

 実
践
対
応
力
Ⅱ
 

 
 
・
病
棟
等
に
お
け
る
チ
ー
ム
ケ
ア
の
意
義
 

・
院
内
の
多
職
種
連
携
の
実
際
 

 
 
・
倫
理
的
課
題
と
意
思
決
定
支
援
・
権
利
擁
護
等
 

 
 
・
身
体
拘
束
の
原
則
・
例
外
、
最
小
化
の
具
体
例
・
代
替
案
 

 
 
・
介
護
者
・
家
族
の
支
援
 

 
 
・
社
会
資
源
の
役
割
や
地
域
連
携
（
入
退
院
支
援
、
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
）
 

【
演
習
】
身
体
拘
束
へ
の
対
応
の
事

例
検
討
（
チ
ー
ム
・
連
携
に
よ
る
対
応
）
 

 

  Ⅲ
 
 

 体
制
構
 

築
・
人
材

 

育
成
 

 講
義
 

(
9
0
分
) 

演
習
 

(
3
00
分
) 

 

ね
ら
い
 

 

病
棟
等
に
お
け
る
認
知
症
ケ
ア
体
制
（

院
内
・
地
域
）
の
構
築
及
び
ス
タ
ッ
フ
育

成
・
教
育
等
の
知
識
と
技
法
を
習
得
す

る
 

到
達
 

目
標
 

１
 

病
院
・

病
棟

の
課
題

を
把

握
し

、
体

制
等

の
実
情

に
応

じ
て

、
病

院
・

病

棟
や

地
域

単
位

で
認

知
症

ケ
ア

に
取

り
組

む
体

制
の

構
築

を
考
え

る
こ

と

が
で
き
る
 

２
 

自
施
設

に
お

い
て
看

護
職

員
向

け
の

認
知

症
対
応

力
向

上
研

修
を

企
画

・

実
施

し
、

継
続

学
習

を
含

む
ス

タ
ッ

フ
育

成
計

画
を

立
て

る
こ
と

が
で

き

る
 

 

主
な
 

内
容
 

認
知
症
ケ
ア
体
制
構
築
 

 
 
・
病
院
・
病
棟
全
体
で
取
り
組
む
重
要
性
 

 
 
・
体
制
構
築
に
向
け
た
具
体
的
な
取
り
組
み
 

 
【
演
習
】
自
施
設
の
課
題
整
理
と
改
善
に
向
け
た
方
策
 

 
 
  
  
（
課
題
整
理
か
ら
行
動
計
画
立
案
(
認
知
症
ケ
ア
の
体
制
整
備
)
ま
で
）
 

 ス
タ
ッ
フ
育
成
・
教
育
 

 
 
・
ス
タ
ッ
フ
育
成
の
目
標
設
定
 

・
退
院
調
整
で
の
課
題
（
特
に
再
入
院
や
緊
急
入
院
を
防
ぐ
た
め
の
コ
ー
デ
ィ
 

ネ
ー
ト
）

 

・
地
域
連
携
（
在
宅
医
療
、
地
域
包
括
ケ
ア
の
知
識
、
退
院
時
の
情
報
提
供
、
 

介
護
施
設
と
の
連
携
）

 

・（
演
習
）
看
護
計
画
立
案
を
通
じ

た
事
例
検
討
 

       

  Ⅲ
 
 

 マ
ネ
ジ
 

メ
ン
ト
 

 講
義
 

(
1
80
分
) 

演
習
 

(
2
40
分
) 

 

ね
ら
い
 

 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
人
員
、
環
境
、
情
報
管
理
等
）
の
実
践
的
な
対
応
方
法
及
び
教

 

育
技
能
を
習
得
す
る
 

到
達
 

目
標
 

１
 
各
施
設
の
実
情
に
応
じ
た
認
知
症
へ
の
対
応
方
法
を
検
討
し
、
適
切
な
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
 

２
 
自
施
設
に
お
け
る
看
護
職
員
へ
の
研
修
（
本
研
修
Ⅰ
基
本
知
識
編
相
当
）
を

実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
 

  

主
な
 

内
容
 

・
認
知
症
に
関
す
る
事
例
を
収
集
、
見
返
し
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
す
る
体
制
 

・
病
棟
内
、
部
門
間
で
の
情
報
共
有
、
人
員
の
配
置
 

・
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
体
制
（
院
内
・
地
域
内
で
の
専
門
家
へ
の
ア
ク
セ
ス
 

の
確
保
）

 

・
標
準
的
な
対
応
手
順
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
検
討
整
備
（
認
知
症
の
療
養
・
退
院
 

支
援
、
行
動
・
心
理

症
状
、
せ
ん
妄
）
 

・
施
設
内
で
の
目
標
設
定
・
研
修
計
画
立
案
、
教
育
技
法
 

・
自
施
設
で
の
研
修
を
実
施
す
る
上
で
の
ポ
イ
ン
ト
、
教
育
の
要
点
の
伝
達
 

・（
演
習
）
自
施
設
の
現
状
の
検
討

、
振
り
返
り
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令
和
５
年
２
月

20
日
時
点
案

 

改
 
正
 
後
 

現
 
行
 

 
 
・
認
知
症
研
修
の
企
画
立
案
・
研
修
実
施
の
ポ
イ
ン
ト
 

 
 
・
研
修
の
効
果
測
定
と
受
講
後
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
 

 
【
演
習
】
認
知
症
研
修
の
企
画
立
案
と
研
修
評
価
・
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
検
討
 

 
 
  
 
（
研
修
実
施
に
加
え
、
研
修
後
の
評
価
や
受
講
者
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
ま
で
）
 

 

 （
様
式
６
）
 
（
略

）
 

第
７
～
第
８
 
（
略

）
 

 

・（
演
習
）
自
施
設
内
で
の
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
体
制
の
検
討
、
研
修
計
画
立
案
 

   

 
 
  
  
  
  
  

（
様
式
６
）
 
（
略
）
 

第
７
～
第
８
 
（
略
）
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24．行方不明認知症高齢者等に対する見守りの取組について 

（１）行方不明認知症高齢者等に対する見守りの推進 

認知症高齢者やその疑いのある行方不明者として届けられた人数については、年々増

加しており、令和３年中において 17,636 人と前年に比べ 0.4％の増加となっている。

（警察庁統計） 

こうした行方不明に対応するため、既に多くの市町村（令和４年４月１日時点で 1,658

箇所）では、生活関連団体等との認知症高齢者の捜索等に関する協定の締結や GPS 等の

機器・システムの活用等、見守り体制の構築を進めていただいている。見守り体制の構

築については、好事例等を記載した「見守り・SOS 体制づくり基本パッケージ・ガイド」

を平成 29 年度の老人保健健康増進等事業で作成しているので、未構築の地域において

参考とされるとともに、行方不明高齢者等が発生した場合における他都道府県・市町村

と連携した捜索時の具体的な手順の作成・連絡体制の整備等認知症の人が安心して外出

できる地域づくりや広域的な見守り体制の構築に、適宜活用されたい。 

また、市町村、都道府県を超えた広域の見守りネットワークの構築も重要である。既

に多くの都道府県（令和４年４月１日時点で 43 箇所）では、都道府県が実施主体となっ

て広域の見守りネットワークにおける連携体制を構築いただいているところ、未構築の

都道府県におかれては、「認知症総合戦略推進事業」を活用する等により、広域な地域

の見守り体制の構築に積極的に取り組んでいただきたい。 

○「見守り・SOS 体制づくり基本パッケージ・ガイド」 

https://www.dcnet.gr.jp/pdf/download/support/research/center1/t_h29SOS_guide.pdf  

【KPI／目標】市町村の圏域を越えても対応できる見守りネットワークを構築 

なお、GPS 等の機器・システムの活用にあたっては、令和元年度の老人保健健康増進

等事業で民間事業者の提供する見守り・捜索サービスの一覧や、サービス導入時のポイ

ント、自治体の導入事例等を紹介した冊子を作成しているので、導入や事業の見直しを

検討されている都道府県・市町村におかれては参考にされたい。加えて、認知症高齢者

等に対する見守り支援については、市町村が実施する地域支援事業の任意事業（認知症

高齢者見守り事業）の対象となるので、これらの制度も活用頂きたい。 

○「認知症高齢者の行方不明時等の見守り・捜索システムについて」 

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/opinion/detail/20200410_theme108_2.pdf 

 

（２）厚生労働省ホームページでの取組 

厚生労働省ホームページにおいて、「行方不明を防ぐ・見つける市区町村・地域によ

る取組事例」を紹介している。認知症サポーターの養成を通じた地域住民による見守り

活動や、公共交通機関等地域の関係機関との協働による行方不明時の模擬訓練の実施等

様々な事例を掲載しているので参照いただき、認知症高齢者を地域で見守り、コミュニ

ティで支える仕組みを、引き続き推進されたい。 

○認知症施策関連ガイドライン(手引き等)、取組事例紹介ページ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000167804.html 
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また、「身元不明認知症高齢者等に関する特設サイト」を設置し、各都道府県におけ

る身元不明認知症高齢者等の情報に関するホームページとリンクしている。身元不明の

認知症高齢者等の有無や人数等の情報の掲載は、家族や親族等の通報のきっかけとなり、

身元の判明にも繋がるものと期待している。引き続き、身元不明認知症高齢者等に関す

る情報の掲載に向けた積極的な取組をお願いするとともに、過去に登録いただいたホー

ムページ URL に変更が生じた場合は、速やかに認知症施策・地域介護推進課あてにご連

絡いただくようお願いする。 

○「行方のわからない認知症高齢者等をお探しの方へ」 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000052978.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県・市町村における見守り支援実施状況
【都道府県】
都道府県が実施主体となって構築される広域の
見守りネットワークにおける連携の実施状況

【市町村】

１．認知症高齢者見守り事業について ２．見守りに関するネットワークの構築について

３．GPS等の探知システムの活用について ４．活用している探知システムの種別について

対象:ネットワーク
構築市町村（1,429市町村）

01北海道 実施

02青森県 実施

03岩手県 実施

04宮城県 実施

05秋田県 実施

06山形県 実施

07福島県 実施の予定なし

08茨城県 実施

09栃木県 実施

10群馬県 実施

11埼玉県 実施

12千葉県 実施

13東京都 実施

14神奈川県 実施

15新潟県 実施

16富山県 実施

17石川県 実施

18福井県 実施

19山梨県 実施

20長野県 実施

21岐阜県 実施

22静岡県 実施

23愛知県 実施

24三重県 実施

25滋賀県 実施

26京都府 実施

27大阪府 実施

28兵庫県 実施

29奈良県 実施

30和歌山県 実施

31鳥取県 実施

32島根県 実施

33岡山県 実施

34広島県 実施

35山口県 実施

36徳島県 実施

37香川県 実施

38愛媛県 実施

39高知県 実施

40福岡県 実施

41佐賀県 実施の予定なし

42長崎県 実施

43熊本県 実施

44大分県 実施

45宮崎県 実施の予定なし

46鹿児島県 実施の予定なし

47沖縄県 実施

実施都道府県 43

対象:見守り事業
実施市町村（1,658市町村）

対象:全市町村
（1,741市町村）

対象:GPS等の探知
システム実施市町
村（905市町村）
※複数のシステム
を活用する市町
村あり

対象:見守り事業
実施市町村（1,658市町村）

※認知症施策・地域介護推進課実施状況調べによる（令和４年４月１日時点）
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25．日本認知症官民協議会における取組について  

（１）日本認知症官民協議会 

「日本認知症官民協議会」は、認知症への対応が社会全体で求められているという共

通認識の下、行政のみならず民間組織の経済団体、医療・福祉団体、自治体、学会等が

連携して取組みを推進するため、各業界から約 100 団体が参画する形で、平成 31 年４月

に設立された。同協議会の下に設置されている「認知症バリアフリーワーキング(ＷＧ)」

において、『認知症バリアフリー社会実現のための手引き』の作成や、認知症バリアフリ

ー宣言制度の運用及び認証・表彰制度のあり方の検討を行った。 

 

（２）『認知症バリアフリー社会実現のための手引き』の作成 

認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らし続けるための障壁を減らしてい

き、認知症の人の社会参加やチャレンジを後押しする機運を社会全体で高めるため、令

和２年度に、「金融」、「住宅」、「小売」、「レジャー・生活関連」の４業種について、『認

知症バリアフリー社会実現のための手引き』を作成した。 

手引きはそのままでも各企業において活用できる内容となっているが、企業ごとの業

務内容や地域の特性等により、求められる対応は異なることが想定されること、また、

個々の企業が地域において果たす役割や社内制度の整備等を明示する観点などから、上

記手引きを参考としつつ、企業独自のマニュアルを作成することがより望ましいため、

昨年度は、企業が独自のマニュアルを作成する上での記載例やその留意事項を整理した

『留意事項集』の作成を行った。 

今年度は、上記４業種に限らず、認知症バリアフリーの取組を広げていくため、認知

症の人を含む高齢者が利用することが多い業種のうち、これまで未作成の業種の手引き

を作成することとした。業種の選定に当たっては、認知症当事者のご意見も踏まえ、「図

書館」、「薬局・ドラッグストア」、「運動施設」、「配食等」の４業種とした。作成した手

引きは、３月末までに日本認知症官民協議会のＨＰ上で公表予定であるので、これまで

に作成した手引きや留意事項集共々、管下市町村や関係団体等に広く周知を図っていた

だきたい。 

【日本認知症官民協議会ホームページ】 

https://ninchisho-kanmin.or.jp/ 
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（３）認知症バリアフリー宣言制度の運用及び認証・表彰制度のあり方の検討 

認知症施策推進大綱では、認知症に関する取組を実施している企業等の取組の一層の

推進を図るため、「「認知症バリアフリー宣言（仮称）」の仕組みを検討し、さらに、宣言

した企業等のうち、希望する団体に対する認証の仕組みを検討する」こととされている。

これを踏まえ、昨年度より、認知症バリアフリーＷＧの下に「認知症バリアフリー宣言・

認証検討委員会」を設置し、所要の検討を行ってきた。 

「認知症バリアフリー宣言」とは、認知症バリアフリーの取組方針や目標等を定め、

適切な取組を行おうとしている企業等をＷＥＢサイトで公表し、認知症の人やその家族

等に安心して利用できる環境を提供するとともに、企業等の認知症バリアフリーの取組

を推進することにより、認知症バリアフリー社会の機運を醸成することを目的としてお

り、令和４年３月から本制度がスタートした。宣言をした企業等はポータルサイトで広

くその取組が公表されるとともに、「ロゴマーク」が付与され、自社の取組のＰＲに活用

することができる。現在、23 社が宣言しているが、未だその認知度は低いため、周知の

ためのチラシや、宣言企業が活用できるポスターを作成し、本年３月下旬に開催の認知

症官民協議会総会において公表する予定としている。周知用チラシは今後、自治体へ発

送することとしているので、ご確認いただき、地域において認知症に関する取組を実施

している企業等の取組を一層推進する観点から、認知症バリアフリー宣言について、管

下市町村や経済団体を含む関係団体等に広く周知を図っていただきたい。また、このよ

うな取組を実施している企業等に対し、宣言の実施について働きかけを行っていただき

たい。 

認証制度・表彰制度については、宣言制度の広がりを踏まえつつ、制度のあり方につ

いて、引き続き、認知症バリアフリー宣言・認証検討委員会において検討を行う予定で

ある。 
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【認知症バリアフリー宣言制度】

＜令和３年度＞
○ 試行事業の実施及びスキーム構築：試行事業を実施（19企業
・団体）するとともに、その結果等を踏まえ、宣言制度のスキ
ームを構築。
申請から公表までを行うポータルサイトの構築、ロゴマーク

の作成も行った。

＜令和４年度＞
○ 制度の運用及びメンテナンス：構築した宣言制度を適切に運用
していくとともに、申請・登録・公表の仕組やポータルサイトの
改善等について必要な検討を行う。

○ 制度の周知・広報：制度の認知度向上に向けた周知・啓発を実施。

認知症バリアフリー宣言制度の運用
及び認証・表彰制度のあり方の検討

【認知症バリアフリー認証・表彰制度】

＜令和３年度＞
○ 認証制度のあり方の検討に当たっての論点整理：宣言制度の
試行事業の実施結果やアンケート結果等を踏まえ、認証制度の
あり方を検討するに当たっての論点（導入・運営コストと質確保
の両立の必要性、書類審査等の実運用の業務量、認証制度の前提
としての宣言制度の継続的普及・拡大 等）を整理。

＜令和４年度＞
○ 認証制度のあり方の検討：導入・運営コストの低減化と質確保
の両立等、認証制度のあり方について検討を行う。

○ 表彰制度のあり方の検討：認知症バリアフリーに向けた取組
やPRを積極的に実施している企業等を表彰する制度のあり方に
ついて検討を行う。

認知症施策推進大綱
（令和元年６月18日 認知症施策推進関係閣僚会議決定）

認知症に関する取組を実施している企業等に対
する認証や表彰制度の創設を検討する

○認知症に関する取組を実施している企業等の
認証制度や表彰

「認知症バリアフリー宣言（仮称）」の仕組み
を検討し、さらに、宣言した企業等のうち、希望
する団体に対する認証の仕組みを検討する。

認知症バリアフリー宣言件数・認証制度応募件
数・認証件数（認知症バリアフリー宣言、認証制
度の仕組みの検討結果を踏まえて検討）

基本的考え方

＜ＫＰＩ／目標＞

未宣言企業等

宣言企業等

認証

表彰
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26．認知症施策に関する令和５年度予算案について 

（１）認知症施策に関する令和５年度予算案の概要 

認知症施策に関する令和５年度予算案においては、大綱に盛り込まれた施策に関する

予算措置も含め約128億円を計上している。大綱においてKPI／目標が掲げられている施

策も含め、引き続き事業の着実な実施をお願するとともに、特に、近年新たに創設され

た各種事業については、管内市町村において積極的に実施いただけるよう周知をお願い

する。 

 

（２）【再掲】伴走的支援事業の積極的な実施について 

 

（３）地域における認知症施策の底上げ・充実のための重点支援事業 

認知症施策推進大綱において、認知症の人が、認知症の容態の変化に応じたすべての

期間を通じて本人主体の医療・介護を受けることができるよう、医療・介護等の質の向

上を図るとされているが、初期集中支援チームの稼働状況や認知症ケアパスの策定状況、

認知症カフェの設置状況、認知症ケアに関する各種研修の実施状況等については、地域

で格差が生じているところ。 

そのため、各地域の認知症施策の充実・質の向上を図る観点から、令和４年度予算に

おいて、各都道府県が計画的に認知症施策の充実・質の向上の取組を図る場合に必要な

経費に充当できる柔軟な事業を創設したので、積極的な活用をお願いする。 
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①認知症に係る地域支援事業の充実 【86億円の内数（社会保障充実分）】
・認知症初期集中支援チームの設置 ・認知症地域支援推進員の設置 ・「チームオレンジ」の整備
・認知症の人と家族への一体的支援の推進

②認知症施策推進大綱の取組の推進（認知症総合戦略推進事業） 【5.5億円（ 5.5億円）】
・広域的な認知症高齢者見守りの推進 ・認知症の普及相談、理解の促進 ・若年性認知症支援体制の拡充 ・認知症本人のピア活動の促進
・認知症本人・家族に対する伴走型の支援拠点の整備

⑤成年後見制度の利用促進 【8.1億円（ 6.4億円）】 【137億円の内数等】
・成年後見制度利用促進のための相談機関やネットワークの構築などの体制整備 ・市民後見人等の育成 ・成年後見人等への報酬

⑦その他
・認知症サポーターの養成 ・認知症介護研究・研修センターの運営、認知症サポート医の養成、介護従事者による認知症ケアの向上のための
研修の実施等の人材育成 ・地域における認知症施策の底上げ・充実のための重点支援 等

⑥認知症研究の推進 【12億円（ 12億円）】
・認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル等に関する研究開発 ・認知症実態調査など認知症施策推進のための研究

③認知症疾患医療センターの運営 【13億円（ 13億円）】
・地域での認知症医療提供体制の拠点としての活動の支援
・地域包括支援センター等地域の関係機関とも連携した診断後等の支援

④認知症理解のための普及啓発等 【40百万円（ 40百万円）】
・認知症への社会の理解を深めるための普及・啓発 ・日本認知症官民協議会を核とした社会全体の取組の推進（宣言制度の運用等）

認知症施策推進大綱に基づく施策の推進（全体像） 老健局認知症施策・地域介護推進課
（内線3973）

○ 令和元年６月に政府においてとりまとめられた「認知症施策推進大綱」（令和元年６月18日認知症施策推進関係閣僚会議決定）に基づき、認知
症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進していく
。

１ 事業の目的 令和５年度当初予算案 128億円（127億円）※（）内は前年度当初予算額

２ 事業の概要
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27．認知症施策に関する国際動向について 

（１）認知症疾患修飾薬について 

 認知症の治療薬については、大綱における５つの柱のうちの一つ「研究開発・産業促

進・国際展開」の中で、「日本発の認知症の疾患修飾薬候補の治験開始」および「認知症

のバイオマーカーの開発・確立」を KPI／目標として掲げている。 

これについての直近の動向としては、エーザイが開発したアルツハイマー病の新たな

治療薬「レカネマブ」が、米国ＦＤＡの迅速承認を取得したとの発表が１月６日にあっ

たところ。また、日本においても、1 月 16 日にレカネマブの承認申請がなされた。今後、

PMDA（医薬品医療機器総合機構）において、適切かつ迅速に審査を行われると承知して

いる。 

また、近年、アルツハイマー病のバイオマーカーに関し、薬事承認の取得（島津製作

所：血中アミロイドペプチド測定システム Amyroid MSCL、富士レビオ：髄液アミロイ

ドβ1-40、アミロイドβ1-42、シスメックス：血漿アミロイドβ40・アミロイドβ42）

や POC の獲得（新潟大池内教授：髄液神経フィラメント軽鎖）が続いている。 

 このように、認知症の検査や治療薬に関する新たな動きがみられることから、引き続

き、必要に応じて地方公共団体への情報共有等を行っていくのでご了知いただきたい。 

 

（２）G7 長崎保健大臣会合について 

G７保健大臣会合は、G7 サミットに関連して開催される閣僚会合であり、本年 2023 年

は、5 月 13-14 日に長崎県長崎市において開催される予定である。 

認知症施策は従来より国際的な動向と軌を一にして進展してきており、本年もこの機

会を捉え、関係機関の協力を得ながら、日本の認知症施策について国際的な発信を行う

予定である。厚生労働省ホームページ等で随時情報提供するのでご承知おきいただきた

い。 
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28．地域の特性に応じた認知症グループホームの確保等ついて 

（１）地域の特性に応じた認知症グループホームの確保について 

 令和３年度介護報酬改定においては、認知症グループホームについて、地域の特性に

応じたサービスの整備・提供を促進する観点から、ユニット数を弾力化するとともに、

サテライト型事業所の基準を創設したところである。 

令和 4 年 8 月 31 日時点において、3 ユニットの事業所は 5.6%（66 事業所）、サテライ

ト型事業所を設置している事業所は、1.0%（12 事業所）にとどまっている。また、市町

村においては、サテライト事業所の設置を「認めている」が 50.4％（414 市町村）、「認

めていない」が 49.6％（408 市町村）であり、設置を認めている市町村におけるサテラ

イト事業所の設置数は、40 事業所であった（※）。 

このような状況も踏まえ、各都道府県におかれては、令和３年度介護報酬改定の内容

を十分にご理解の上、地域の実情に応じた認知症グループホームの確保のため、適切に

制度をご活用いただくよう、指定権者である市町村、管内事業者への周知を改めてお願

いする。 

※ 令和４年度老人保健健康増進等事業「認知症高齢者グループホームの令和３年度介護報

酬改定の施行後の状況に関する調査研究事業」による調査（速報値） 

   ・調査対象 ：全国の市町村（1,724 市区町村（悉皆箇所） 

認知症グループホーム事業所（4,000箇所） 

・調査時点 ：令和４年８月31日時点 

・回収状況 ：有効回収数 市町村822件（47.2％） 事業所1,189件（29.7％） 

 

 

（２）認知症グループホームの家賃等助成事業について 

地域支援事業における任意事業の「認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事

業」については、認知症グループホームにおいて、家賃、食材料費及び光熱水費の費用

負担が困難な低所得者に対し利用者負担の軽減を行っている事業者を対象として、助成

を行うことが可能となっている。 

 本事業については、平成 24 年度から任意事業のメニューとして設けられたものであ

るが、現在事業を実施している市町村は 102 にとどまっている（令和３年度介護保険事

務調査）。 

認知症の方が、それぞれの状況に応じて適切な介護サービスを利用できる環境を整備

していくことは重要であり、認知症グループホームへの入居に関しては、こうした補助

制度も活用することにより、地域の実情に応じた必要な支援が行われるよう、各都道府

県におかれては、改めて御了知いただくとともに、管内保険者等へ広く周知いただくよ

うお願いする。 
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○ 認知症グループホームについて、地域の特性に応じたサービスの整備・提供を促進する観点から、ユニット数
を弾力化するとともに、サテライト型事業所の基準を創設する。【省令改正】

ア 認知症グループホームは地域密着型サービス（定員29人以下）であることを踏まえ、経営の安定性の観点か
ら、ユニット数について、「原則１又は２、地域の実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合は
３」とされているところ、これを「１以上３以下」とする。

イ 複数事業所で人材を有効活用しながら、より利用者に身近な地域でサービス提供が可能となるようにする観点
から、サテライト型事業所の基準を創設する。

同基準は、本体事業所との兼務等により、代表者、管理者を配置しないことや、介護支援専門員ではない認知
症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置することができるようにするなど、サテライト型小
規模多機能型居宅介護の基準も参考にしつつ、サービス提供体制を適切に維持できるようにするため、サテライ
ト型事業所のユニット数については、本体事業所のユニット数を上回らず、かつ、本体事業所のユニット数との
合計が最大４までとする。

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
基準（ア）

地域の特性に応じた認知症グループホームの確保①

共同生活住居（ユニット）の数を１又は２とする。
ただし、用地の確保が困難であることその他地域の実
情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合
は、共同生活住居の数を３とすることができる。

共同生活住居（ユニット）の数を１以上３以下とする。

【認知症対応型共同生活介護★】

設
備
等

立地 住宅地等の地域住民との交流の機会が図られる地域

本体事業所と同様併設事業所の範囲
家庭的な環境と地域住民との交流の下にサービスが
提供されると認められる場合、広域型特別養護老人
ホーム等と同一建物に併設も可能

居室 ７．４３㎡（和室４．５畳）以上で原則個室

その他 居間・食堂・台所・浴室等日常生活に必要な設備

※ 以下はサテライト型事業所に係る特有の要件等

サテライト型事業所の
本体となる事業所 －

認知症グループホーム
※ 事業開始後１年以上の本体事業所としての実績を有すること、又は、入居者が当

該本体事業所において定められた入居定員の100分の70を超えたことがあること

本体事業所とサテライ
ト型事業所との距離等 － 自動車等による移動に要する時間がおおむね20分以内の近距離

本体事業所と同一建物や同一敷地内は不可

指定 －
本体、サテライト型事業所それぞれが受ける

※ 医療・介護・福祉サービスについて３年以上の実績を有する事業者であること
※ 予め市町村に設置される地域密着型サービス運営委員会等の意見を聴くこと

ユニット数 １以上３以下（前頁参照） 本体事業所のユニット数を上回らず、かつ、本体事業所のユニット数との合
計が最大４まで（次頁参照）

１ユニットの入居定員 ５人以上９人以下 ５人以上９人以下

介護報酬 － 通常の（介護予防）認知症対応型共同生活介護の介護報酬と同額
※ 本体事業所とサテライト事業所はそれぞれのユニット数に応じた介護報酬を算定

人
員

代表者 認知症の介護従事経験若しくは保健医療・福祉サービスの経営経
験があり、認知症対応型サービス事業開設者研修を修了した者 本体の代表者

管理者 常勤・専従であって、３年以上認知症の介護の従事経験がある認
知症対応型サービス事業管理者研修を修了した者 本体の管理者が兼務可能

介護従
業者

日中 常勤換算方法で３：１以上 常勤換算方法で３：１以上
夜間 時間帯を通じてユニットごとに１以上 時間帯を通じてユニットごとに１以上

計画作成担当者
介護支援専門員

介護支援専門員であって、認知症介護実践者研修を修了した者
１以上 認知症介護実践者研修を修了した者 １以上

※ 代表者・管理者・介護支援専門員である計画作成担当者は、本体との兼務等により、サテライト型事業所に配置しないことができる。

本体事業所 サテライト型事業所 （新設）

地域の特性に応じた認知症グループホームの確保②

基準（イ）
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認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業

○ 認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業とは、地域支援事業の任意事業のうち、その他事
業に該当するもの。

○ 認知症対応型共同生活介護においては、居住費（家賃・光熱水費等）や食材料費は介護報酬に含まれ
ておらず、利用者からの徴収が可能であるところ、認知症対応型共同生活介護事業所において、家賃、
食材料費及び光熱水費の費用負担が困難な低所得者に対し利用者負担の軽減を行っている事業者を対象
として助成を行っている。

○ 実施市町村は、102市町村（令和３年度介護保険事務調査）。

（参考）地域支援事業実施要綱（抄）
別記４ 任意事業
(３) その他の事業

ウ 認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業
認知症対応型共同生活介護事業所において、要介護者及び要支援２の認定を受けた者を受け入れ、家賃、食材料費及

び光熱水費の費用負担が困難な低所得者に対し利用者負担の軽減を行っている事業者を対象として助成を行う。

保 険 給 付
居
住
費

※

家
賃
・
光
熱
水
費

食
材
料
費

日
常
生
活
費

１割（２割・３割）負担

９割（８割・７割）給付

介護保険給付における利用者負担（認知症グループホームの場合） ※ 以下図の青色の部分が利用者負担。
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